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平成２４年１２月１１日  

 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会 

  部会長  根 岸  哲 殿 

 

                       接 続 委 員 会 

                          主 査    東 海  幹 夫 

                       ユニバーサルサービス委員会 

                          主 査    酒 井  善 則 

 

 

報 告 書（案） 

 

 

平成２４年１０月２６日付け諮問第３０４９号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 本件、接続料規則、接続料規則の一部を改正する省令及び基礎的電気通信役務の提供に係

る交付金及び負担金算定等規則の一部改正については、諮問のとおり改正することが適当と

認められる。 

 

２  なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 

 



 

「接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」及び 

「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令案」 

に対する意見及びその考え方（案） 

 

 

意   見 考  え  方 

意見１ 現行の長期増分費用方式モデルの改修（第六次モデルの導入）に伴うＰＳＴＮに係る

接続料算定方法の一部変更等及び平成25年度の接続料算定等に用いる入力値の更新に係る今

回の省令改正は適当。 

考え方１ 

○ 今回の省令改正によって、ＬＲＩＣモデルの改修に伴うＰＳＴＮに係る接続料算定方法

の変更、最新の入力値への更新及び基礎的電気通信役務原価の算定方法の変更を行うこと

については、適切であると考えます。 

 【ＫＤＤＩ（株）】 

 

○ 平成 25年度の接続料算定に用いる入力値更新については適当と考えます。 

 【フュージョン・コミュニケーションズ（株）】 

 

○ 本省令案に賛成の御意見として承る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 
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意見２ 第六次モデルの適用期間内であっても、接続料水準が急激に上昇することが見込まれ

る場合には、速やかに追加的な補正措置を講じるなどして当該水準の抑制を図るべき。 

考え方２ 

○ ＰＳＴＮに係る接続料は、ＰＳＴＮからＩＰ網への急速なマイグレーションの進展等に

よってＰＳＴＮのトラフィックが大きく減少し続けていることから、このまま従来通りの

算定方式に基づいて接続料算定を続けた場合、今後も水準が上昇し続けることが想定され

ます。このような接続料の上昇は、競争事業者がユーザー料金の値上げや電話サービス提

供からの撤退を余儀なくされ、ユーザー利便の低下を招くおそれがあることから、ＰＳＴ

Ｎユーザーが不利益を被ることなく競争を維持しながら円滑にマイグレーションを進める

ためにも水準の抑制を図ることが必要不可欠です。 

  このような市場環境の中、今回、平成２５年度以降のＰＳＴＮの接続料算定方法に、Ｌ

ＲＩＣの改良モデルを適用し、併せて、ＰＳＴＮからＩＰ網へのマイグレーションの進展

を踏まえ、実際のネットワークとＬＲＩＣモデルで想定されるネットワークにおける償却

済み比率に差異があることに着目した補正措置を講じることは、有効であると考えます。 

  ただし、今回の補正は、あくまで一時的に接続料水準の上昇を抑制する措置であり、現

行のＬＲＩＣモデルを使い続ける限り、接続料水準の上昇傾向が続くことには変わりがな

いため、今回のＬＲＩＣ改良モデルの適用期間中にＰＳＴＮのトラフィックが急激に減少

した場合には、接続料水準が想定以上に急上昇し、ユーザー利便が大きく損なわれてしま

う可能性があります。 

  そのため、「ＩＰ網への移行の進展等により、電気通信分野を取り巻く環境は今後急速

に変化していくことも見込まれるため、適用期間内に算定方式の前提としている事項が大

きく変化することが明確になった場合には、今後の環境変化に引き続き適切に対応した接

続料算定となるよう、速やかな見直しに向けた検討を行うことが適当である」としている

情報通信審議会答申（平成２４年９月２５日）のとおり、今回のＬＲＩＣ改良モデルの適

用期間内であっても、接続料水準が急激に上昇することが見込まれる場合には、速やかに

追加的な補正措置を講じるなどして水準の抑制を図る必要があると考えます。 

 【ＫＤＤＩ（株）】 

 

○ 平成 24 年９月 25 日付情報通信審議会答申「長期増分費用方式

に基づく接続料の平成２５年度以降の算定の在り方」（以下、

「答申」という。）に示されたとおり、制度の安定性を確保する

観点や接続事業者における事業運営の中期的な展望・予見性を確

保する観点から、長期増分費用方式に基づく接続料算定方式の頻

繁な変更は必ずしも好ましくないため、第六次モデルを用いた算

定方式の適用期間内においては、接続料算定に係る追加的な補正

等を原則として行わないことが適当である。 

  ただし、ＩＰ網への移行の進展等により、第六次モデルの適用

期間内に算定方式の前提としている事項が大きく変化することが

明確になった場合には、その変化に引き続き適切に対応した接続

料算定となるよう、速やかなモデルの見直しに向けた検討を行う

ことが適当である。 
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意見３ 次期モデルの検討については、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展等を踏まえたモデ

ルの本格的な見直しを早期に開始することが必要。 

考え方３ 

○ 次期のＰＳＴＮ接続料の算定方法の抜本的な見直しに向けた検討も速やかに開始すべき

です。その際には、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が今後更に進展し、数年の内にＰＳＴＮ

と０ＡＢＪ－ＩＰ電話の契約者数が逆転すると思われることを踏まえ、次期モデルにはＩ

Ｐ－ＬＲＩＣモデルを含む何らかのＩＰ化要素を取り込んだ算定方法を適用することを前

提として検討を進めるべきです。 

 【ＫＤＤＩ（株）】 

 

○ PSTN 接続料については、本年 9 月 25 日に、「長期増分費用方式に基づく接続料の平成

２５年度以降の算定の在り方」答申（以下、「答申」という。）が取りまとめられ、PSTN

から IP網への移行の進展を考慮した補正措置が導入されることが示されました。本補正措

置については、PSTN から IP 網への移行による影響をコスト算定に反映するという点にお

いて、一定の効果があるものと考えます。 

  しかしながら、本補正措置はあくまで暫定的な措置であり、改良モデルの適用期間中に

も接続料がさらに大幅に上昇する可能性も想定されます。答申においても、「適用期間内

に算定方式の前提としている事項が大きく変化することが明確になった場合には、今後の

環境変化に適切に対応した接続料算定方式となるよう、速やかな見直しに向けた検討を行

うことが適当」と示されているため、PSTN から IP 網への進展を踏まえた本格的な対応に

ついて、早期に検討着手し、環境変化が生じた場合にも適切に対応できるよう、次期モデ

ルの構築を含め事前に準備しておくことが必要と考えます。 

 【ソフトバンクＢＢ（株）、ソフトバンクテレコム（株）、ソフトバンクモバイル（株）】 

 

○ 最新の入力値へ更新すること、加えて長期増分費用モデルの一部変更を行うことによっ

て、接続料原価の低減化が図られるものと窺えますが、平成 24年 9月 25日付け｢長期増分

費用方式に基づく接続料の平成 25 年度以降の算定の在り方｣答申によりますと、接続料の

水準は依然上昇傾向にあることは変わりありません。 

  NTT 東西殿の PSTN マイグレーション／廃止時期が明らかとなり、IP 網への一層の需要移

行が見込まれ、PSTN を取り巻く市場環境が大きく変化しようとしておりますので、長期増

分費用モデルの抜本的見直しは避けられないものと考えております。今後鋭意ご検討いた

だけることを要望いたします。 

 【フュージョン・コミュニケーションズ（株）】 

 

○ 答申に示されたとおり、第六次モデルの次期の接続料算定期間

において適用することを想定した次期モデルの検討に際しては、

ＰＳＴＮを取り巻く今後の環境変化を踏まえつつ、「スコーチ

ド・ノードの仮定」等の前提条件の見直し、ＩＰ－ＬＲＩＣモデ

ルの導入可能性の検討といったＩＰ網への移行の進展を踏まえた

本格的な見直しについて検討が必要である。また、長期増分費用

モデルを本格的に見直すためには十分な検討期間が必要となるも

のと考えられることから、当該検討を早期に開始する必要があ

る。 

  なお、これらの検討に当たっては、ＰＳＴＮからＩＰ網への移

行スケジュール等の詳細について、ＮＴＴ東西から、適時適切な

タイミングで更なる情報開示が行われることが望まれる。 
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接続料規則等の一部改正及び基礎的電気通信役務の提供に係る交

付金及び負担金算定等規則の一部改正について 

 

Ⅰ 改正の背景 

 

（１）東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」という。）

が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち、加入者交換機能等の電話網

等に係る各機能の接続料については、平成 23年度及び平成 24年度の２年間を適用期

間として、現行の長期増分費用方式（第五次モデル）によって算定されている。 

 

（２）第五次モデルの適用期間の終了を見据え、総務省は平成 23年７月からモデル見直し

のための研究会を再開し、平成 24 年３月に第五次モデルを改修した改良モデルを取

りまとめた。これは、最新の実態への即応性等の観点から検討を行い、第五次モデル

に所要の修正を織り込んだものである。 

 

（３）これを受けて、平成 24 年 4 月に「長期増分費用方式に基づく接続料の平成 25 年度

以降の算定の在り方」について、情報通信審議会（以下「情通審」という。）に諮問

を行い、平成 24年 9月 25日に、平成 25年度から平成 27年度までの上記接続料の算

定には、改良モデルに PSTNから IP網への移行の進展を考慮した補正措置を導入した

第六次モデルを適用することが適当であるとする答申（以下「答申」という。）を受

けたところである。 

 

（４）今回の接続料規則等の一部改正では、答申を踏まえ、平成 25年度以降の接続料の算

定方法等について、主に以下の事項を措置するため、所要の規定の整備を行うことと

し、また基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）の一部改正では、接続料規則等の一部改正に係る事項のうち長期増

分費用（ＬＲＩＣ）モデルの改修に伴う基礎的電気通信役務原価の算定方法の一部を

変更するため、所要の規定の整備を行うこととする。 

 

【接続料規則（平成 12年郵政省令第 64号）の一部改正】 

① 接続料算定方法の変更 

長期増分費用モデルの改修に伴う算定方法の一部変更 

 

② 接続料算定に用いる主な入力値の扱い 

  平成 25年度の接続料算定に用いる主な入力値の更新 
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【接続料規則の一部を改正する省令（平成 17年総務省令第 14号）の一部改正】 

③ ＮＴＳコストの扱い 

    ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの接続料原価への算入の継続 

 

④ 接続料算定に用いる通信量の扱い 

    前年度下期と当年度上期の通信量を通年化した通信量の継続採用 

 

  ⑤ 東西均一接続料の扱い 

    ＮＴＴ東西各社の接続料原価及び通信量等の合算による接続料算定（東西均一接

続料）の継続 

 

【算定規則（平成 14年総務省令第 64号）の一部改正】 

⑥ 基礎的電気通信役務の原価の算定方法の変更 

長期増分費用モデルの改修に伴う算定方法の一部変更 

 

Ⅱ 主な改正の概要 

 

１．接続料規則（平成 12年郵政省令第 64号）の一部改正 

 

（１）モデルの改修（第六次モデルの導入）に伴う接続料算定方法の一部変更 

【別表第１の１、第 2の 1、第 2の 2、第 4の 1並びに附則第 6項及び第 7項関係】 

 

答申を踏まえ、第六次モデルの導入に伴う算定方法の一部変更のため、所要の規定の整

備を行うものである。 

 

■答申［17項、18項及び 19頁抜粋］ 

 

３．改良モデルの評価 

（１）改良モデルの概要 

ア 回線数の減少に適切に対応したネットワーク構成の見直し（局設置ＦＲＴの導入） 

現行モデルでは、収容回線数等に応じて、各局舎には少なくとも１台のＧＣまたはＲＴを設

置することとしており、収容回線数が極端に少なくなった場合であっても、局舎には最低１台

のＲＴが設置されることになる。 

 

しかしながら、ＰＳＴＮに係る需要が大きく減少している現状においては、収容回線数が相

当程度少なくなっている局舎が一定程度存在することから、改良モデルにおいては、そのよう

な局舎に設置する設備として、現行のＧＣ及びＲＴに加えて、き線点ＲＴを「局設置ＦＲＴ」

として追加することとした。 

 

具体的には、局舎の回線需要が次のような条件を満たす場合、当該局舎には局設置ＦＲＴを

設置することとした。 

 



7 
 

１） 局舎のメタル回線需要が、き線点ＲＴの最大収容回線数以下であること 

２） 局舎の需要に、き線点ＲＴに収容できない回線 がないこと 

 

イ  東日本大震災を踏まえたネットワークの信頼性の確保 

 

東日本大震災を踏まえ、ネットワークの信頼性を確保するために必要と考えられる対応につ

いて、実際のネットワークにおける実施計画を踏まえた検討を行い、モデルの考え方に沿って

その妥当性を検証した上で、最低限必要と認められる範囲について、効率性を考慮した反映方

法により、改良モデルに盛り込むこととした。 

 

② ＲＴ局の停電時の電力供給源として可搬型発動発電機の追加 

 

現行モデルでは、ＲＴ局における非常用電源装置として、蓄電池のみを設置することとして

いるが、実際のネットワークにおいては、広域かつ長時間の停電が発生した際にＲＴ局の電源

を確保するため、蓄電池に加え、一定程度の台数の可搬型発動発電機が配備されており、また、

東日本大震災を踏まえ、今後、その配備量を増強する予定である。 

 

このことから、改良モデルにおいては、東日本大震災発生時の稼働実績等を踏まえ、４０台

の可搬型発動発電機を、ＲＴ局の非常用電源装置として追加することとした。 

 

■答申［20頁抜粋］ 

 

３．  改良モデルの評価 

 （４）  考え方 

 

改良モデルは、第五次モデルを基本として、回線数の減少に対してより適切に対応したネッ

トワーク構成となるよう見直しを行うとともに、東日本大震災を踏まえたネットワークの信頼

性確保の観点から必要と考えられる対応をモデルに盛り込むなど、最新の実態への即応性等の

観点から改修が行われたものである。また、その改修は、近年の環境変化に対応しつつ適切な

コスト算定を行うことのできるモデルを策定することを目的として、関係事業者からの改修提

案に基づき、研究会において専門家が十分な時間をかけて検討を行った上でなされたものであ

る。 

 

これらを踏まえると、改良モデルにおける改修点は適切であると認められることから、平成

２５年度以降の長期増分費用方式に基づく接続料算定において、その原価の算定には改良モデ

ルを適用することが適当である。 

ただし、後述するとおり、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏まえた適切な措置を導入

する必要がある。 

 

■答申［24頁、25頁及び 26頁抜粋］ 

 

４．PSTNから IP網への移行の進展を踏まえた措置 

① ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を考慮した補正の考え方 

 

このため、平成２５年度以降の接続料原価の算定に改良モデルを適用するに際しては、ＰＳ

ＴＮからＩＰ網への移行による影響について一定程度考慮し、これまでの長期増分費用モデル

の前提に従って取得価額を経済的耐用年数で単純に平準化するのではなく、ＩＰ網への移行を

見据えた償却済み比率の上昇を適切に反映する必要がある。具体的には、実際のネットワーク

と長期増分費用モデルで想定されるネットワークでは償却済み比率に差異があることに着目
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して、適切な補正比率を設定し、当該補正比率を長期増分モデルにより算定された減価償却費

及び正味固定資産価額に乗ずることで、両者の償却済み比率の差異を補正することが適当であ

る。 

 

② ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を考慮した具体的な補正方法 

 

補正比率の算定に用いる償却済み比率については、長期増分費用モデルにおいて何らかの仮

定を置き、客観的な数値をモデルによって決定することは困難であることから、現時点におい

ては、実際のネットワークにおける対象設備の償却済み比率を用いることが適切であると考え

られる。 

 

補正の対象設備は、長期増分費用モデルで想定しているＰＳＴＮに係る設備のうち、網構成

において根幹的な役割を担っており、ＩＰ網への移行が完了した際には使用されないものと考

えられる交換機関連設備とすることが適当である。具体的には、加入者交換機、中継交換機、

監視装置（加入者交換機）、監視装置（中継交換機）及び交換機ソフトウェアを対象とし、実

際のネットワークにおける交換機（市内・市外機械設備）の直近の取得資産データから得られ

る償却済み比率を用いるとともに、各設備の法定耐用年数及び経済的耐用年数から各々の補正

比率を設定することが適当である。 

 

また、今回の補正を行うことによるＬＲＩＣ費用への影響が大きいことから、円滑な導入を

図る必要がある。具体的には、後述の改良モデルを用いた算定方式の適用期間を踏まえて、３

年間で段階的に補正を行うこととし、各年度の補正の比率を、１／３、２／３、３／３と段階

的に増加させていくことが適当である。 

 

 

 

（２）平成 25年度の接続料算定に用いる主な入力値の更新 

【別表第 2の 2及び第 4の 3関係】 

 

答申を踏まえ、平成 25 年度の接続料算定に用いる主な入力値を最新の値に更新する

ため、別表の整備を行うこととするものである。なお、入力値の更新については、長期

増分費用モデル研究会の検討結果を踏まえたものである。 

 

■答申［45頁抜粋］ 

 

２．平成２５年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い 

（２）考え方 

イ その他の入力値の扱い 

 

したがって、通信量以外の入力値については、引き続き、事業者の経営上の機密への配慮と、

透明性・公開性の確保の双方に十分に配意しつつ、必要に応じて総務省において毎年度の接続

料算定時に見直し、可能な限り最新のデータを用いることとすることが適当である。 

 

 

 

２．接続料規則の一部を改正する省令（平成 17年総務省令第 14号）の一部改正 
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（１）き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの接続料原価への全額算入の継続 

【附則第 7項、第 8項、第 10項及び第 12項関係】 

 

①  ユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定において、同制度における利用

者負担の抑制を図る観点から、平成 19 年度認可分からの当分の間の措置として、

加入電話に係る補てん対象額を加入者回線当たり費用が「全国平均＋標準偏差の２

倍」を超える額としていることの効果として、ＮＴＳコストのうち、高コスト地域

の補てん対象額の大部分を占めると考えられるき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト

相当額が実質的には補てん対象外となる。 

 この結果、ＮＴＴ東西のみがき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト相当額を負担する

こととなるため、平成 19 年９月の情報通信審議会答申では、ＮＴＴ東西の設備利

用部門を含む各接続電気通信事業者がこれを公平に負担する観点から、当分の間、

当該コストを接続料原価の一部に算入することとされた。 

 

②  これを受け、平成 20 年度以降、段階的にき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの接

続料原価への算入が行われ、平成 23 年度以降、当該コストの全額が接続料原価に

算入されている。 

 

③  今回の答申でも、この算入は引き続き行うこととされたことから、平成 25 年度

から平成 27 年度までの期間においても、当該費用の全額を接続料原価に算入する

ため、所要の規定の整備を行うものである。 

 

■答申［35頁抜粋］ 

 

２．平成２５年度以降の接続料算定におけるＮＴＳコストの扱い 

（２）考え方 

ウ  平成２５年度以降におけるき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱い 

 

 き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、通信量に依存せず加入者回線の増減に応じてコストが

増減するＮＴＳコストであることから、当該コストは、接続料原価から控除されているその他

のＮＴＳコストと同様に、基本料の費用範囲の中で回収することが原則であり、この考え方は、

従来から変わりはない。 

 

しかしながら、平成１９年答申を受け、利用者負担を軽減する観点から、ユニバーサルサー

ビス制度の補塡対象額の算定方法の見直しが行われることに伴い、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路

コストの接続料原価への付替えが開始され、平成２２年答申においても当該付替えを継続する

こともやむを得ないとされている。また、平成２２年答申時以降、ユニバーサルサービス制度

における補塡対象額の算定方法は見直されていない。 

 

一方、仮に、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストを基本料の費用範囲の中で回収することとす

れば、回線当たり費用が上位４．９％の高コスト加入者回線の属する地域について、補塡対象

額の算定に関するベンチマークを、全国平均費用を超える額を補塡対象とする方法に再度見直

すこととなり、その結果、利用者負担が増大することが見込まれる。そのため、き線点ＲＴ-
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ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、引き続き、利用者負担の抑制の観点に十分配意する必

要がある。 

 

以上のことから、平成２５年度以降のき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、

利用者負担の軽減の観点から、あくまでも当分の間の措置として、引き続き従量制接続料の原

価にその１００％を算入することもやむを得ないと考えられる。 

 

 

 

（２）前年度下期と当年度上期の通信量を通年化した通信量の継続採用 

【附則第 14項関係】 

 

答申を踏まえ、平成 25年度から平成 27年度までの間の接続料算定に用いる通信量に

ついては、引き続き、算定される接続料の適用年度の前年度の下半期と適用年度の上半

期の通信量を通年化したものを採用することとするため、所要の規定の整備を行うもの

である。 

 

■答申［41頁及び 42頁抜粋］ 

 

２．平成２５年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い 

（２）考え方 

ア  通信量の扱い 

 ① 接続料算定に用いる予測通信量 

 

したがって、平成２２年答申の時点から状況に大きな変化は見られず、現時点では、現行の

予測方法を変更する必要は特段ないものと考えられることから、平成２５年度以降の接続料算

定に用いる通信量としては、引き続き、前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したものを

採用することが適当である。 

 

 

（３）ＮＴＴ東西各社の接続料原価及び通信量等の合算による接続料算定（東西均一接続

料）の継続 

【附則第 17項関係】 

 

答申を踏まえ、ＬＲＩＣ（第六次モデル）方式によって算定される接続料算定につい

ては、引き続き東西均一接続料が設定されることを確保する観点から、平成 25年度から

平成 27年度までの間、ＮＴＴ東西各社の接続料原価及び通信量等を合算して接続料を算

定することとするため、所要の規定の整備を行うものである。 

   

 

 

■答申［50項抜粋］   
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２．平成２５年度以降の東西均一接続料の扱い 

（２）考え方 

イ  東西別接続料の設定の適否   

 

平成２２年答申時の状況から、東西別接続料を設定することが適当と考えられる程度の環境

変化が認められないことから、平成２５年度以降の接続料算定においても、これまでと同様、

東西均一接続料を採用することが適当である。 

 

 

３．算定規則（平成 14年郵政省令第 64号）の一部改正 

【別表第 5～第 8並びに附則第 2項及び第 3項関係】 

 

第六次モデル導入に伴う基礎的電気通信役務原価の算定方法の一部変更のため、所要の

規定の整備を行うものである。 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第１の１（第６条関係） 対象設備に係る設備区分  
対象設備 設備区分 

第一種指定端末系伝送路設備（加入者側終

端装置及び第一種指定端末系交換等設備と

の間等に設置される伝送装置等を除く。） 

主配線盤 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

メタルケ

ーブル 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（き線点遠隔収容

装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装

置を経由しない場合に限る。）に設置するもの 

加入系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の（局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換

機設置局間に設置するものを除く。） 

加入系電

柱 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

 

 
別表第１の１（第６条関係） 対象設備に係る設備区分  
対象設備 設備区分 

第一種指定端末系伝送路設備（加入者側終

端装置及び第一種指定端末系交換等設備と

の間等に設置される伝送装置等を除く。） 

主配線盤 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

メタルケ

ーブル 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間（ただし、

き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設

置するもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない

場合に限る。）に設置するもの 

加入系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換

機設置局間に設置するものを除く。） 

 

加入系電

柱 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間に設置するものを除く。） 

 

接続料規則（平成十二年郵政省令第六十四号）及び接続料規則の一部を改正する省令（平成十七年総務省令第十四号）の一部を

改正する省令案 新旧対照条文 
 
○接続料規則（平成十二年郵政省令第六十四号） 

（傍線部分は改正部分） 
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加入系管

路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

加入系中

口径管路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

加入系共

同溝 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

加入系と

う道 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

電線共同

溝 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

加入系管

路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間に設置するものを除く。） 

 

加入系中

口径管路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間に設置するものを除く。） 

 

加入系共

同溝 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間に設置するものを除く。） 

 

加入系と

う道 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間に設置するものを除く。） 

 

電線共同

溝 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す
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るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

自治体管

路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

情報ボッ

クス 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

総合デジ

タル通信

局内回線

終端装置 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

加入者側終端装置～加入者交換機間（き線点遠隔収容

装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装

置を経由しない場合に限る。）に設置するもの 

第一種指定加入者交換機（第一種指定端末

系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設

加入者交

換機 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間に設置するものを除く。） 

 

自治体管

路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間に設置するものを除く。） 

 

情報ボッ

クス 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間に設置するものを除く。） 

 

総合デジ

タル通信

局内回線

終端装置 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間（ただし、

き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設

置するもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない

場合に限る。）に設置するもの 

第一種指定加入者交換機（第一種指定端末

系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設

加入者交

換機 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者
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備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間

に設置される伝送装置等を含む。ただし、

手動によるものを除く。） 

 

加入者交

換回線収

容装置 

交換回線収容装置を除く。 

局設置遠

隔収容装

置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

消防警察

トランク 

 

警察消防

用回線集

約装置 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定加入者交換機に属する部分（中継系光ケー

ブル（局設置遠隔収容装置～加入者交換機間及び加入

者交換機～中継交換機間に設置するもの）を収容する

もの）に限る。 

伝送装置 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中間中継

伝送装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

クロック

供給装置 

局設置遠隔収容装置 

加入者交換機 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系光

ケーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底光ケ

ーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底中間

中継伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線アン

テナ 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間

に設置される伝送装置等を含む。ただし、

手動によるものを除く。） 

 

加入者交

換回線収

容装置 

交換回線収容装置を除く。 

局設置遠

隔収容装

置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

消防警察

トランク 

警察消防

用回線集

約装置 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定加入者交換機に属する部分（ただし、中継

系光ケーブル（局設置遠隔収容装置～加入者交換機間

及び加入者交換機～中継交換機間に設置するもの）を

収容するもの）に限る。 

伝送装置 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中間中継

伝送装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

クロック

供給装置 

局設置遠隔収容装置 

加入者交換機 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系光

ケーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底光ケ

ーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底中間

中継伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線アン

テナ 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 
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無線鉄塔 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

衛星通信

設備 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系電

柱 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系管

路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系中

口径管路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系共

同溝 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系と

う道 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

 

 

 

第一種指定加入者交換機に係る設備区 

分のうち、回線数の増減に応じて当該 

設備に係る費用が増減するもの 

アナログ

局内回線

収容部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

加入者側終端装置～加入者交換機間（き線点遠隔収容

装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装

置を経由しない場合に限る。）に設置するもの 

ア ナ ロ

グ・デジ

タル回線

共通部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

加入者側終端装置～加入者交換機間（き線点遠隔収容

装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装

置を経由しない場合に限る。）に設置するもの 

無線鉄塔 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

衛星通信

設備 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系電

柱 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系管

路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系中

口径管路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系共

同溝 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系と

う道 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

 

 

 

第一種指定加入者交換機に係る設備区

分のうち、回線数の増減に応じて当該

設備に係る費用が増減するもの 

アナログ

局内回線

収容部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間（ただし、

き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設

置するもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない

場合に限る。）に設置するもの 

ア ナ ロ

グ・デジ

タル回線

共通部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間（ただし、

き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設

置するもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない

場合に限る。）に設置するもの 
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局設置簡

易遠隔収

容装置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

き線点遠

隔収容装

置 

加入者系

半固定パ

ス伝送装

置 

 

主配線盤 第一種指定加入者交換機に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系

光ケーブル及び中継系光ケーブル（き線点遠隔収容装

置～加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置

設置局～加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容

装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するもの

並びに局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に

設置するものに限る。）を収容するもの 

中間中継

伝送装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

クロック

供給装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

 

 

 

き線点遠

隔収容装

置 

 

 

 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

加入者系

半固定パ

ス伝送装

置 

主配線盤 第一種指定加入者交換機に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系

光ケーブル及び中継系光ケーブル（ただし、き線点収

容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局

～加入者交換機設置局間に設置するものに限る。）を

収容するもの 

 

 

中間中継

伝送装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

クロック

供給装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 
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るもの 

海底光ケ

ーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

海底中間

中継伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線アン

テナ 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線鉄塔 き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

衛星通信

設備 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

 

海底光ケ

ーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

海底中間

中継伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線アン

テナ 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線鉄塔 き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

衛星通信

設備 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 
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局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系電

柱 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系管

路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系中

口径管路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系共

同溝 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系と

う道 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

第一種指定中継交換機（第一種指定中継系

伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれ

ぞれの間に設置される伝送装置等を含む。

中継交換

機 

中継交換回線収容装置を除く。 

中継交換  

 

 

中継系電

柱 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系管

路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系中

口径管路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系共

同溝 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系と

う道 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

第一種指定中継交換機（第一種指定中継系

伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれ

ぞれの間に設置される伝送装置等を含む。

中継交換

機 

中継交換回線収容装置を除く。 

中継交換

19



ただし、手動によるものを除く。） 回線収容

装置 

クロック

供給装置 

中継交換機 

光ケーブ

ル成端架 

中継交換機に属する部分に限る。 

第一種指定中継系伝送路設備等であって、

第一種指定加入者交換機と第一種指定中継

交換機との間に設置されるもの（第一種指

定中継系伝送路設備等の両端に対向して設

置される伝送装置等を含む。）及び第一種指

定加入者交換機又は第一種指定中継交換機

と他の電気通信事業者の電気通信設備との

間に設置されるもの（第一種指定加入者交

換機又は第一種指定中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間に設置さ

れる伝送装置等を含む。） 

伝送装置 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中間中継

伝送装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

クロック

供給装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系光

ケーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底光ケ

ーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底中間

中継伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線アン

テナ 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線鉄塔 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

衛星通信

設備 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

ただし、手動によるものを除く。） 回線収容

装置 

クロック

供給装置 

中継交換機 

光ケーブ

ル成端架 

中継交換機に属する部分に限る。 

第一種指定中継系伝送路設備等であって、

第一種指定加入者交換機と第一種指定中継

交換機との間に設置されるもの（第一種指

定中継系伝送路設備等の両端に対向して設

置される伝送装置等を含む。）及び第一種指

定加入者交換機又は第一種指定中継交換機

と他の電気通信事業者の電気通信設備との

間に設置されるもの（第一種指定加入者交

換機又は第一種指定中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間に設置さ

れる伝送装置等を含む。） 

伝送装置 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中間中継

伝送装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

クロック

供給装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系光

ケーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底光ケ

ーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底中間

中継伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線アン

テナ 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線鉄塔 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

衛星通信

設備 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置
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するもの 

中継系電

柱 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系管

路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系中

口径管路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系共

同溝 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系と

う道 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中

継交換機 

 

 

別表第１の２（第６条関係） 附属設備等に係る設備等区分  

附属設備等 設備等区分 

空調設備 空調設備 

電力設備 整流装置 

直流変換電源装置 

交流無停電電源装置 

蓄電池 

受電装置 

発電装置 

小規模局用電源装置 

可搬型発動発電機 

機械室建物 機械室建物 

機械室土地 機械室土地 

監視設備 総合監視 

加入者交換機 

するもの 

中継系電

柱 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系管

路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系中

口径管路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系共

同溝 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系と

う道 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中

継交換機 

 

 

別表第１の２（第６条関係） 附属設備等に係る設備等区分  

附属設備等 設備等区分 

空調設備 空調設備 

電力設備 整流装置 

直流変換電源装置 

交流無停電電源装置 

蓄電池 

受電装置 

発電装置 

小規模局用電源装置 

 

機械室建物 機械室建物 

機械室土地 機械室土地 

監視設備 総合監視 

加入者交換機 
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中継交換機 

伝送無線機械 

市外線路 

市内線路 

共通用建物 共通用建物 

共通用土地 共通用土地 

構築物 構築物 

機械及び装置 機械及び装置 

車両 車両 

工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 

無形固定資産 交換機ソフトウェア 

その他の無形固定資産 

 
 
 

中継交換機 

伝送無線機械 

市外線路 

市内線路 

共通用建物 共通用建物 

共通用土地 共通用土地 

構築物 構築物 

機械及び装置 機械及び装置 

車両 車両 

工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 

無形固定資産 交換機ソフトウェア 

その他の無形固定資産 
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改 正 案 
 

 

現   行 
 

 

別表第２の１ （第６条関係） 正味固定資産価額算定方法 

  定額法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

   定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ） 

                  ＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））÷２ 

    期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）

×（ｎ－１）、最低残存価額｝ 

    期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）

×ｎ、最低残存価額｝ 

  定率法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

   定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ） 

＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））÷２ 

  期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）（ｎ―１）、投資額×最低残存率｝ 

  期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

   償却率＝１―（残存率）（１÷法定耐用年数） 

    残存率＝０．１とする。 

  なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

 ⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳの局別総収容回線数（以下「局別

収容回線数」という。）が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ

以外の局には局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。 

 ⑵ 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収

容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ 局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 

⑴  単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別

収容回線数の合計が１万２千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交

換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容

 

別表第２の１ （第６条関係） 正味固定資産価額算定方法 

  定額法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

   定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ） 

                  ＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））÷２ 

    期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）

×（ｎ－１）、最低残存価額｝ 

    期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）

×ｎ、最低残存価額｝ 

  定率法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

   定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ） 

＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））÷２ 

  期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）（ｎ―１）、投資額×最低残存率｝ 

  期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

   償却率＝１―（残存率）（１÷法定耐用年数） 

    残存率＝０．１とする。 

  なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

 ⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳの局別総収容回線数（以下「局別

収容回線数」という。）が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ

以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。 

 ⑵ 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収

容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ 局設置遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 

⑴  単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別

収容回線数の合計が１万２千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交

換機設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。 

（傍線部分は改正部分） 
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装置を帰属させる。 

 ⑵ 単位料金区域内に加入者交換機設置局が１局のみの場合、その加入者交換機設置局に

当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属さ

せる。 

 ⑶ 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置～加入

者交換機間及び局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間の光ケーブルの総心 km、加入

者交換機～中継交換機間伝送路距離、加入者交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠

隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先を決定する。 

３ 設備量の算定 

  加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち

最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

  なお、２以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあって

は、以下の⑴から⑷の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが１

であるときは、これを２とみなす。 

 ⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の発着信呼量に各役務の局別収

容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁

時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑵ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の最繁時呼量を各役務の平均保

留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計

を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で

除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑶ 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交

換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時

効率低下係数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑷ 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設

置遠隔収容装置対向 52Ｍパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数

とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェー

ス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと

加入者交換機投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換

機投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換機投資額 

     ＝加入者交換機ユニット数 

 

 ⑵ 単位料金区域内に加入者交換機設置局が１局のみの場合、その加入者交換機設置局に

当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。 

 

 ⑶ 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置～加入

者交換機間の光ケーブルの総心 km、加入者交換機～中継交換機間伝送路距離、加入者交

換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔収容装置の帰属先を決定する。 

 

３ 設備量の算定 

  加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち

最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

  なお、２以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあって

は、以下の⑴から⑷の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが１

であるときは、これを２とみなす。 

 ⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の発着信呼量に各役務の局別収

容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁

時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑵ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の最繁時呼量を各役務の平均保

留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計

を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で

除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑶ 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交

換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時

効率低下係数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑷ 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設

置遠隔収容装置対向 52Ｍパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数

とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェー

ス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと

加入者交換機投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交

換機投資額を算定する。 

 局ごと加入者交換機投資額 

     ＝加入者交換機ユニット数 
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       ×加入者交換機ユニット当たり単価 

      ＋回線共通投資額 

      ＋加入者交換機直収電話端子数 

       ×加入者交換機直収アナログ電話回線単価 

      ＋（加入者交換機直収総合デジタル通信端子数 

       ＋ＰＨＳ端子数） 

       ×加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価  

      ＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

      ＋最繁時呼量投資額 

      ＋対向局設置遠隔収容装置ユニット数 

       ×局設置遠隔収容装置対向基本部単価 

      ＋局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス数 

       ×局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス単価 

      ＋加入者交換機中継 52Ｍパス数 

       ×加入者交換機中継 52Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

１ 局設置遠隔収容装置の設置基準 

  局別収容回線数が１万２千回線を超えない局のうち、次に掲げる条件のいずれにも該当

する局には局設置簡易遠隔収容装置を、それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置す

る。 

ア 局に収容される回線に、メタル電話回線、低速専用線、高速メタル専用線及び光地域

ＩＰ回線（当該光地域ＩＰ回線が当該局～加入者交換機設置局間に設置される伝送装置

をメタル電話回線、低速専用線又は高速メタル専用線と共用しない場合に限る。）以外

の回線を含まないこと。 

イ メタル電話回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容電話回線数に回線収容率を

乗じた値以下であること。 

ウ 低速専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容低速専用回線数に回線収容

率を乗じた値以下であること。 

エ 高速メタル専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容高速メタル専用回線

数に回線収容率を乗じた値以下であること。 

２ 設備量の算定 

  局設置遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混

在収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 

３ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置

投資額を求め、全ての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装

       ×加入者交換機ユニット当たり単価 

      ＋回線共通投資額 

      ＋加入者交換機直収電話端子数 

       ×加入者交換機直収アナログ電話回線単価 

      ＋（加入者交換機直収総合デジタル通信端子数 

       ＋ＰＨＳ端子数） 

       ×加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価  

      ＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

      ＋最繁時呼量投資額 

      ＋対向局設置遠隔収容装置ユニット数 

       ×局設置遠隔収容装置対向基本部単価 

      ＋局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス数 

       ×局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス単価 

      ＋加入者交換機中継 52Ｍパス数 

       ×加入者交換機中継 52Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 設備量の算定 

  遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容

時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置

投資額を求め、すべての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容
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置投資額を算定する。 

  局ごと局設置遠隔収容装置投資額 

     ＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額 

      ＋局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数 

       ×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価 

      ＋（局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数） 

       ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価  

      ＋回線収容部投資額 

      ＋中継インタフェース部投資額 

局設置簡易遠隔

収容装置 

１ 設備量の算定 

  局設置簡易遠隔収容装置のユニット数を１とする。 

２ 投資額の算定 

  次の⑴及び⑵の算定式により、前項の規定に基づく局ごとのユニット数を用いて求めた

局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局の局設置簡易遠隔収容

装置投資額として、全ての局の局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額を合算し、局設置簡

易遠隔収容装置投資額を算定する。 

 ⑴ 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額 

     ＝（局設置簡易遠隔収容装置ユニット数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価 

＋専用線ユニット単価） 

      ×（局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数 

       ÷（局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数 

        ＋局設置簡易遠隔収容装置収容専用回線数）） 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

      ＋回線収容部投資額 

 ⑵ 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額 

     ＝局設置簡易遠隔収容装置ユニット数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

装置投資額を算定する。 

  局ごと局設置遠隔収容装置投資額 

     ＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額 

      ＋局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数 

       ×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価 

      ＋（局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数） 

       ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価  

      ＋回線収容部投資額 

      ＋中継インタフェース部投資額 
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      ＋回線収容部投資額 

き線点遠隔収容

装置 

１ 回線数の算定 

  国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 

  なお、各（県、調査区）につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境

の調査区以外では、自県案分率は１となる。 

  世帯自県案分率（県、調査区） 

     ＝世帯数（県、調査区）÷総世帯数（調査区） 

 就業者自県案分率（県、調査区） 

     ＝就業者数（県、調査区）÷総就業者数（調査区） 

 ⑴ 住宅用加入電話回線数 

     ＝局ごと住宅用加入電話契約回線数 

      ÷調査区ごと世帯数の局ごと合計 

      ×調査区ごとの世帯数 

      ×世帯自県案分率 

 ⑵ 事務用加入電話回線数 

     ＝局ごと事務用加入電話契約回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の局ごと合計 

      ×調査区ごとの就業者数 

      ×就業者自県案分率 

 ⑶ 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数 

     ＝単位料金区域別住宅用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 

      ÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごとの世帯数 

      ×世帯自県案分率 

 ⑷ 事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数 

     ＝単位料金区域別事務用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごとの就業者数 

      ×就業者自県案分率 

 ⑸ 第二種総合デジタル通信サービス回線数 

     ＝単位料金区域別第二種総合デジタル通信サービス契約回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 ⑹ 第一種公衆電話回線数 

     ＝単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数 

 

き線点遠隔収容

装置 

１ 回線数の算定 

 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 

  なお、各（県、調査区）につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境

の調査区以外では、自県案分率は１となる。 

  世帯自県案分率（県、調査区） 

     ＝世帯数（県、調査区）÷総世帯数（調査区） 

 就業者自県案分率（県、調査区） 

     ＝就業者数（県、調査区）÷総就業者数（調査区） 

 ⑴ 住宅用加入電話回線数 

     ＝局ごと住宅用加入電話契約回線数 

      ÷調査区ごと世帯数の局ごと合計 

      ×調査区ごとの世帯数 

      ×世帯自県案分率 

 ⑵ 事務用加入電話回線数 

     ＝局ごと事務用加入電話契約回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の局ごと合計 

      ×調査区ごとの就業者数 

      ×就業者自県案分率 

 ⑶ 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数 

     ＝単位料金区域別住宅用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 

      ÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごとの世帯数 

      ×世帯自県案分率 

 ⑷ 事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数 

     ＝単位料金区域別事務用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごとの就業者数 

      ×就業者自県案分率 

 ⑸ 第二種総合デジタル通信サービス回線数 

     ＝単位料金区域別第二種総合デジタル通信サービス契約回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 ⑹ 第一種公衆電話回線数 

     ＝単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数 
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      ÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 

 ⑺ 第一種デジタル公衆電話回線数 

     ＝単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回線数 

      ÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 

 ⑻ 第二種公衆電話回線数 

     ＝単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⑼ 第二種デジタル公衆電話回線数 

     ＝単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⑽ 低速専用線二線式回線数 

     ＝単位料金区域別低速専用線実績回線数 

      ×（県別低速専用線二線式実績回線数 

      ÷（県別低速専用線二線式実績回線数 

       ＋県別低速専用線四線式実績回線数）） 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⑾ 低速専用線四線式回線数 

     ＝単位料金区域別低速専用線実績回線数 

      ×（県別低速専用線四線式実績回線数 

      ÷（県別低専用線二線式実績回線数 

       ＋県別低速専用線四線式実績回線数）） 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⑿ 高速メタル専用線回線数 

     ＝単位料金区域別高速専用線実績回線数 

      ×（県別高速メタル専用線実績回線数 

      ÷（県別高速メタル専用線実績回線数 

       ＋県別高速光専用線実績回線数）） 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⒀ 高速光専用線回線数 

     ＝単位料金区域別高速専用線実績回線数 

      ÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 

 ⑺ 第一種デジタル公衆電話回線数 

     ＝単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回線数 

      ÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 

 ⑻ 第二種公衆電話回線数 

     ＝単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⑼ 第二種デジタル公衆電話回線数 

     ＝単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回線数 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⑽ 低速専用線二線式回線数 

     ＝単位料金区域別低速専用線実績回線数 

      ×（県別低速専用線二線式実績回線数 

      ÷（県別低速専用線二線式実績回線数 

       ＋県別低速専用線四線式実績回線数）） 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⑾ 低速専用線四線式回線数 

     ＝単位料金区域別低速専用線実績回線数 

      ×（県別低速専用線四線式実績回線数 

      ÷（県別低専用線二線式実績回線数 

       ＋県別低速専用線四線式実績回線数）） 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⑿ 高速メタル専用線回線数 

     ＝単位料金区域別高速専用線実績回線数 

      ×（県別高速メタル専用線実績回線数 

      ÷（県別高速メタル専用線実績回線数 

       ＋県別高速光専用線実績回線数）） 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 ⒀ 高速光専用線回線数 

     ＝単位料金区域別高速専用線実績回線数 

28



 

 

      ×（県別高速光専用線実績回線数 

      ÷（県別高速メタル専用線実績回線数 

       ＋県別高速光専用線実績回線数）） 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

２ き線点～局間伝送路経路の選択 

  局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものと

し、き線点～局間伝送路経路は次の基準により決定する。 

 ⑴ 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 

 ⑵ 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。 

 ⑶ ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定す

る。 

 ⑷ 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように

敷設する伝送路を設置する。 

 ⑸ 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を

選択する。 

 ⑹ 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 

３ 設備構成選択 

  き線点～局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費（減価償却費と施設

保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる組合せを選択する。た

だし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 

 ⑴ 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

 ⑵ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

 ⑷ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

４ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔

収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット

数とする。 

 ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの 

 イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの 

 

 ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で

除したもの 

 ⑵ 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、⑴で算定したき線点遠隔収容装置のユニッ

      ×（県別高速光専用線実績回線数 

      ÷（県別高速メタル専用線実績回線数 

       ＋県別高速光専用線実績回線数）） 

      ÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

      ×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

２ き線点～局間伝送路経路の選択 

  局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものと

し、き線点～局間伝送路経路は次の基準により決定する。 

 ⑴ 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 

 ⑵ 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。 

 ⑶ ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定す

る。 

 ⑷ 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように

敷設する伝送路を設置する。 

 ⑸ 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を

選択する。 

 ⑹ 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 

３ 設備構成選択 

  き線点～局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費（減価償却費と施設

保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる組合せを選択する。た

だし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 

 ⑴ 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

 ⑵ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

 ⑷ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

４ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔

収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット

数とする。 

  ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの 

 イ 低速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除した

もの 

  ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で

除したもの 

 ⑵ 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、⑴で算定したき線点遠隔収容装置のユニッ
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ト数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装置収

容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 

５ 投資額の算定 

  次の算定式（⑴、⑵）により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用

いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収

容装置投資額として全ての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔収

容装置投資額を算定する。 

 ⑴ 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 

     ＝（局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 

       ×き線点遠隔収容装置ユニット単価 

       ＋局ごと専用線収容装置ユニット数 

       ×専用線ユニット単価） 

      ×（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

       ÷（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

        ＋局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数）） 

      ＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

       ×き線点遠隔収容装置回線単価 

      ＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

       ×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

      ＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

 ⑵ 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 

     ＝局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 

       ×き線点遠隔収容装置ユニット単価 

      ＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

       ×き線点遠隔収容装置回線単価 

      ＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

       ×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

      ＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

加入者系半固定

パス伝送装置 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置

の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 

  ア 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置数及びき線点遠隔収容装置数を加入者

系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの

ト数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装置収

容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 

５ 投資額の算定 

  次の算定式（⑴、⑵）により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用

いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収

容装置投資額としてすべての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔

収容装置投資額を算定する。 

 ⑴ 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 

     ＝（局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 

       ×き線点遠隔収容装置ユニット単価 

       ＋局ごと専用線収容装置ユニット数 

       ×専用線ユニット単価） 

      ×（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

       ÷（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

        ＋局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数）） 

      ＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

       ×き線点遠隔収容装置回線単価 

      ＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

       ×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

      ＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

 ⑵ 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 

     ＝局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 

       ×き線点遠隔収容装置ユニット単価 

      ＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

       ×き線点遠隔収容装置回線単価 

      ＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

       ×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

      ＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

加入者系半固定

パス伝送装置 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置

の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 

  ア 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側イ

ンタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ
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（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置

局外側インタフェース装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。） 

  イ 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される

アナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ

最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除した

もの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送

装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。） 

  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システ

ム数（当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容され

る総合デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当た

り総合デジタル通信サービス最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔

収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当

たり低速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。）及び当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に

収容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり高速専

用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を合計したもの。）を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用

線用装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最

大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑵ ⑴の台数に、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収

容される回線数から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定

パス伝送装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、全ての局の局ご

と加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算

定する。 

  局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額 

     ＝加入者系半固定パス伝送装置架数 

       ×加入者系半固定パス伝送装置１架当たり単価 

      ＋帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数 

るものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭

載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 

  イ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半

固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置

局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最

大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 

  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システ

ム数（当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス

回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタル通信サービス

最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）、当

該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定

パス伝送装置１システム当たり低速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たな

い端数は、切り上げるものとする。）及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収

容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり高速専用

線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を

合計したもの。）を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線

用装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大

搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 

 ⑵ ⑴の台数に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線から専用役務に

係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。 

 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、すべての局の局

ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を

算定する。 

  局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額 

     ＝加入者系半固定パス伝送装置架数 

       ×加入者系半固定パス伝送装置１架当たり単価 

      ＋帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数 
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       ×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価 

消防警察トラン

ク 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、当該局が２万回線未満の局別収容回線数を収容する場合

は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は２とする。２万回線以上の場合は、当該

回線数から２万を引いた後、１万で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に２を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異

行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を

１ずつ加算するものとする。 

 ⑵ 局設置遠隔収容装置設置局又は局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トラ

ンクの必要設備量を２とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合に

は、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を１ずつ加算するものとする。 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属する

全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の消防警察トラ

ンク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架

最大搭載数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の消

防警察トランク架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トラ

ンク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局の局ごと消防警察トラ

ンク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 

  局ごと消防警察トランク投資額 

     ＝消防警察トランク数 

       ×消防警察トランク単価 

      ＋消防警察トランク架数 

       ×消防警察トランク搭載架単価 

警察消防用回線

集約装置 

１ 設備量の算定 

  警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下

の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 

 ⑴ 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象とし

て指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処

理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とす

る。 

 ⑵ 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回

線集約装置数を０とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警

       ×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価 

消防警察トラン

ク 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、当該局が２万回線未満の局別収容回線数を収容する場合

は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は２とする。２万回線以上の場合は、当該

回線数から２万を引いた後、１万で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に２を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異

行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を

１ずつ加算するものとする。 

 ⑵ 遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を２とする。さらに当該

局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必

要数を１ずつ加算するものとする。 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属する

すべての遠隔収容装置設置局の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防

警察トランク数とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架

最大搭載数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の消

防警察トランク架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トラ

ンク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、すべての局の局ごと消防警察ト

ランク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 

  局ごと消防警察トランク投資額 

     ＝消防警察トランク数 

       ×消防警察トランク単価 

      ＋消防警察トランク架数 

       ×消防警察トランク搭載架単価 

警察消防用回線

集約装置 

１ 設備量の算定 

  警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下

の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 

 ⑴ 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象とし

て指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処

理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とす

る。 

 ⑵ 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回

線集約装置数を０とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警
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察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 

 ⑶ 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で

除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の警察消防用回線

集約装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消

防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全

ての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回

線集約装置投資額を算定する。 

  割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額 

     ＝警察消防用回線集約装置数 

       ×警察消防用回線集約装置単価 

      ＋警察消防用回線集約装置架数 

       ×警察消防用回線集約装置搭載架単価 

主配線盤 １ 設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を主配線盤の端子数とする。 

 ⑵ ⑴の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）を主配線盤の架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線

盤投資額を求め、全ての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 

  局ごと主配線盤投資額 

     ＝主配線盤電話架数 

       ×主配線盤架当たり単価 

      ＋主配線盤電話端子数 

       ×主配線盤端子当たり単価 

 

光ケーブル成端

架 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線

回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収

容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心

線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 

 ⑵ ⑴の心線数を光ケーブル成端架（大型）架当たり心線数で除したもの（１に満たない

察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 

 ⑶ 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で

除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の警察消防用回線

集約装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消

防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、す

べての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用

回線集約装置投資額を算定する。 

  割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額 

     ＝警察消防用回線集約装置数 

       ×警察消防用回線集約装置単価 

      ＋警察消防用回線集約装置架数 

       ×警察消防用回線集約装置搭載架単価 

主配線盤 １ 設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を主配線盤の端子数とする。 

 ⑵ ⑴の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）を主配線盤の架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線

盤投資額を求め、すべての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定す

る。 

  局ごと主配線盤投資額 

     ＝主配線盤電話架数 

       ×主配線盤架当たり単価 

      ＋主配線盤電話端子数 

       ×主配線盤端子当たり単価 

光ケーブル成端

架 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線

回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収

容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心

線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 

 ⑵ ⑴の心線数を光ケーブル成端架（大型）架当たり心線数で除したもの（１に満たない
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端数は、切り捨てるものとする。）を光ケーブル成端架（大型）架数とする。光ケーブ

ル成端架（大型）架当たり心線数に光ケーブル成端架（大型）架数を乗じたものを、光

ケーブル成端架（大型）心線数とする。 

 ⑶ ⑴の光ケーブル成端架心線数から⑵で求めた光ケーブル成端架（大型）心線数を引い

たものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架（中型）架

当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架（大型）に収容することとする。光ケーブ

ル成端架（小型２）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（中型）架当たり心線

数以下ならば光ケーブル成端架（中型）に収容することとする。光ケーブル成端架（小

型１）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数以下なら

ば光ケーブル成端架（小型２）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型１）架

当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架（小型１）に収容することとする。 

 ⑷ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（大型）に収容する場合

には、光ケーブル成端架（大型）架数に１を加え、光ケーブル成端架（大型）心線数に

光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 

 ⑸ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（中型）に収容する場合

には、光ケーブル成端架（中型）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケー

ブル成端架（中型）心線数とする。 

 ⑹ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型２）に収容する場

合には、光ケーブル成端架（小型２）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（小型２）心線数とする。 

 ⑺ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型１）に収容する場

合には、光ケーブル成端架（小型１）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（小型１）心線数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケー

ブル成端架投資額を求め、全ての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブ

ル成端架投資額を算定する。 

  局ごと光ケーブル成端架投資額 

     ＝光ケーブル成端架（大型）架数 

       ×光ケーブル成端架（大型）架当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（大型）心線数 

       ×光ケーブル成端架（大型）心線当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（中型）架数 

       ×光ケーブル成端架（中型）架当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（中型）心線数 

端数は、切り捨てるものとする。）を光ケーブル成端架（大型）架数とする。光ケーブ

ル成端架（大型）架当たり心線数に光ケーブル成端架（大型）架数を乗じたものを、光

ケーブル成端架（大型）心線数とする。 

 ⑶ ⑴の光ケーブル成端架心線数から⑵で求めた光ケーブル成端架（大型）心線数を引い

たものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架（中型）架

当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架（大型）に収容することとする。光ケーブ

ル成端架（小型２）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（中型）架当たり心線

数以下ならば光ケーブル成端架（中型）に収容することとする。光ケーブル成端架（小

型１）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数以下なら

ば光ケーブル成端架（小型２）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型１）架

当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架（小型１）に収容することとする。 

 ⑷ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（大型）に収容する場合

には、光ケーブル成端架（大型）架数に１を加え、光ケーブル成端架（大型）心線数に

光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 

 ⑸ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（中型）に収容する場合

には、光ケーブル成端架（中型）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケー

ブル成端架（中型）心線数とする。 

 ⑹ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型２）に収容する場

合には、光ケーブル成端架（小型２）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（小型２）心線数とする。 

 ⑺ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型１）に収容する場

合には、光ケーブル成端架（小型１）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（小型１）心線数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケー

ブル成端架投資額を求め、すべての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケー

ブル成端架投資額を算定する。 

  局ごと光ケーブル成端架投資額 

     ＝光ケーブル成端架（大型）架数 

       ×光ケーブル成端架（大型）架当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（大型）心線数 

       ×光ケーブル成端架（大型）心線当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（中型）架数 

       ×光ケーブル成端架（中型）架当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（中型）心線数 
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       ×光ケーブル成端架（中型）心線当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（小型２）架数 

       ×光ケーブル成端架（小型２）架当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（小型２）心線数 

       ×光ケーブル成端架（小型２）心線当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（小型１）架数 

       ×光ケーブル成端架（小型１）架当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（小型１）心線数 

       ×光ケーブル成端架（小型１）心線当たり単価 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 ⑴ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容さ

れる回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位

（1.5Ｍ）で除して、多重変換装置 1.5Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）。 

  イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サー

ビス回線数及びＰＨＳ回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置

収容率及び総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置６

Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

    この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信

サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル

通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高

速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び６Ｍパス収容

回線数で除して、６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用６Ｍパス

数とする（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

    この場合において、６Ｍパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光

専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。 

  エ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるＡＴＭ専用線回線数、

ＡＴＭデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数をそれぞれ

の回線当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び６Ｍパスあたり速度で除して、それぞ

れの伝送設備共用比率を乗じた上で６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換

装置データ系６Ｍパス数とする（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計並びにアの多重変換装置 1.5Ｍパス数をイ

       ×光ケーブル成端架（中型）心線当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（小型２）架数 

       ×光ケーブル成端架（小型２）架当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（小型２）心線数 

       ×光ケーブル成端架（小型２）心線当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（小型１）架数 

       ×光ケーブル成端架（小型１）架当たり単価 

      ＋光ケーブル成端架（小型１）心線数 

       ×光ケーブル成端架（小型１）心線当たり単価 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 ⑴ 遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回

線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位（1.5Ｍ）

で除して、多重変換装置 1.5Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）。 

  イ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回

線数及びＰＨＳ回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率

及び総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置６Ｍパス

数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

    この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信

サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル

通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタ

ル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び６Ｍパス収容回線数

で除して、６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用６Ｍパス数とす

る（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

    この場合において、６Ｍパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光

専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。 

  エ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるＡＴＭ専用線回線数、ＡＴＭ

データ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数をそれぞれの回線

当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び６Ｍパスあたり速度で除して、それぞれの伝

送設備共用比率を乗じた上で６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置デ

ータ系６Ｍパス数とする（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計並びにアの多重変換装置 1.5Ｍパス数をイ

35



 

 

ンタフェース当たりハイウェイ数で除して、６Ｍインタフェース数及び 1.5Ｍインタ

フェース数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計にチャネル切上単位（６Ｍ）を乗じたもの

及びアの多重変換装置 1.5Ｍパス数にチャネル切上単位（1.5Ｍ）を乗じたものの合計

をチャネル切上単位（52Ｍ）で除して、多重変換装置 52Ｍパス数を算定する（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  キ カで算定した多重変換装置 52Ｍパス数を３で除して（１に満たない端数は、切り捨

てるものとする。）、多重変換装置 156Ｍインタフェース数を算定する。 

    この際に生じた剰余の数を多重変換装置 52Ｍインタフェース数とする。 

  ク カで算定した多重変換装置 52Ｍパス数を３で除した商（１に満たない端数は、切り

上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニッ

ト数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置 156Ｍインタフェース

数及び多重変換装置 52Ｍインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置

156Ｍインタフェース数及び多重変換装置 52Ｍインタフェース数とする。 

  イ 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置 52Ｍパス数の合計を

３で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置ユニ

ット数とする。 

  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置架数とする。 

２ 加入者交換機～中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

  加入者交換機～中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算

定する。 

 ⑴ 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 

  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を

設置する。 

  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置する。 

  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置する。 

  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置する。 

ンタフェース当たりハイウェイ数で除して、６Ｍインタフェース数及び 1.5Ｍインタ

フェース数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計にチャネル切上単位（６Ｍ）を乗じたもの

及びアの多重変換装置 1.5Ｍパス数にチャネル切上単位（1.5Ｍ）を乗じたものの合計

をチャネル切上単位（52Ｍ）で除して、多重変換装置 52Ｍパス数を算定する（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  キ カで算定した多重変換装置 52Ｍパス数を３で除して（１に満たない端数は、切り捨

てるものとする。）、多重変換装置 156Ｍインタフェース数を算定する。 

    この際に生じた剰余の数を多重変換装置 52Ｍインタフェース数とする。 

  ク カで算定した多重変換装置 52Ｍパス数を３で除した商（１に満たない端数は、切り

上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニッ

ト数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置 156Ｍインタフェース数及び

多重変換装置 52Ｍインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置 156Ｍイ

ンタフェース数及び多重変換装置 52Ｍインタフェース数とする。 

  イ 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置 52Ｍパス数の合計を３で除

した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数

とする。 

  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置架数とする。 

２ 加入者交換機～中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

  加入者交換機～中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算

定する。 

 ⑴ 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 

  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を

設置する。 

  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置する。 

  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置する。 

  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置する。 
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  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局にクロスコネクト装置を設置する。 

  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 

 ⑵ 加入者交換機の設備量から、⑴のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェ

ース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くな

る組合せを選択する。 

 ⑶ 中継交換機が２台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコ

ネクト装置を設置することとし、⑴のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフ

ェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低く

なる組合せを選択する。 

 ⑷ ⑵及び⑶で選択された組合せと⑴のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択す

る。 

３ １及び２の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等（低速

専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ＡＴＭ専用線回線数、Ａ

ＴＭデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数）に係る設備量を、

それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて

伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと伝送装置投資額＝多重変換装置投資額 

             ＋高速終端中継伝送装置投資額 

             ＋クロスコネクト装置投資額 

             ＋分岐挿入伝送装置投資額 

  局ごと多重変換装置投資額 

           ＝多重変換装置架数 

             ×多重変換装置架・共通部当たり単価 

            ＋多重変換装置ユニット数 

             ×多重変換装置ユニット当たり単価 

            ＋多重変換装置 1.5Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置 1.5Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置２Ｍインタフェース数 

  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局にクロスコネクト装置を設置する。 

  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 

 ⑵ 加入者交換機の設備量から、⑴のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェ

ース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くな

る組合せを選択する。 

 ⑶ 中継交換機が２台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコ

ネクト装置を設置することとし、⑴のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフ

ェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低く

なる組合せを選択する。 

 ⑷ ⑵及び⑶で選択された組合せと⑴のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択す

る。 

３ １及び２の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等（低速

専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ＡＴＭ専用線回線数、Ａ

ＴＭデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数）に係る設備量を、

それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて

伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと伝送装置投資額＝多重変換装置投資額 

             ＋高速終端中継伝送装置投資額 

             ＋クロスコネクト装置投資額 

             ＋分岐挿入伝送装置投資額 

  局ごと多重変換装置投資額 

           ＝多重変換装置架数 

             ×多重変換装置架・共通部当たり単価 

            ＋多重変換装置ユニット数 

             ×多重変換装置ユニット当たり単価 

            ＋多重変換装置 1.5Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置 1.5Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置２Ｍインタフェース数 
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             ×多重変換装置２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置６Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置８Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置８Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置 52Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置 52Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置 156Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置 156Ｍインタフェース当たり単価 

  局ごと高速終端中継伝送装置投資額 

        ＝高速終端中継伝送装置架数 

          ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置ユニット数 

          ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価 

  局ごとクロスコネクト装置投資額 

      ＝クロスコネクト装置基本架数 

        ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置接続架数 

        ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置増設リンク数 

        ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 

        ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内 52Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内 52Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内 156Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内 156Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局外インタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置ユニット数 

        ×クロスコネクト装置ユニット単価 

             ×多重変換装置２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置６Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置８Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置８Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置 52Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置 52Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置 156Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置 156Ｍインタフェース当たり単価 

  局ごと高速終端中継伝送装置投資額 

        ＝高速終端中継伝送装置架数 

          ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置ユニット数 

          ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価 

  局ごとクロスコネクト装置投資額 

      ＝クロスコネクト装置基本架数 

        ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置接続架数 

        ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置増設リンク数 

        ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 

        ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内 52Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内 52Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内 156Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内 156Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局外インタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置ユニット数 

        ×クロスコネクト装置ユニット単価 

38



 

 

  局ごと分岐挿入伝送装置投資額 

          ＝分岐挿入伝送装置システム数 

            ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 

           ＋分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 

            ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価 

中間中継伝送装

置 

１ 局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置

の設備量の算定 

  局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たな

い端数は、切り上げるものとする。）に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数と当該

局に設置される局設置簡易遠隔収容装置数の合計を乗じたものを、当該局の中間中継伝送

装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除した

ものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設

備量の算定 

  局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の⑴及び⑵の手順で求めた中間中継伝送装置数及

び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架

数とする。 

 ⑴ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、多重変換装置（52Ｍ）及び多重変換装置（156Ｍ）

につき、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平

均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）に、当該局に設置する多重変換装置インタフェース数を乗じたものを当該局の中

間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収

容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

 ⑵ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を乗じた

ものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中

間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

３ 加入者交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算

定 

  加入者交換機設置局ごとに、次の⑴及び⑵の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間

中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とす

る。 

 

  局ごと分岐挿入伝送装置投資額 

          ＝分岐挿入伝送装置システム数 

            ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 

           ＋分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 

            ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価 

中間中継伝送装

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の

算定 

 

 

 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間里程を中間

中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。）に、当該局に帰属する局設置遠隔収容装置数を乗じたものを、当該

局の中間中継伝送装置数とする。 

 

 

 ⑵ ⑴の中間中継伝送装置数を、中間中継伝送装置架当たり台数及び中間中継伝送装置架

収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

２ 加入者交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算

定加入者交換機設置局ごとに、次の⑴及び⑵の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間

中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とす

る。 
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 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置（52Ｍ）及び多重変換装置（156Ｍ）につ

き、多重変換装置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中

継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものを中間中継伝送装置数

とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したもの

を、中間中継伝送装置架数とする。 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置（156Ｍ）、高速終端中継伝送装

置（600Ｍ）及び高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間イ

ンタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中継交換機設置局間里程を

中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送

装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装

置架数とする。 

４ 中継交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 

  中継交換機設置局（当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。）ごとに、

高速終端中継伝送装置（156Ｍ）、高速終端中継伝送装置（600Ｍ）及び高速終端中継伝送

装置（2.4Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を２で除したものに、

中継交換機設置局～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したもの

から２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものの合

計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継

伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

５ 投資額の算定 

  次の算定式により、前４項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝

送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと中間中継伝

送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと中間中継伝送装置投資額 

     ＝中間中継伝送装置架数 

       ×中間中継伝送装置架・共通部当たり単価 

      ＋中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価 

クロック供給装

置 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に設

置される無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに

衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数

を合計したもの）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、ク

ロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置（52Ｍ）及び多重変換装置（156Ｍ）につ

き、多重変換装置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中

継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものを中間中継伝送装置数

とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したもの

を、中間中継伝送装置架数とする。 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置（156Ｍ）、高速終端中継伝送装

置（600Ｍ）及び高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間イ

ンタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中継交換機設置局間里程を

中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送

装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装

置架数とする。 

３ 中継交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定

中継交換機設置局（当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。）ごとに、高

速終端中継伝送装置（156Ｍ）、高速終端中継伝送装置（600Ｍ）及び高速終端中継伝送装

置（2.4Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を２で除したものに、

中継交換機設置局～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したもの

から２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものの合

計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継

伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝

送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと中間中継

伝送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと中間中継伝送装置投資額 

     ＝中間中継伝送装置架数 

       ×中間中継伝送装置架・共通部当たり単価 

      ＋中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価 

クロック供給装

置 

１ 設備量の算定 
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 ⑵ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（局設置遠隔収容

装置の台数、多重変換装置の架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無

線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及

び衛星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロック

分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架

数とする。 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に帰属する局設

置遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送

装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の

架数及び加入者交換機のユニット数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び

無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数

及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロッ

ク分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置

架数とする。 

 ⑷ 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（多重変換装置の架数、高

速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロ

スコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数、無線伝送装置のうち変復調

回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架

数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給

装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除した

ものをクロック供給装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用い

て局ごとクロック供給装置投資額を求め、全ての局の局ごとクロック供給装置投資額を合

算し、クロック供給装置投資額を算定する。 

  局ごとクロック供給装置投資額 

     ＝クロック供給装置架数 

       ×クロック供給装置架・共通部単価 

      ＋クロック供給装置被クロック供給装置数÷４ 

       ×クロック供給装置供給クロック単価 

メタルケーブル １ 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 ⑴ き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ

準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長

kmを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブ

ル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長 km、対 kmを算定する。 

 ⑴ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（局設置遠隔収容装置の

台数及び多重変換装置の架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロ

ック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装

置架数とする。 

 

 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に帰属する遠隔

収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の

架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及

び加入者交換機のユニット数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロ

ック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装

置架数とする。 

 

 

 ⑶ 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（多重変換装置の架数、高

速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロ

スコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数を合計したもの。）をクロッ

ク供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で

除したものをクロック供給装置架数とする。 

 

 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用い

て局ごとクロック供給装置投資額を求め、すべての局の局ごとクロック供給装置投資額を

合算し、クロック供給装置投資額を算定する。 

  局ごとクロック供給装置投資額 

     ＝クロック供給装置架数 

       ×クロック供給装置架・共通部単価 

      ＋クロック供給装置被クロック供給装置数÷４ 

       ×クロック供給装置供給クロック単価 

メタルケーブル １ 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 ⑴ き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ

準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長

kmを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブ

ル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長 km、対 kmを算定する。 
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 ⑵ 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長 km、対 kmは、加入者交換機、局

設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地

下比率を基に算定する。ただし、２⑶において全てのき線架空ケーブルを地中化しても

局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行

う。 

 ⑶ ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 

２ き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき

線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長 km

を算定する。 

 ⑵ ⑴によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費

（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる

組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可

能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。

置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容

装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとす

る。 

 ⑷ ⑶により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当

該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低

くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 

 ⑸ 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブ

ル延長 km、対 kmの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとにメタル

ケーブル対 km及びメタルケーブル延長 kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメ

タルケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタ

ルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと種別ごとメタルケーブル投資額 

     ＝当該種別架空メタルケーブル対 km  

       ×当該種別架空メタルケーブル対 km単価 

 ⑵ 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長 km、対 kmは、加入者交換機又は

遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、２

⑶においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達し

ない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

 

 ⑶ ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 

２ き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定

に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長 kmを算定する。 

 

 ⑵ ⑴によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費

（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる

組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可

能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。

置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いもので

あり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。 

 

 ⑷ ⑶により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当

該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低

くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 

 ⑸ 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブ

ル延長 km、対 kmの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとにメタ

ルケーブル対 km及びメタルケーブル延長 kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの

メタルケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、

メタルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと種別ごとメタルケーブル投資額 

     ＝当該種別架空メタルケーブル対 km  

       ×当該種別架空メタルケーブル対 km単価 
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      ＋当該種別架空メタルケーブル延長 km 

       ×当該種別架空メタルケーブル延長 km単価 

      ＋当該種別地下メタルケーブル対 km 

       ×当該種別地下メタルケーブル対 km単価 

      ＋当該種別地下メタルケーブル延長 km 

       ×当該種別地下メタルケーブル延長 km単価 

加入系光ケーブ

ル 

１ 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 ⑴ き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを

適用し、配線光ケーブルの亘長 kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数

を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長 km、心 km

を算定する。 

 ⑵ 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長 kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装

置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算

定する。ただし、２⑶において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル

地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

２ き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき

線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長 km

を算定する。 

 ⑵ ⑴によりき線亘長 kmが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運

営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低く

なる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択

不可能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。

置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容

装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとす

る。 

 ⑷ ⑶により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当

該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比

較し、より安価なものを選択することとする。 

 ⑸ 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延

      ＋当該種別架空メタルケーブル延長 km 

       ×当該種別架空メタルケーブル延長 km単価 

      ＋当該種別地下メタルケーブル対 km 

       ×当該種別地下メタルケーブル対 km単価 

      ＋当該種別地下メタルケーブル延長 km 

       ×当該種別地下メタルケーブル延長 km単価 

加入系光ケーブ

ル 

１ 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 ⑴ き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを

適用し、配線光ケーブルの亘長 kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数

を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長 km、心 km

を算定する。 

 ⑵ 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長 kmは、加入者交換機又は遠隔収容装置を

設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、２⑶においてすべ

てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線

架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

２ き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定

に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長 kmを算定する。 

 

 ⑵ ⑴によりき線亘長 kmが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運

営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低く

なる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択

不可能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える置

換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いものであ

り、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。 

 

 ⑷ ⑶により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当

該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比

較し、より安価なものを選択することとする。 

 ⑸ 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延
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長 km、心 kmの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとに光ケー

ブル心 km及び光ケーブル延長 kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル

投資額を算定し、全ての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定

する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと光ケーブル投資額 

     ＝加入系架空光ケーブル心 km 

       ×加入系架空光ケーブル心 km単価 

      ＋加入系架空光ケーブル延長 km 

       ×加入系架空光ケーブル延長 km単価 

      ＋加入系地下光ケーブル心 km 

       ×加入系地下光ケーブル心 km単価 

      ＋加入系地下光ケーブル延長 km 

       ×加入系地下光ケーブル延長 km単価 

中継系光ケーブ

ル 

１ 局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量

の算定 

  局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット

数及び当該局に設置する局設置簡易遠隔収容装置ユニット数を勘案し、必要な光ケーブル

設備量を算定する。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算

定 

  局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及

び当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 

３ 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

  網構成（交換機設置局間の伝送路の構成）ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、

必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量

を帰属する。 

４ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心 km及び光ケーブル

延長 kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、全ての局

の局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 

  局ごと光ケーブル投資額 

     ＝中継系架空光ケーブル心 km 

       ×中継系架空光ケーブル心 km単価 

長 km、心 kmの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとに光ケ

ーブル心 km及び光ケーブル延長 kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブ

ル投資額を算定し、すべての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を

算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと光ケーブル投資額 

     ＝加入系架空光ケーブル心 km 

       ×加入系架空光ケーブル心 km単価 

      ＋加入系架空光ケーブル延長 km 

       ×加入系架空光ケーブル延長 km単価 

      ＋加入系地下光ケーブル心 km 

       ×加入系地下光ケーブル心 km単価 

      ＋加入系地下光ケーブル延長 km 

       ×加入系地下光ケーブル延長 km単価 

中継系光ケーブ

ル 

 

 

 

 

 

１ 遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

 

  遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該

局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 

２ 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

  網構成（交換機設置局間の伝送路の構成）ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、

必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量

を帰属する。 

３ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心 km及び光ケーブル

延長 kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、すべての

局の局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 

  局ごと光ケーブル投資額 

     ＝中継系架空光ケーブル心 km 

       ×中継系架空光ケーブル心 km単価 
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      ＋中継系架空光ケーブル延長 km 

       ×中継系架空光ケーブル延長 km単価 

      ＋中継系地下光ケーブル心 km 

       ×中継系地下光ケーブル心 km単価 

      ＋中継系地下光ケーブル延長 km 

       ×中継系地下光ケーブル延長 km単価 

海底光ケーブル １ 設備量の算定 

  区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間の海底光ケーブル設備量を以下

の手順で算定する。 

 

 ⑴ 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継

海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数

を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海

底光ケーブル条数より１を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じ

たものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を

乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心 kmとする。また、必要心線数から

有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有

中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光

ケーブル残り心線心 kmとする。 

 ⑵ 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海

底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を

無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底

光ケーブル条数より１を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じた

ものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を

乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心 kmとする。また、必要心線数から

無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無

中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光

ケーブル残り心線心 kmとする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で二分の一ず

つに案分する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心 km及び無中継海底光

ケーブル心 kmをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル

      ＋中継系架空光ケーブル延長 km 

       ×中継系架空光ケーブル延長 km単価 

      ＋中継系地下光ケーブル心 km 

       ×中継系地下光ケーブル心 km単価 

      ＋中継系地下光ケーブル延長 km 

       ×中継系地下光ケーブル延長 km単価 

海底光ケーブル １ 設備量の算定 

  区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置

設置局～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間の海底光

ケーブル設備量を以下の手順で算定する。 

 ⑴ 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継

海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数

を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海

底光ケーブル条数より１を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じ

たものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を

乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心 kmとする。また、必要心線数から

有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有

中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光

ケーブル残り心線心 kmとする。 

 ⑵ 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海

底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を

無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底

光ケーブル条数より１を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じた

ものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を

乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心 kmとする。また、必要心線数から

無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無

中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光

ケーブル残り心線心 kmとする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で二分の一ず

つに案分する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心 km及び無中継海底光

ケーブル心 kmをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル
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投資額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、全ての局の局ごと有中継海底

光ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算

定する。 

  局ごと有中継海底光ケーブル投資額 

     ＝有中継海底光ケーブル心 km 

       ×有中継海底光ケーブル心 km単価 

      ＋有中継海底光ケーブル延長 km 

       ×有中継海底光ケーブル延長 km単価 

  局ごと無中継海底光ケーブル投資額 

     ＝無中継海底光ケーブル心 km 

       ×無中継海底光ケーブル心 km単価 

      ＋無中継海底光ケーブル延長 km 

       ×無中継海底光ケーブル延長 km単価 

海底中間中継伝

送装置 

１ 設備量の算定 

  区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間で有中継海底光ケーブルを使用

する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの（１に満たない端

数は、切り捨てるものとする。）を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数

を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 

 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ご

との海底中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額

を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと海底中間中継伝送装置投資額 

     ＝海底中間中継伝送装置数 

       ×海底中間中継伝送装置単価 

      ＋海底中間中継伝送装置用給電装置数 

       ×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 

無線伝送装置 １ 設備量の算定 

  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置設備量

を以下の手順で算定する。 

 

 ⑴ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数を変復調回線切替装置ユニット

当たり最大収容 52Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 

投資額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、すべての局の局ごと有中継海

底光ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を

算定する。 

  局ごと有中継海底光ケーブル投資額 

     ＝有中継海底光ケーブル心 km 

       ×有中継海底光ケーブル心 km単価 

      ＋有中継海底光ケーブル延長 km 

       ×有中継海底光ケーブル延長 km単価 

  局ごと無中継海底光ケーブル投資額 

     ＝無中継海底光ケーブル心 km 

       ×無中継海底光ケーブル心 km単価 

      ＋無中継海底光ケーブル延長 km 

       ×無中継海底光ケーブル延長 km単価 

海底中間中継伝

送装置 

１ 設備量の算定 

  区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置

設置局～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間で有中継

海底光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除した

もの（１に満たない端数は、切り捨てるものとする。）を区間中継数とする。これに有中

継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ご

との海底中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資

額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと海底中間中継伝送装置投資額 

     ＝海底中間中継伝送装置数 

       ×海底中間中継伝送装置単価 

      ＋海底中間中継伝送装置用給電装置数 

       ×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 

無線伝送設備 １ 設備量の算定 

  区間設備として無線通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局

～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間ごとに、無線伝送

設備設備量を以下の手順で算定する。 

 ⑴ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数を変復調回線切替装置ユニット

当たり最大収容 52Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 
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 ⑵ ⑴で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニッ

ト数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、変復調回線切

替装置架数とする。 

 ⑶ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数を無線送受信装置ユニット当た

り最大収容 52Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、無線送受信装置ユニット数とする。 

 ⑷ ⑶で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除

したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、無線送受信装置架数と

する。 

 ⑸ ⑴～⑷で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り

付けるものとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の

算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、全ての局の局ごと無線伝送装置投資

額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと無線伝送装置投資額 

     ＝変復調回線切替装置ユニット数 

       ×変復調回線切替装置ユニット単価 

      ＋変復調回線切替装置架数 

       ×変復調回線切替装置架・共通部単価 

      ＋無線送受信装置ユニット数 

      ×無線送受信装置ユニット単価 

     ＋無線送受信装置架数×無線送受信装置架単価 

無線アンテナ １ 設備量の算定 

  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線通信が指定され

ている経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とす

る。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごと

アンテナ投資額を算定し、全ての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資

額を算定する。 

  局ごとアンテナ投資額 

     ＝アンテナ数×アンテナ単価 

無線鉄塔 １ 設備量の算定 

  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局が無線単独局

 ⑵ ⑴で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニッ

ト数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、変復調回線切

替装置架数とする。 

 ⑶ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数を無線送受信装置ユニット当た

り最大収容 52Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、無線送受信装置ユニット数とする。 

 ⑷ ⑶で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除

したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、無線送受信装置架数と

する。 

 ⑸ ⑴～⑷で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り

付けるものとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の

算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、すべての局の局ごと無線伝送装置投

資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと無線伝送装置投資額 

     ＝変復調回線切替装置ユニット数 

       ×変復調回線切替装置ユニット単価 

      ＋変復調回線切替装置架数 

       ×変復調回線切替装置架・共通部単価 

      ＋無線送受信装置ユニット数 

      ×無線送受信装置ユニット単価 

     ＋無線送受信装置架数×無線送受信装置架単価 

無線アンテナ １ 設備量の算定 

  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交

換機設置局及び中継交換機設置局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路

当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごと

アンテナ投資額を算定し、すべての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投

資額を算定する。 

  局ごとアンテナ投資額 

     ＝アンテナ数×アンテナ単価 

無線鉄塔 １ 設備量の算定 

  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交
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に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該

当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り

上げるものとする。）を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 

 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔

投資額を算定し、全ての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 

  局ごと鉄塔投資額 

     ＝屋上設置用鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価 

      ＋地上設置用鉄塔数×地上設置用鉄塔単価 

衛星通信設備 １ 設備量の算定 

  区間設備として衛星通信が指定されている区間の両端の局ごとに、衛星通信設備設備量

を以下の手順で算定する。 

 

 ⑴ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数にチャネル切上単位（52Ｍ）を乗

じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を１トランスポンダ

当たり最大接続可能回線数で除して２を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 

 ⑵ 地球局必要回線数をＴＤＭＡ装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、ＴＤＭＡ装置架数とする。 

 ⑶ 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 

 ⑷ 地球局１局ごとに、アンテナ数は２とする。 

 ⑸ 本土側地球局１局ごとに、衛星回線制御装置架数は１組とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式によ

り、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、全ての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、

衛星通信設備投資額を算定する。 

  局ごと衛星通信設備投資額 

     ＝トランスポンダ数×トランスポンダ単価 

      ＋ＴＤＭＡ装置架数×ＴＤＭＡ装置架単価 

      ＋衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価 

      ＋衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価 

      ＋衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価 

加入系電柱 １ 設備量の算定 

換機設置局及び中継交換機設置局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ

数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を

最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、

当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔

投資額を算定し、すべての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 

  局ごと鉄塔投資額 

     ＝屋上設置用鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価 

      ＋地上設置用鉄塔数×地上設置用鉄塔単価 

衛星通信設備 １ 設備量の算定 

  区間設備として衛星通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局

～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間ごとに、衛星通信

設備設備量を以下の手順で算定する。 

 ⑴ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数にチャネル切上単位（52Ｍ）を乗

じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を１トランスポンダ

当たり最大接続可能回線数で除して２を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 

 ⑵ 地球局必要回線数をＴＤＭＡ装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、ＴＤＭＡ装置架数とする。 

 ⑶ 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 

 ⑷ 地球局１局ごとに、アンテナ数は２とする。 

 ⑸ 本土側地球局１局ごとに、衛星回線制御装置架数は１組とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式によ

り、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、すべての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算

し、衛星通信設備投資額を算定する。 

  局ごと衛星通信設備投資額 

     ＝トランスポンダ数×トランスポンダ単価 

      ＋ＴＤＭＡ装置架数×ＴＤＭＡ装置架単価 

      ＋衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価 

      ＋衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価 

      ＋衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価 

加入系電柱 １ 設備量の算定 
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  局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で

除したものを、当該局の電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都

道府県の単価及び共架率を使用する。 

  局ごと加入系電柱投資額 

     ＝加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率 

中継系電柱 １ 設備量の算定 

  局ごとに、中継系管路亘長 kmに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、

当該局に帰属する中継系電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都

道府県の電柱共架率を使用する。 

  局ごと中継系電柱投資額 

     ＝中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率 

加入系管路 １ 設備量の算定 

  局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管

路亘長 kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光

ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの

敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷

設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ

当該敷設区間の管路条 km及びインナーパイプ延長 kmとし、局ごとに合算したものを当該

局の管路条 km及びインナーパイプ延長 kmとする。なお、管路亘長 km、管路条 kmからは、

中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は

控除する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長 km及び管路条 kmを用い局ご

と管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。こ

の場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額 

     ＝加入系管路条 km×加入系管路条 km当たり単価 

      ＋加入系管路亘長 km×加入系管路亘長 km当たり単価 

      ＋インナーパイプ延長 km×インナーパイプ延長 km当たり単価 

  局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で

除したものを、当該局の電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する

都道府県の単価及び共架率を使用する。 

  局ごと加入系電柱投資額 

     ＝加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率 

中継系電柱 １ 設備量の算定 

  局ごとに、中継系管路亘長 kmに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、

当該局に帰属する中継系電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する

都道府県の電柱共架率を使用する。 

  局ごと中継系電柱投資額 

     ＝中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率 

加入系管路 １ 設備量の算定 

  局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管

路亘長 kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光

ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの

敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷

設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ

当該敷設区間の管路条 km及びインナーパイプ延長 kmとし、局ごとに合算したものを当該

局の管路条 km及びインナーパイプ延長 kmとする。なお、管路亘長 km、管路条 kmからは、

中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は

控除する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長 km及び管路条 kmを用い局ご

と管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額 

     ＝加入系管路条 km×加入系管路条 km当たり単価 

      ＋加入系管路亘長 km×加入系管路亘長 km当たり単価 

      ＋インナーパイプ延長 km×インナーパイプ延長 km当たり単価 
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中継系管路 １ 設備量の算定 

  都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長 km

とする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して

管路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里

程に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条 kmとし、都道府県ごとに合算

したものを当該局の管路条 kmとする。なお、管路亘長 km、管路条 kmからは、中口径管路、

共同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長 km、

管路条 kmを算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長 km及び管路条 kmを用い局ご

と管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。こ

の場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額 

     ＝中継系管路条 km×中継系管路条 km当たり単価 

      ＋中継系管路亘長 km×中継系管路亘長 km当たり単価 

加入系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長 kmにき線中口径管路適用率を乗じたもの

をき線中口径管路亘長 kmとする。 

 ⑵ 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中

口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 

 ⑶ 中口径管路亘長 kmから、中継系中口径管路亘長 kmを控除して、加入系中口径管路亘

長 kmを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長 kmを用い、次の算定式

により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系中口径管路投

資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単

価を使用する。 

  局ごと加入系中口径管路投資額 

     ＝加入系中口径管路亘長 km 

      ×中口径管路亘長 km当たり単価 

中継系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

  中口径管路亘長 kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長 kmを算定

する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長 kmを用い、次の算定式

中継系管路 １ 設備量の算定 

  都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長 km

とする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して

管路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里

程に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条 kmとし、都道府県ごとに合算

したものを当該局の管路条 kmとする。なお、管路亘長 km、管路条 kmからは、中口径管路、

共同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長 km、

管路条 kmを算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長 km及び管路条 kmを用い局ご

と管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額 

     ＝中継系管路条 km×中継系管路条 km当たり単価 

      ＋中継系管路亘長 km×中継系管路亘長 km当たり単価 

加入系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長 kmにき線中口径管路適用率を乗じたもの

をき線中口径管路亘長 kmとする。 

 ⑵ 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中

口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 

 ⑶ 中口径管路亘長 kmから、中継系中口径管路亘長 kmを控除して、加入系中口径管路亘

長 kmを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長 kmを用い、次の算定式

により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系中口径管路

投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の

単価を使用する。 

  局ごと加入系中口径管路投資額 

     ＝加入系中口径管路亘長 km 

      ×中口径管路亘長 km当たり単価 

中継系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

  中口径管路亘長 kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長 kmを算定

する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長 kmを用い、次の算定式
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により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系中口径管路投

資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単

価を使用する。 

  局ごと中継系中口径管路投資額 

     ＝中継系中口径管路亘長 km 

      ×中口径管路亘長 km当たり単価 

加入系共同溝 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長 kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき

線共同溝亘長 kmとする。 

 ⑵ 共同溝亘長 kmから、中継系共同溝亘長 kmを控除して、加入系共同溝亘長 kmを算定

する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長 kmを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、

加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用す

る。 

  局ごと加入系共同溝投資額 

     ＝加入系共同溝亘長 km×共同溝亘長 km当たり単価 

中継系共同溝 １ 設備量の算定 

  共同溝亘長 kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長 kmを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長 kmを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、

中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系共同溝投資額 

     ＝中継系共同溝亘長 km×共同溝亘長 km当たり単価 

加入系とう道 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長 kmにき線とう道適用率を乗じたものをき

線とう道亘長 kmとする。 

 ⑵ とう道亘長 kmから、中継系とう道亘長 kmを控除して、加入系とう道亘長 kmを算定

する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長 kmを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、

加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系中口径管路

投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の

単価を使用する。 

  局ごと中継系中口径管路投資額 

     ＝中継系中口径管路亘長 km 

      ×中口径管路亘長 km当たり単価 

加入系共同溝 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長 kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき

線共同溝亘長 kmとする。 

 ⑵ 共同溝亘長 kmから、中継系共同溝亘長 kmを控除して、加入系共同溝亘長 kmを算定

する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長 kmを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算

し、加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使

用する。 

  局ごと加入系共同溝投資額 

     ＝加入系共同溝亘長 km×共同溝亘長 km当たり単価 

中継系共同溝 １ 設備量の算定 

  共同溝亘長 kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長 kmを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長 kmを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算

し、中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系共同溝投資額 

     ＝中継系共同溝亘長 km×共同溝亘長 km当たり単価 

加入系とう道 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長 kmにき線とう道適用率を乗じたものをき

線とう道亘長 kmとする。 

 ⑵ とう道亘長 kmから、中継系とう道亘長 kmを控除して、加入系とう道亘長 kmを算定

する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長 kmを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系とう道投資額を合算

し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 
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  局ごと加入系とう道投資額 

     ＝加入系とう道亘長 km×とう道亘長 km当たり単価 

中継系とう道 １ 設備量の算定 

  とう道亘長 kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長 kmを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長 kmを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、

中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系とう道投資額 

     ＝中継系とう道亘長 km×とう道亘長 km当たり単価 

電線共同溝 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長 kmにき線電線共同溝適用率を乗じたもの

をき線電線共同溝延長 kmとする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長 kmに配線電線共同溝適用率を乗じたもの

を配線電線共同溝延長 kmとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長 km及び配線電線共同溝延

長 kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長 kmとし、次の算定式により、局別電線共

同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を

算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと電線共同溝投資額 

     ＝電線共同溝延長 km×電線共同溝延長 km当たり単価 

自治体管路 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長 kmにき線自治体管路適用率を乗じたもの

をき線自治体管路延長 kmとする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長 kmに配線自治体管路適用率を乗じたもの

を配線自治体管路延長 kmとする。 

２ 投資額の算定 

  自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 

情報ボックス １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長 kmにき線情報ボックス適用率を乗じたも

のをき線情報ボックス延長 kmとする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長 kmに配線情報ボックス適用率を乗じたも

のを配線情報ボックス延長 kmとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごと加入系とう道投資額 

     ＝加入系とう道亘長 km×とう道亘長 km当たり単価 

中継系とう道 １ 設備量の算定 

  とう道亘長 kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長 kmを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長 kmを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系とう道投資額を合算

し、中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系とう道投資額 

     ＝中継系とう道亘長 km×とう道亘長 km当たり単価 

電線共同溝 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長 kmにき線電線共同溝適用率を乗じたもの

をき線電線共同溝延長 kmとする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長 kmに配線電線共同溝適用率を乗じたもの

を配線電線共同溝延長 kmとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長 km及び配線電線共同溝延

長 kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長 kmとし、次の算定式により、局別電線共

同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額

を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと電線共同溝投資額 

     ＝電線共同溝延長 km×電線共同溝延長 km当たり単価 

自治体管路 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長 kmにき線自治体管路適用率を乗じたもの

をき線自治体管路延長 kmとする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長 kmに配線自治体管路適用率を乗じたもの

を配線自治体管路延長 kmとする。 

２ 投資額の算定 

  自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 

情報ボックス １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長 kmにき線情報ボックス適用率を乗じたも

のをき線情報ボックス延長 kmとする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長 kmに配線情報ボックス適用率を乗じたも

のを配線情報ボックス延長 kmとする。 

２ 投資額の算定 
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  情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を

当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 

 ⑵ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容

装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

 ⑶ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収

容する第一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタ

ル通信局内回線終端装置数とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種

総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装

置数、局設置簡易遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置遠隔収容

装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル通信局内

回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投

資額を算定し、全ての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総

合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総

合デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

アナログ局内回

線収容部 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置

のアナログ局内回線収容部数とする。 

 ⑵ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容

装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

  情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を

当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 

 

 

 

 ⑵ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容する第一種

総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種

総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装

置数、遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジ

タル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回

線終端装置投資額を算定し、すべての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資

額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠

隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

 

 

      ＋遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

アナログ局内回

線収容部 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置

のアナログ局内回線収容部数とする。 
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 ⑶ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収

容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナロ

グ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置

簡易遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置遠隔収容装置のアナログ局内回線

収容部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局

ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ局内回線収容部

投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容

装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ局内回線収容部投資額 

          ＝き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋加入者交換機アナログ局内回線収容部数 

            ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価 

アナログ・デジ

タル回線共通部 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数

を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 ⑵ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容

装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線

共通部数とする。 

 ⑶ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収

容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数

とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナロ

グ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、

局設置簡易遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置遠隔収容装置のアナ

ログ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用

 ⑵ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するアナロ

グ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナロ

グ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、遠隔収

容装置のアナログ局内回線収容部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用

い、次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、すべての局の局

ごとアナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定す

る。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道

府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ局内回線収容部投資額 

          ＝き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

 

 

           ＋遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋加入者交換機アナログ局内回線収容部数 

            ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価 

アナログ・デジ

タル回線共通部 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数

を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 

 

 

 ⑵ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するアナロ

グ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナロ

グ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、

遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタ

ル回線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額
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い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、全ての局

の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部

投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部につ

いては局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 

       ＝き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価 

加入者交換回線

収容装置 

１ 設備量の算定 

  加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合

計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額

を求め、全ての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容

装置投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換回線収容装置投資額 

           ＝加入者交換機中継インタフェース数 

             ×加入者交換機中継インタフェース単価 

            ＋加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換回線収

容装置 

１ 設備量の算定 

  中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の

中継交換機向けパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数（他

中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの）及び中継交換機接続呼中継パ

ス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を

求め、全ての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投

資額を算定する。 

  局ごと中継交換回線収容装置投資額 

            ＝中継交換機中継インタフェース数 

を算定し、すべての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・

デジタル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジ

タル回線共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。 

 

  局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 

       ＝き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

 

 

        ＋遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価 

加入者交換回線

収容装置 

１ 設備量の算定 

  加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合

計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額

を求め、すべての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収

容装置投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換回線収容装置投資額 

           ＝加入者交換機中継インタフェース数 

             ×加入者交換機中継インタフェース単価 

            ＋加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換回線収

容装置 

１ 設備量の算定 

  中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の

中継交換機向けパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数（他

中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの）及び中継交換機接続呼中継パ

ス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を

求め、すべての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置

投資額を算定する。 

  局ごと中継交換回線収容装置投資額 

            ＝中継交換機中継インタフェース数 
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              ×中継交換機中継インタフェース単価 

             ＋中継交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換機 １ 設備量の算定 

  中継交換機設置局ごとに、⑴から⑷までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最

大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 

 ⑴ 県間最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を２で除し

たものをいう。）、県内最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局

外呼量の合計を４で除したものをいう。）、中継交換機渡り県間最繁時呼量（同一中継

区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継

交換機渡り回線透過率を乗じて２で除したものをいう。）及び中継交換機渡り県内自局

外呼量（同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を４で除

したものをいう。）の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大

処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑵ 県間最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を２で除

したもの。）、県内最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外

呼数の合計を４で除したもの。）、中継交換機渡り県間最繁時総呼数（同一中継区域内

の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機

渡り回線透過率を乗じて２で除したもの。）及び中継交換機渡り県内自局外呼数（同一

中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を４で除した

もの。）の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最

繁時総呼数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑶ 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継 1.5Ｍパス数（当該局に帰属する加入者交

換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中

継交換機対向 1.5Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計

したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向 1.5Ｍパス数（当該局の中

継伝送機能利用事業者相互接続点対向 1.5Ｍパス数に合計したもの）の合計を 52Ｍパス

単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、

中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものする。） 

 ⑷ 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継 1.5Ｍパス数（当該局に帰属する加入者交

換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中

継交換機対向 1.5Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計

したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向 1.5Ｍパス数（当該局の中

継伝送機能利用事業者相互接続点対向 1.5Ｍパス数に合計したもの）を合計し 52Ｍパス

単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継

              ×中継交換機中継インタフェース単価 

             ＋中継交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換機 １ 設備量の算定 

  中継交換機設置局ごとに、⑴から⑷までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最

大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 

 ⑴ 県間最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を２で除し

たものをいう。）、県内最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局

外呼量の合計を４で除したものをいう。）、中継交換機渡り県間最繁時呼量（同一中継

区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継

交換機渡り回線透過率を乗じて２で除したものをいう。）及び中継交換機渡り県内自局

外呼量（同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を４で除

したものをいう。）の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大

処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑵ 県間最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を２で除

したもの。）、県内最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外

呼数の合計を４で除したもの。）、中継交換機渡り県間最繁時総呼数（同一中継区域内

の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機

渡り回線透過率を乗じて２で除したもの。）及び中継交換機渡り県内自局外呼数（同一

中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を４で除した

もの。）の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最

繁時総呼数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑶ 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継 1.5Ｍパス数（当該局に帰属する加入者交

換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中

継交換機対向 1.5Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計

したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向 1.5Ｍパス数（当該局の中

継伝送機能利用事業者相互接続点対向 1.5Ｍパス数に合計したもの）の合計を 52Ｍパス

単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、

中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものする。） 

 ⑷ 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継 1.5Ｍパス数（当該局に帰属する加入者交

換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中

継交換機対向 1.5Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計

したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向 1.5Ｍパス数（当該局の中

継伝送機能利用事業者相互接続点対向 1.5Ｍパス数に合計したもの）を合計し 52Ｍパス

単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継
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インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。） 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換

機投資額を求め、全ての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換

機投資額を算定する。 

  局ごと中継交換機投資額 

     ＝中継交換機ユニット数×中継交換機ユニット当たり単価 

      ＋中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価 

      ＋中継交換機 52Ｍパス数×中継交換機 52Ｍパス単価 

      ＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

      ＋最繁時呼量×最繁時呼量単価 

信号用中継交換

機 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に１呼

当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除し

たものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに 3,600で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局

の信号リンク数とする。 

 ⑵ 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の

和に１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号

数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに 3,600で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当

該局の信号リンク数とする。 

 ⑶ サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に１呼当た

り信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したも

のを、3,600で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該

局の信号リンク数とする。 

 ⑷ 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち

最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 

  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数（⑴、⑵及び⑶で算定した信号リンク数の合計

に信号区域間リンク数（中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に１呼当たり信号

数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分

散数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に、信号区域間

リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合

には、信号区域間リンク数実績を用いる。）を加えたもの。以下同じ。）を、信号用

インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。） 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換

機投資額を求め、すべての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交

換機投資額を算定する。 

  局ごと中継交換機投資額 

     ＝中継交換機ユニット数×中継交換機ユニット当たり単価 

      ＋中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価 

      ＋中継交換機 52Ｍパス数×中継交換機 52Ｍパス単価 

      ＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

      ＋最繁時呼量×最繁時呼量単価 

信号用中継交換

機 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に１呼

当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除し

たものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに 3,600で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局

の信号リンク数とする。 

 ⑵ 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の

和に１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号

数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに 3,600で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当

該局の信号リンク数とする。 

 ⑶ サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に１呼当た

り信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したも

のを、3,600で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該

局の信号リンク数とする。 

 ⑷ 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち

最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 

  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数（⑴、⑵及び⑶で算定した信号リンク数の合計

に信号区域間リンク数（中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に１呼当たり信号

数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分

散数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に、信号区域間

リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合

には、信号区域間リンク数実績を用いる。）を加えたもの。以下同じ。）を、信号用
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中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じ

たもので除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ ⑴、⑵及び⑶で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除

したものを、3,600で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑸ 信号用渡りリンク数（⑷で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機

対当たり渡りリンク数を乗じたもの。）及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計

を信号用中継交換機リンク数とする。 

 ⑹ ⑴、⑵及び⑶で算定した信号リンク数の合計に２を乗じたもの及び信号用渡りリンク

数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、

信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第４の１における通信設備使

用料の算定に用いる。 

２ 投資額の算定 

  信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク

数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、全ての信号区域の信号区域ごと

信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 

  信号区域ごと信号用中継交換機投資額 

     ＝信号用中継交換機ユニット数 

       ×信号用中継交換機ユニット当たり単価 

      ＋信号用中継交換機リンク数 

       ×信号用中継交換機リンク当たり単価 

空調設備 １ 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに次の⑴から⑷までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台

数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を

選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 

 ⑴ 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消

防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に

電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当た

りの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えた

もの 

 ⑵ 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び

中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗

じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。）に１を加えたもの 

 ⑶ 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流

値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台

中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じ

たもので除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ ⑴、⑵及び⑶で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除

したものを、3,600で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 ⑸ 信号用渡りリンク数（⑷で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機

対当たり渡りリンク数を乗じたもの。）及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計

を信号用中継交換機リンク数とする。 

 ⑹ ⑴、⑵及び⑶で算定した信号リンク数の合計に２を乗じたもの及び信号用渡りリンク

数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、

信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第４の１における通信設備使

用料の算定に用いる。 

２ 投資額の算定 

  信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク

数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、すべての信号区域の信号区域ご

と信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 

  信号区域ごと信号用中継交換機投資額 

     ＝信号用中継交換機ユニット数 

       ×信号用中継交換機ユニット当たり単価 

      ＋信号用中継交換機リンク数 

       ×信号用中継交換機リンク当たり単価 

空調設備 １ 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに次の⑴から⑷までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台

数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を

選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 

 ⑴ 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消

防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に

電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当た

りの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えた

もの 

 ⑵ 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び

中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗

じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。）に１を加えたもの 

 ⑶ 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流

値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台
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当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加

えたもの 

 ⑷ 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の

合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

２ 局設置遠隔収容装置設置局（ＲＴ―ＢＯＸの場合を除く。）の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発

熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数と

する。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設

備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を

合算し、空調設備投資額を算定する。 

  種別ごと空調設備投資額 

     ＝当該種別空調設備設置台数 

       ×当該種別空調設備１台当たり単価 

電力設備（整流

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計

を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設

置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備（中継交換機、信号用

中継交換機、伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、無線伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、衛星通信設備（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、中間中継伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に

係るもの）及びクロック供給装置（中継交換機、加入者交換機～中継交換機間伝送及び

中継交換機間伝送に係るもの））の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備（整流

装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの）の所要電流値の合計を算定

し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局のそれぞれの整流装置系統数と

する。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計

を、⑴で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器１ユニット当たり最大電流値

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、

当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加

えたもの 

 ⑷ 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の

合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

２ 遠隔収容装置設置局（ＲＴ―ＢＯＸの場合を除く。）の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発

熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数と

する。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設

備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、すべての局の空調設備投資額

を合算し、空調設備投資額を算定する。 

  種別ごと空調設備投資額 

     ＝当該種別空調設備設置台数 

       ×当該種別空調設備１台当たり単価 

電力設備（整流

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計

を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設

置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備（中継交換機、信号用

中継交換機、伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、無線伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、衛星通信設備（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、中間中継伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に

係るもの）及びクロック供給装置（中継交換機、加入者交換機～中継交換機間伝送及び

中継交換機間伝送に係るもの））の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備（整流

装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの）の所要電流値の合計を算定

し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局のそれぞれの整流装置系統数と

する。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計

を、⑴で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器１ユニット当たり最大電流値

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、
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当該局の整流器１系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置

される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、

中継交換機関連設備用それぞれの整流器１系統当たりユニット数を上記の方法により

算定する。 

 ⑶ ⑵で算定した整流装置１系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器

数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）を、当該局の整流装置１系統当たり増設架数とする。こ

の場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設

置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置１系統当

たり増設架数を上記の方法により算定する。 

 ⑷ ⑴で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、⑵で算定した整流装

置１系統当たりユニット数に⑴で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整

流装置ユニット数とし、⑶で算定した整流装置１系統当たり増設架数に⑴で算定した整

流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、

中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交

換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニ

ット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、

整流装置投資額を算定する。 

  局ごと整流装置投資額 

     ＝整流装置基本部数×整流装置基本部単価 

       ＋整流装置増設架数×整流装置増設架単価 

       ＋整流器ユニット数×整流器ユニット単価 

電力設備（直流

変換電源装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線１回線当たりの消

費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回

線所要電流とする。 

 ⑵ ⑴で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置１架最大電流で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の直流変換電源装置架

数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電

源装置投資額を求め、全ての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源

当該局の整流器１系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置

される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、

中継交換機関連設備用それぞれの整流器１系統当たりユニット数を上記の方法により

算定する。 

 ⑶ ⑵で算定した整流装置１系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器

数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）を、当該局の整流装置１系統当たり増設架数とする。こ

の場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設

置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置１系統当

たり増設架数を上記の方法により算定する。 

 ⑷ ⑴で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、⑵で算定した整流装

置１系統当たりユニット数に⑴で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整

流装置ユニット数とし、⑶で算定した整流装置１系統当たり増設架数に⑴で算定した整

流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、

中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交

換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニ

ット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、すべての局の局ごと整流装置投資額を合算

し、整流装置投資額を算定する。 

  局ごと整流装置投資額 

     ＝整流装置基本部数×整流装置基本部単価 

      ＋整流装置増設架数×整流装置増設架単価 

      ＋整流器ユニット数×整流器ユニット単価 

電力設備（直流

変換電源装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線１回線当たりの消

費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回

線所要電流とする。 

 ⑵ ⑴で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置１架最大電流で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の直流変換電源装置架

数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電

源装置投資額を求め、すべての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電
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装置投資額を算定する。 

  局ごと直流変換電源装置投資額 

     ＝直流変換電源装置架数 

      ×直流変換電源装置架当たり単価 

電力設備（交流

無停電電源装

置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流 100Ｖを要する設備（加入者交換機、

中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置）の交流 100Ｖ所要電流の

合計に交流無停電電源装置出力電圧 0.1ｋＶを乗じたものを、当該局の交流 100Ｖ所要

容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流 200Ｖを要する設備（監視装置（総合

監視））の交流 200Ｖ所要電流の合計に３の平方根及び交流無停電電源装置出力電圧 0.2

ｋＶを乗じたものを、当該局の交流 200Ｖ所要容量とする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容

量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を交流無停電電源装

置（100Ｖ）台数及び交流無停電電源装置（200Ｖ）台数とする。この場合において、投

資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無

停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、全ての

局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 

  種別ごと交流無停電電源装置投資額 

     ＝当該種別交流無停電電源装置台数 

      ×当該種別交流無停電電源装置単価 

電力設備（蓄電

池） 

１ 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装

置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この

場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装

置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 

 ⑵ 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要電流値の合計に、

交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流

無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置

（200Ｖ）の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出

係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池容量とする。 

 

 

源装置投資額を算定する。 

  局ごと直流変換電源装置投資額 

     ＝直流変換電源装置架数 

      ×直流変換電源装置架当たり単価 

電力設備（交流

無停電電源装

置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流 100Ｖを要する設備（加入者交換機、

中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置）の交流 100Ｖ所要電流の

合計に交流無停電電源装置出力電圧 0.1ｋＶを乗じたものを、当該局の交流 100Ｖ所要

容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流 200Ｖを要する設備（監視装置（総合

監視））の交流 200Ｖ所要電流の合計に３の平方根及び交流無停電電源装置出力電圧 0.2

ｋＶを乗じたものを、当該局の交流 200Ｖ所要容量とする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容

量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を交流無停電電源装

置（100Ｖ）台数及び交流無停電電源装置（200Ｖ）台数とする。この場合において、投

資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無

停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、すべて

の局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 

  種別ごと交流無停電電源装置投資額 

     ＝当該種別交流無停電電源装置台数 

      ×当該種別交流無停電電源装置単価 

電力設備（蓄電

池） 

１ 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装

置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この

場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装

置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 

 ⑵ 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要電流値の合計に、

交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流

無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置

（200Ｖ）の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出

係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池容量とする。 
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 ⑶ ⑴及び⑵で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場

合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、局設置遠隔収容装

置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄

電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池

の種別を選択する。 

３ 局設置簡易遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容

装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものに、局設置簡易遠隔収容装置の所要電流値

に局設置簡易遠隔収容装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを加えた値を当該局の整

流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）を当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投

資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

４ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池

投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、

蓄電池投資額を算定する。 

  種別ごと蓄電池投資額 

     ＝当該種別蓄電池組数×当該種別蓄電池取得単価 

電力設備（受電

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置

電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要容量

及び交流無停電電源装置（200Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率

で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 ⑶ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当

該局の空調設備容量とする。 

 ⑷ 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受

電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 

 ⑸ ⑴、⑵、⑶及び⑷で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を受電装置数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場

合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

２ 遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、遠隔収容装置設置

局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容

量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当

該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種

別を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池

投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、すべての局の蓄電池投資額を合算

し、蓄電池投資額を算定する。 

  種別ごと蓄電池投資額 

     ＝当該種別蓄電池組数×当該種別蓄電池取得単価 

電力設備（受電

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置

電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要容量

及び交流無停電電源装置（200Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率

で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 ⑶ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当

該局の空調設備容量とする。 

 ⑷ 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受

電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 

 ⑸ ⑴、⑵、⑶及び⑷で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を受電装置数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格
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容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資

額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、

受電装置投資額を算定する。 

  局ごと受電装置投資額 

     ＝受電装置所要容量 

      ×受電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（発電

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器１

ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、

当該局の整流装置発電容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要容量

及び交流無停電電源装置（200Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率

で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 ⑶ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当

該局の空調設備容量とする。 

 ⑷ 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備

発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 

 ⑸ ⑴、⑵、⑶及び⑷で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を発電装置数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格

容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装

置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投

資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 

  局ごと発電装置投資額 

     ＝発電装置所要容量 

      ×発電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（小規

模局用電源装

置） 

１ 設備量の算定 

  局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置さ

れる設備（局設置簡易遠隔収容装置を除く。）の所要電流値の合計を、小規模局用電源装

置１台当たりの最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。 

容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資

額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、すべての局の受電装置投資額を合算

し、受電装置投資額を算定する。 

  局ごと受電装置投資額 

     ＝受電装置所要容量 

      ×受電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（発電

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器１

ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、

当該局の整流装置発電容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要容量

及び交流無停電電源装置（200Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率

で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 ⑶ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当

該局の空調設備容量とする。 

 ⑷ 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備

発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 

 ⑸ ⑴、⑵、⑶及び⑷で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を発電装置数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格

容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装

置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、すべての局の局ごと発電装置

投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 

  局ごと発電装置投資額 

     ＝発電装置所要容量 

      ×発電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（小規

模局用電源装

置） 

１ 設備量の算定 

  遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局

用電源装置１台当たりの最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。 
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２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用

電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局

用電源装置投資額を算定する。 

  局ごと小規模局用電源装置投資額 

     ＝小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単価 

電力設備（可搬

型発動発電機） 

１ 設備量の算定 

  全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局を所要電流値ご

とに分類した局数を全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置

局数でそれぞれ除した値を可搬型発動発電機の所要電流別配置比率として、その比率に応

じて総設置数を割り当てることにより、所要電流別可搬型発動発電機設置台数を算出す

る。 

２ 投資額の算定 

 ⑴ 所要電流別可搬型発動発電機設置台数に、可搬型発動発電機規定容量を乗じ、所要電

流別可搬型発動発電機容量を算出する。 

 ⑵ ⑴で求めた値に、所要電流に応じた可搬型発動発電機単価を乗じた値を算出し、これ

らを合算した値を投資額とする。 

機械室建物 １ ＲＴ―ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備

面積とする。 

  ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置１台当たり収容回線数を局

設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、

局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの 

  イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機１台当たり収容回線数を加入者交換機収

容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者

交換機台数を乗じたもの 

  ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機１台当たり収容回線数を中継交換機収容架単

位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じた

もの 

  エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを

算定し、全種別の面積を合計したもの 

  オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたも

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用

電源装置投資額を求め、すべての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模

局用電源装置投資額を算定する。 

  局ごと小規模局用電源装置投資額 

     ＝小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械室建物 １ ＲＴ―ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面

積とする。 

  ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置１台当たり収容回線数を局

設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、

局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの 

  イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機１台当たり収容回線数を加入者交換機収

容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者

交換機台数を乗じたもの 

  ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機１台当たり収容回線数を中継交換機収容架単

位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じた

もの 

  エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを

算定し、全種別の面積を合計したもの 

  オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたも

64



 

 

のに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの 

  カ 衛星通信設備のＴＤＭＡ装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの

架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの 

  キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり

面積を乗じたもの 

  コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機１台当たり収容リンク数を信号

用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを

加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの 

  サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に 10,000端子当たり必要主配線

盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの 

  シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数（当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設

置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。）にき線点遠隔収容装置当たり心線数

を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に加入者系半固定パス伝送

装置単位面積を乗じたもの 

  ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に光ケーブル成端架

単位面積を乗じたもの 

  セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計 

  チ 次の(ア）から(エ)までの中で最大のもの（更改のための面積を確保） 

   (ア) 局設置遠隔収容装置１台当たり所要面積 

   (イ) 加入者交換機１台当たり所要面積 

   (ウ) 中継交換機１台当たり所要面積 

   (エ) 信号用中継交換機１台当たり所要面積 

  ツ 伝送装置の種類別の１アイランド当たり所要面積の中で最大のもの 

 ⑵ 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積と

する。 

  ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流

装置増設架面積を乗じたものの合計 

のに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの 

  カ 衛星通信設備のＴＤＭＡ装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの

架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの 

  キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり

面積を乗じたもの 

  コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機１台当たり収容リンク数を信号

用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを

加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの 

  サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に 10,000端子当たり必要主配線

盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの 

  シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数（当該局に帰属する遠隔収容装置設置局に

帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。）にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じ

たものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に加入者系半固定パス伝送装置単

位面積を乗じたもの 

  ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に光ケーブル成端架

単位面積を乗じたもの 

  セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計 

  チ 次の(ア）から(エ)までの中で最大のもの（更改のための面積を確保） 

   (ア) 局設置遠隔収容装置１台当たり所要面積 

   (イ) 加入者交換機１台当たり所要面積 

   (ウ) 中継交換機１台当たり所要面積 

   (エ) 信号用中継交換機１台当たり所要面積 

  ツ 伝送装置の種類別の１アイランド当たり所要面積の中で最大のもの 

 ⑵ 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積と

する。 

  ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流

装置増設架面積を乗じたものの合計 
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  イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの 

  ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所

要面積を乗じたものの合計 

  エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計 

  オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 

  カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 

  キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 

  ク 整流装置１台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置１台分の面積、１系

統に蓄電池が１組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄

電池１組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたもの

の合計又は小規模局用電源装置１台分の面積の合計（更改のための面積を確保） 

 ⑶ 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該

局の空調設備面積とする。 

 ⑷ 局ごとに、⑴サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 

 ⑸ 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積

の合計に、１から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除

したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 

 ⑹ ⑴から⑸までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケー

ブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 

２ ＲＴ―ＢＯＸの機械室建物の設備量の算定 

  ＲＴ―ＢＯＸ数を１とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積又はＲＴ―ＢＯＸ単価

を用い局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機

械室建物投資額を算定する。 

   局ごと機械室建物投資額 

     ＝機械室建物面積×機械室建物建設単価 

     又は 

   局ごと機械室建物投資額＝ＲＴ―ＢＯＸ単価 

機械室土地 １ 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 

  局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積

とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積

率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量

の算定 

  イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの 

  ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所

要面積を乗じたものの合計 

  エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計 

  オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 

  カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 

  キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 

  ク 整流装置１台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置１台分の面積、１系

統に蓄電池が１組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄

電池１組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたもの

の合計又は小規模局用電源装置１台分の面積の合計（更改のための面積を確保） 

 ⑶ 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該

局の空調設備面積とする。 

 ⑷ 局ごとに、⑴サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 

 ⑸ 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積

の合計に、１から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数

で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 

 ⑹ ⑴から⑸までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケー

ブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 

２ ＲＴ―ＢＯＸの機械室建物の設備量の算定 

  ＲＴ―ＢＯＸ数を１とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積又はＲＴ―ＢＯＸ単価

を用い局ごと機械室建物投資額を求め、すべての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、

機械室建物投資額を算定する。 

   局ごと機械室建物投資額 

    ＝機械室建物面積×機械室建物建設単価 

    又は 

   局ごと機械室建物投資額＝ＲＴ―ＢＯＸ単価 

機械室土地 １ 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 

  局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積

とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積

率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

２ 遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定 
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  局ごとに、次の手順で算定を行う。 

 ⑴ 当該局がＲＴ―ＢＯＸ、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次

の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかに

ついては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト（減価償却費、自己資本

費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税）及び保守コスト（施

設保全費、道路占用料、撤去費用）の合計を比較し決定する。 

  ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該

局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室

建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

  イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペ

ース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。 

 ⑵ 当該局がＲＴ―ＢＯＸの場合、ＲＴ―ＢＯＸ土地面積を、当該局の機械室土地面積と

する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土

地投資額を求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定

する。 

  局ごと機械室土地投資額 

     ＝機械室土地面積×（固定資産評価額÷土地単価時価補正係数）×土地単価時点

補正係数 

監視設備（総合

監視） 

 監視設備（総合監視）投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×監視設備（総合監視）対投資額比率 

（ネットワーク設備とは、別表第１の１に規定する設備区分に係る設備並びに別表第１の２

に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区

分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。） 

監視設備（加入

者交換機） 

 監視設備（加入者交換機）投資額 

     ＝（加入者交換機投資額＋消防警察トランク投資額＋警察消防用回線集約装置投

資額）×監視設備（加入者交換機）対投資額比率 

監視設備（中継

交換機） 

 監視設備（中継交換機）投資額 

     ＝中継交換機投資額×監視設備（中継交換機）対投資額比率 

監視設備（伝送

無線機械） 

 監視設備（伝送無線機械）投資額 

     ＝（伝送装置投資額＋中間中継伝送装置投資額＋無線伝送装置投資額＋無線アン

テナ投資額＋無線鉄塔投資額＋衛星通信設備投資額）×監視設備（伝送無線機

械）対投資額比率 

監視設備（市外  監視設備（市外線路）投資額 

  局ごとに、次の手順で算定を行う。 

 ⑴ 当該局がＲＴ―ＢＯＸ、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次

の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかに

ついては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト（減価償却費、自己資本

費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税）及び保守コスト（施

設保全費、道路占用料、撤去費用）の合計を比較し決定する。 

  ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該

局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室

建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

  イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペ

ース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。 

 ⑵ 当該局がＲＴ―ＢＯＸの場合、ＲＴ―ＢＯＸ土地面積を、当該局の機械室土地面積と

する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土

地投資額を求め、すべての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算

定する。 

  局ごと機械室建物投資額 

     ＝機械室土地面積×（固定資産評価額÷土地単価時価補正係数）×土地単価時点

補正係数 

監視設備（総合

監視） 

 監視設備（総合監視）投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×監視設備（総合監視）対投資額比率 

（ネットワーク設備とは、別表第１の１に規定する設備区分に係る設備並びに別表第１の２

に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区

分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。） 

監視設備（加入

者交換機） 

 監視設備（加入者交換機）投資額 

     ＝（加入者交換機投資額＋消防警察トランク投資額＋警察消防用回線集約装置投

資額）×監視設備（加入者交換機）対投資額比率 

監視設備（中継

交換機） 

 監視設備（中継交換機）投資額 

     ＝中継交換機投資額×監視設備（中継交換機）対投資額比率 

監視設備（伝送

無線機械） 

 監視設備（伝送無線機械）投資額 

     ＝（伝送装置投資額＋中間中継伝送装置投資額＋無線伝送装置投資額＋無線アン

テナ投資額＋無線鉄塔投資額＋衛星通信設備投資額）×監視設備（伝送無線機

械）対投資額比率 

監視設備（市外  監視設備（市外線路）投資額 
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線路）      ＝市外線路投資額（中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置

及び中継系電柱の投資額の合計）×監視設備（市外線路）対投資額比率 

監視設備（市内

線路） 

 監視設備（市内線路）投資額 

     ＝市内線路投資額（加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額

の合計）×監視設備（市内線路）対投資額比率 

共通用建物  共通用建物投資額 

     ＝機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率 

共通用土地  共通用土地投資額 

     ＝機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率 

構築物  構築物投資額 

     ＝（機械室建物投資額＋共通用建物投資額）×構築物対投資額比率 

機械及び装置  機械及び装置投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率 

車両  車両投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率 

工具、器具及び

備品 

 工具、器具及び備品投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額比率 

無形固定資産

（交換機ソフト

ウェア） 

 無形固定資産（交換機ソフトウェア）投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産（交換機ソフトウェア）対投資額

比率 

無形固定資産

（その他の無形

固定資産） 

 無形固定資産（その他の無形固定資産）投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産（その他の無形固定資産）対投資

額比率 

 

 

 

線路）      ＝市外線路投資額（中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置

及び中継系電柱の投資額の合計）×監視設備（市外線路）対投資額比率 

監視設備（市内

線路） 

 監視設備（市内線路）投資額 

     ＝市内線路投資額（加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額

の合計）×監視設備（市内線路）対投資額比率 

共通用建物  共通用建物投資額 

     ＝機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率 

共通用土地  共通用土地投資額 

     ＝機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率 

構築物  構築物投資額 

     ＝（機械室建物投資額＋共通用建物投資額）×構築物対投資額比率 

機械及び装置  機械及び装置投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率 

車両  車両投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率 

工具、器具及び

備品 

 工具、器具及び備品投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額比率 

無形固定資産

（交換機ソフト

ウェア） 

 無形固定資産（交換機ソフトウェア）投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産（交換機ソフトウェア）対投資額

比率 

無形固定資産

（その他の無形

固定資産） 

 無形固定資産（その他の無形固定資産）投資額 

     ＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産（その他の無形固定資産）対投資

額比率 
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別表第２の２（第６条関係） 正味固定資産価額算定に用いる数値  

項目 数値 単位 

メタルケーブル（小）規格対数⑴ ５ 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑵ 10 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑶ 20 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑷ 30 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑸ 50 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑹ 100 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑺ 200 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑻ 400 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑼ 600 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑽ 800 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑾ 1,000 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑿ 1,200 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒀ 1,400 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒁ 1,600 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒂ 1,800 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒃ 2,000 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒄ 2,400 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒅ 3,000 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑴ ５ 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑵ 10 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑶ 20 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑷ 30 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑸ 50 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑹ 100 対 

 
 
別表第２の２（第６条関係） 正味固定資産価額算定に用いる数値  

項目 数値 単位 

メタルケーブル（小）規格対数⑴ ５ 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑵ 10 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑶ 20 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑷ 30 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑸ 50 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑹ 100 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑺ 200 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑻ 400 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑼ 600 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑽ 800 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑾ 1,000 対 

メタルケーブル（小）規格対数⑿ 1,200 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒀ 1,400 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒁ 1,600 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒂ 1,800 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒃ 2,000 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒄ 2,400 対 

メタルケーブル（小）規格対数⒅ 3,000 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑴ ５ 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑵ 10 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑶ 20 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑷ 30 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑸ 50 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑹ 100 対 

（傍線部分は改正部分） 
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メタルケーブル（中）規格対数⑺ 200 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑻ 400 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑼ 600 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑽ 800 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑾ 1,000 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑿ 1,200 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑴ ５ 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑵ 10 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑶ 20 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑷ 30 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑸ 50 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑹ 100 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑺ 200 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑻ 400 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑼ 600 対 

メタルケーブル（小）最大規格対数 3,000 対 

メタルケーブル（中）最大規格対数 1,200 対 

メタルケーブル（大）最大規格対数 600 対 

加入系光ケーブル規格心数⑴ ８ 心 

加入系光ケーブル規格心数⑵ 16 心 

加入系光ケーブル規格心数⑶ 24 心 

加入系光ケーブル規格心数⑷ 32 心 

加入系光ケーブル規格心数⑸ 40 心 

加入系光ケーブル規格心数⑹ 60 心 

加入系光ケーブル規格心数⑺ 80 心 

加入系光ケーブル規格心数⑻ 100 心 

加入系光ケーブル規格心数⑼ 120 心 

加入系光ケーブル規格心数⑽ 160 心 

加入系光ケーブル規格心数⑾ 200 心 

加入系光ケーブル規格心数⑿ 300 心 

加入系光ケーブル規格心数⒀ 400 心 

加入系光ケーブル規格心数⒁ 500 心 

加入系光ケーブル規格心数⒂ 600 心 

加入系光ケーブル規格心数⒃ 800 心 

メタルケーブル（中）規格対数⑺ 200 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑻ 400 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑼ 600 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑽ 800 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑾ 1,000 対 

メタルケーブル（中）規格対数⑿ 1,200 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑴ ５ 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑵ 10 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑶ 20 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑷ 30 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑸ 50 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑹ 100 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑺ 200 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑻ 400 対 

メタルケーブル（大）規格対数⑼ 600 対 

メタルケーブル（小）最大規格対数 3,000 対 

メタルケーブル（中）最大規格対数 1,200 対 

メタルケーブル（大）最大規格対数 600 対 

加入系光ケーブル規格心数⑴ ８ 心 

加入系光ケーブル規格心数⑵ 16 心 

加入系光ケーブル規格心数⑶ 24 心 

加入系光ケーブル規格心数⑷ 32 心 

加入系光ケーブル規格心数⑸ 40 心 

加入系光ケーブル規格心数⑹ 60 心 

加入系光ケーブル規格心数⑺ 80 心 

加入系光ケーブル規格心数⑻ 100 心 

加入系光ケーブル規格心数⑼ 120 心 

加入系光ケーブル規格心数⑽ 160 心 

加入系光ケーブル規格心数⑾ 200 心 

加入系光ケーブル規格心数⑿ 300 心 

加入系光ケーブル規格心数⒀ 400 心 

加入系光ケーブル規格心数⒁ 500 心 

加入系光ケーブル規格心数⒂ 600 心 

加入系光ケーブル規格心数⒃ 800 心 
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加入系光ケーブル規格心数⒄ 1,000 心 

加入系電柱間隔 0.035 km 

配線回線予備率 0.026 ― 

加入系光予備心数 ４ 心 

区画戸建最大回線数 31.25 ― 

メタルケーブル（小）最大伝送距離 ２ km 

メタルケーブル（中）最大伝送距離 ４ km 

メタルケーブル（大）最大伝送距離 ７ km 

メタルケーブル（小）最大規格対数（架空） 400 対 

メタルケーブル（中）最大規格対数（架空） 400 対 

メタルケーブル（大）最大規格対数（架空） 200 対 

加入系光ケーブル最大規格心数 1,000 心 

加入系光ケーブル最大規格心数（架空） 200 心 

メタルケーブル（小）径⑴ 11 mm 

メタルケーブル（小）径⑵ 11 mm 

メタルケーブル（小）径⑶ 12 mm 

メタルケーブル（小）径⑷ 14 mm 

メタルケーブル（小）径⑸ 16 mm 

メタルケーブル（小）径⑹ 19 mm 

メタルケーブル（小）径⑺ 23 mm 

メタルケーブル（小）径⑻ 30 mm 

メタルケーブル（小）径⑼ 35 mm 

メタルケーブル（小）径⑽ 39 mm 

メタルケーブル（小）径⑾ 43 mm 

メタルケーブル（小）径⑿ 47 mm 

メタルケーブル（小）径⒀ 50 mm 

メタルケーブル（小）径⒁ 53 mm 

メタルケーブル（小）径⒂ 56 mm 

メタルケーブル（小）径⒃ 59 mm 

メタルケーブル（小）径⒄ 63 mm 

メタルケーブル（小）径⒅ 70 mm 

メタルケーブル（中）径⑴ 13 mm 

メタルケーブル（中）径⑵ 14 mm 

メタルケーブル（中）径⑶ 16 mm 

加入系光ケーブル規格心数⒄ 1,000 心 

加入系電柱間隔 0.035 km 

配線回線予備率 0.026 ― 

加入系光予備心数 ４ 心 

区画戸建最大回線数 31.25 ― 

メタルケーブル（小）最大伝送距離 ２ km 

メタルケーブル（中）最大伝送距離 ４ km 

メタルケーブル（大）最大伝送距離 ７ km 

メタルケーブル（小）最大規格対数（架空） 400 対 

メタルケーブル（中）最大規格対数（架空） 400 対 

メタルケーブル（大）最大規格対数（架空） 200 対 

加入系光ケーブル最大規格心数 1,000 心 

加入系光ケーブル最大規格心数（架空） 200 心 

メタルケーブル（小）径⑴ 11 mm 

メタルケーブル（小）径⑵ 11 mm 

メタルケーブル（小）径⑶ 12 mm 

メタルケーブル（小）径⑷ 14 mm 

メタルケーブル（小）径⑸ 16 mm 

メタルケーブル（小）径⑹ 19 mm 

メタルケーブル（小）径⑺ 23 mm 

メタルケーブル（小）径⑻ 30 mm 

メタルケーブル（小）径⑼ 35 mm 

メタルケーブル（小）径⑽ 39 mm 

メタルケーブル（小）径⑾ 43 mm 

メタルケーブル（小）径⑿ 47 mm 

メタルケーブル（小）径⒀ 50 mm 

メタルケーブル（小）径⒁ 53 mm 

メタルケーブル（小）径⒂ 56 mm 

メタルケーブル（小）径⒃ 59 mm 

メタルケーブル（小）径⒄ 63 mm 

メタルケーブル（小）径⒅ 70 mm 

メタルケーブル（中）径⑴ 13 mm 

メタルケーブル（中）径⑵ 14 mm 

メタルケーブル（中）径⑶ 16 mm 
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メタルケーブル（中）径⑷ 18 mm 

メタルケーブル（中）径⑸ 21 mm 

メタルケーブル（中）径⑹ 28 mm 

メタルケーブル（中）径⑺ 33 mm 

メタルケーブル（中）径⑻ 44 mm 

メタルケーブル（中）径⑼ 53 mm 

メタルケーブル（中）径⑽ 60 mm 

メタルケーブル（中）径⑾ 67 mm 

メタルケーブル（中）径⑿ 70 mm 

メタルケーブル（大）径⑴ 14 mm 

メタルケーブル（大）径⑵ 18 mm 

メタルケーブル（大）径⑶ 23 mm 

メタルケーブル（大）径⑷ 27 mm 

メタルケーブル（大）径⑸ 34 mm 

メタルケーブル（大）径⑹ 38 mm 

メタルケーブル（大）径⑺ 43 mm 

メタルケーブル（大）径⑻ 59 mm 

メタルケーブル（大）径⑼ 70 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑴ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑵ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑶ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑷ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑸ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑹ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑺ 13 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑻ 13 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑼ 15 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑽ 15 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑾ 17 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑿ 19 mm 

加入系光ファイバケーブル径⒀ 19 mm 

加入系光ファイバケーブル径⒁ 23 mm 

加入系光ファイバケーブル径⒂ 23 mm 

加入系光ファイバケーブル径⒃ 23 mm 

メタルケーブル（中）径⑷ 18 mm 

メタルケーブル（中）径⑸ 21 mm 

メタルケーブル（中）径⑹ 28 mm 

メタルケーブル（中）径⑺ 33 mm 

メタルケーブル（中）径⑻ 44 mm 

メタルケーブル（中）径⑼ 53 mm 

メタルケーブル（中）径⑽ 60 mm 

メタルケーブル（中）径⑾ 67 mm 

メタルケーブル（中）径⑿ 70 mm 

メタルケーブル（大）径⑴ 14 mm 

メタルケーブル（大）径⑵ 18 mm 

メタルケーブル（大）径⑶ 23 mm 

メタルケーブル（大）径⑷ 27 mm 

メタルケーブル（大）径⑸ 34 mm 

メタルケーブル（大）径⑹ 38 mm 

メタルケーブル（大）径⑺ 43 mm 

メタルケーブル（大）径⑻ 59 mm 

メタルケーブル（大）径⑼ 70 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑴ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑵ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑶ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑷ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑸ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑹ 11 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑺ 13 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑻ 13 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑼ 15 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑽ 15 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑾ 17 mm 

加入系光ファイバケーブル径⑿ 19 mm 

加入系光ファイバケーブル径⒀ 19 mm 

加入系光ファイバケーブル径⒁ 23 mm 

加入系光ファイバケーブル径⒂ 23 mm 

加入系光ファイバケーブル径⒃ 23 mm 
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加入系光ファイバケーブル径⒄ 30 mm 

インナーパイプ径（外径）⑴ 27 mm 

インナーパイプ径（外径）⑵ 36 mm 

インナーパイプ径（外径）⑶ 47 mm 

インナーパイプ径（外径）⑷ 56 mm 

インナーパイプ径（内径）⑴ 14 mm 

インナーパイプ径（内径）⑵ 23 mm 

インナーパイプ径（内径）⑶ 32 mm 

インナーパイプ径（内径）⑷ 40 mm 

インナーパイプ径（空き径）⑴ 42 mm 

インナーパイプ径（空き径）⑵ 33 mm 

インナーパイプ径（空き径）⑶ 22 mm 

インナーパイプ径（空き径）⑷ 13 mm 

予備管路あたり最大管路数 15 条 

き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 512 回線 

き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 23 回線 

き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 ３ 回線 

き線点遠隔収容装置当たり必要心数 ４ 心 

き線点遠隔収容装置収容配線最大長 ７ km 

き線点遠隔収容装置設置最小回線数 400 回線 

き線点遠隔収容装置収容率 0.965 ― 

き線回線予備率 0.116 ― 

配線光予備心線数 ２ 心 

引込ビル数算定式二次係数 ―0.0000007 ― 

引込ビル数算定式一次係数 0.0319 ― 

引込ビル数算定式定数 ０ ― 

き線点遠隔収容装置から加入者交換機間中継伝送路年経費 10,000,000 円 

き線管路総延長 141,820 km 

自治体管路総延長 38 km 

電線共同溝総延長 1,433 km 

情報ボックス総延長 7,060 km 

配線自治体管路適用率 0.02275 ― 

配線電線共同溝適用率 0.10725 ― 

配線情報ボックス適用率 ０ ― 

加入系光ファイバケーブル径⒄ 30 mm 

インナーパイプ径（外径）⑴ 27 mm 

インナーパイプ径（外径）⑵ 36 mm 

インナーパイプ径（外径）⑶ 47 mm 

インナーパイプ径（外径）⑷ 56 mm 

インナーパイプ径（内径）⑴ 14 mm 

インナーパイプ径（内径）⑵ 23 mm 

インナーパイプ径（内径）⑶ 32 mm 

インナーパイプ径（内径）⑷ 40 mm 

インナーパイプ径（空き径）⑴ 42 mm 

インナーパイプ径（空き径）⑵ 33 mm 

インナーパイプ径（空き径）⑶ 22 mm 

インナーパイプ径（空き径）⑷ 13 mm 

予備管路あたり最大管路数 15 条 

き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 512 回線 

き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 23 回線 

き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 ３ 回線 

き線点遠隔収容装置当たり必要心数 ４ 心 

き線点遠隔収容装置収容配線最大長 ７ km 

き線点遠隔収容装置設置最小回線数 400 回線 

き線点遠隔収容装置収容率 0.965 ― 

き線回線予備率 0.116 ― 

配線光予備心線数 ２ 心 

引込ビル数算定式二次係数 ―0.0000007 ― 

引込ビル数算定式一次係数 0.0319 ― 

引込ビル数算定式定数 ０ ― 

き線点遠隔収容装置から加入者交換機間中継伝送路年経費 10,000,000 円 

き線管路総延長 145,729 km 

自治体管路総延長 38 km 

電線共同溝総延長 1,384 km 

情報ボックス総延長 7,001 km 

配線自治体管路適用率 0.02275 ― 

配線電線共同溝適用率 0.10725 ― 

配線情報ボックス適用率 ０ ― 
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第二種総合デジタル通信サービス換算係数 10 ― 

時間帯パラメータ（アナログ電話） １ ― 

時間帯パラメータ（総合デジタル通信サービス） １ ― 

時間帯パラメータ（ＰＨＳ） １ ― 

呼完了率（アナログ電話） 0.7 ― 

呼完了率（総合デジタル通信網サービス） 0.7 ― 

呼完了率（ＰＨＳ） 0.7 ― 

加入者交換機最大収容回線数 96,500 回線 

加入者交換機最大処理最繁時呼量 53,600 ＢＨＥ 

加入者交換機最大処理最繁時総呼数 800,000 ＢＨＣＡ 

加入者交換機低速パス 1.5Ｍ 1.5Ｍ ｏｒ ２

Ｍ 

リンク当たり信号数 240 信号数／リンク 

中継区域内中継交換機渡り回線通過率 0.5 ― 

信号区域間リンク分散数 ２ 数 

信号用中継交換機当たり最大リンク数 511 リンク／ＳＴＰ 

信号用中継交換機対当たり渡りリンク数 ８ リンク／ＳＴＰ対 

信号用中継交換機当たり処理信号数 64,386 信号数／ＳＴＰ 

加入者交換機／局設置遠隔収容装置判別値 12,000 回線 

同一単位料金区域当たり電話遠隔収容装置収容最大回線数 12,000 回線 

局設置簡易遠隔収容装置最大収容回線数 512 回線／台 

局設置簡易遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 23 回線／台 

局設置簡易遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 ３ 回線／台 

局設置遠隔収容装置最大収容回線数 2,900 回線／台 

局設置簡易遠隔収容装置使用最大回線数 512 回線 

専用６Ｍパス収容回線数（低速） 96 回線／６Ｍパス 

専用６Ｍパス収容回線数（高速メタル） 48 回線／６Ｍパス 

専用６Ｍパス収容回線数（高速光） ４ 回線／６Ｍパス 

総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数 48 回線／６Ｍパス 

クロック供給装置―１Ｓ架当たり最大クロック分配数 120 クロック数／架 

クロック供給装置―１Ｇ基本架当たり最大クロック分配数 400 クロック数／架 

クロック供給装置―１Ｓ架収容率（遠隔収容装置設置局） 0.8 ― 

クロック供給装置―１Ｇ架収容率（加入者交換機設置局） 0.8 ― 

クロック供給装置―１Ｇ架収容率（中継交換機設置局） 0.8 ― 

第二種総合デジタル通信サービス換算係数 10 ― 

時間帯パラメータ（アナログ電話） １ ― 

時間帯パラメータ（総合デジタル通信サービス） １ ― 

時間帯パラメータ（ＰＨＳ） １ ― 

呼完了率（アナログ電話） 0.7 ― 

呼完了率（総合デジタル通信網サービス） 0.7 ― 

呼完了率（ＰＨＳ） 0.7 ― 

加入者交換機最大収容回線数 96,500 回線 

加入者交換機最大処理最繁時呼量 53,600 ＢＨＥ 

加入者交換機最大処理最繁時総呼数 800,000 ＢＨＣＡ 

加入者交換機低速パス 1.5Ｍ 1.5Ｍ ｏｒ ２

Ｍ 

リンク当たり信号数 240 信号数／リンク 

中継区域内中継交換機渡り回線通過率 0.5 ― 

信号区域間リンク分散数 ２ 数 

信号用中継交換機当たり最大リンク数 511 リンク／ＳＴＰ 

信号用中継交換機対当たり渡りリンク数 ８ リンク／ＳＴＰ対 

信号用中継交換機当たり処理信号数 64,386 信号数／ＳＴＰ 

加入者交換機／局設置遠隔収容装置判別値 12,000 回線 

同一単位料金区域当たり電話遠隔収容装置収容最大回線数 12,000 回線 

電話遠隔収容装置（小）最大収容回線数 

 

 

2,900 回線／台 

電話遠隔収容装置（大）最大収容回線数 2,900 回線／台 

電話遠隔収容装置（小）使用最大回線数 ０ 回線 

専用６Ｍパス収容回線数（低速） 96 回線／６Ｍパス 

専用６Ｍパス収容回線数（高速メタル） 48 回線／６Ｍパス 

専用６Ｍパス収容回線数（高速光） ４ 回線／６Ｍパス 

総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数 48 回線／６Ｍパス 

クロック供給装置―１Ｓ架当たり最大クロック分配数 120 クロック数／架 

クロック供給装置―１Ｇ基本架当たり最大クロック分配数 400 クロック数／架 

クロック供給装置―１Ｓ架収容率（遠隔収容装置設置局） 0.8 ― 

クロック供給装置―１Ｇ架収容率（加入者交換機設置局） 0.8 ― 

クロック供給装置―１Ｇ架収容率（中継交換機設置局） 0.8 ― 
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中間中継伝送装置平均距離（52Ｍ） 30 km 

中間中継伝送装置平均距離（156Ｍ） 30 km 

中間中継伝送装置平均距離（600Ｍ） 30 km 

中間中継伝送装置平均距離（2.4Ｇ） 30 km 

中間中継伝送装置平均距離（10Ｇ） 30 km 

加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数 ６ ＩＦ／台 

加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容シ

ステム数 

16 sys（ＲＳＢＭ―

Ｆ）／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電話最大収

容回線数 

1,792 回線／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数 ２ ＩＦ／台 

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容シス

テム数 
８ 

sys（Ａ／Ｉ／Ｌ）

／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装

置最大収容システム数 
16 

sys／装置 

加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装

置最大搭載数 
４ 

装置／台 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタル通信サ

ービス最大収容回線数 
60 

回線 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり低速専用線最大収容

回線数 
96 

回線 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり高速専用線最大収容

回線数 
48 

回線 

中継交換機最大収容回線数 
104,000 

64ｋチャネル／ユ

ニット 

中継交換機最大処理最繁時呼量 53,600 ＢＨＥ／ユニット 

中継交換機最大処理最繁時総呼数 
800,000 

ＢＨＣＡ／ユニッ

ト 

中継交換機低速パス 
８Ｍ 

1.5Ｍ ｏｒ ８

Ｍ 

中継系電柱距離 0.035 km 

中継系管路当たり最大ケーブル条数 
２ 

ケーブル条数／管

路 

チャネル切上単位（1.5Ｍ） 24 ― 

チャネル切上単位（２Ｍ） 30 ― 

中間中継伝送装置平均距離（52Ｍ） 30 km 

中間中継伝送装置平均距離（156Ｍ） 30 km 

中間中継伝送装置平均距離（600Ｍ） 30 km 

中間中継伝送装置平均距離（2.4Ｇ） 30 km 

中間中継伝送装置平均距離（10Ｇ） 30 km 

加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数 ６ ＩＦ／台 

加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容シ

ステム数 

16 sys（ＲＳＢＭ―

Ｆ）／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電話最大収

容回線数 

1,792 回線／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数 ２ ＩＦ／台 

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容シス

テム数 

８ sys（Ａ／Ｉ／Ｌ）

／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装

置最大収容システム数 

16 sys／装置 

加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装

置最大搭載数 

４ 装置／台 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタル通信サ

ービス最大収容回線数 

60 回線 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり低速専用線最大収容

回線数 

96 回線 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり高速専用線最大収容

回線数 

48 回線 

中継交換機最大収容回線数 104,000 64ｋチャネル／ユ

ニット 

中継交換機最大処理最繁時呼量 53,600 ＢＨＥ／ユニット 

中継交換機最大処理最繁時総呼数 800,000 ＢＨＣＡ／ユニッ

ト 

中継交換機低速パス ８Ｍ 1.5Ｍ ｏｒ ８

Ｍ 

中継系電柱距離 0.035 km 

中継系管路当たり最大ケーブル条数 ２ ケーブル条数／管

路 

チャネル切上単位（1.5Ｍ） 24 ― 

チャネル切上単位（２Ｍ） 30 ― 
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チャネル切上単位（６Ｍ） 96 ― 

チャネル切上単位（８Ｍ） 120 ― 

チャネル切上単位（52Ｍ） 672 ― 

収容５２Ｍパス数（156Ｍ） ３ ― 

収容５２Ｍパス数（600Ｍ） 12 ― 

収容５２Ｍパス数（2.4Ｇ） 48 ― 

収容５２Ｍパス数（10Ｇ） 192 ― 

インタフェース当たりハイウェイ数（1.5Ｍ） ４ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（６Ｍ） ２ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（２Ｍ） ８ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（８Ｍ） ２ ＨＷ／ＩＦ 

ユニット当たり局間インタフェース数（多重変換装置 52Ｍ） 
３ 

システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（多重変換装置 156Ｍ） 
１ 

システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置 156

Ｍ） 
４ 

システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置 600

Ｍ） 
１ 

システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置 2.4

Ｇ） 
１ 

システム／ユニッ

ト 

クロスコネクト装置ユニット当たり 52Ｍパス数 
18 

52Ｍパス／ユニッ

ト 

クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（１架構成） １ ユニット／架 

クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（複数架構成） ２ ユニット／架 

クロスコネクト装置接続架当たり基本架数 ４ 基本架／接続架 

クロスコネクト装置最大接続架数 ２ 架 

クロスコネクト装置ユニット当たり増設リンク数 ６ ＪＩＦ／ユニット 

クロスコネクト装置冗長構成係数 ２ ＪＩＦ／ユニット 

クロスコネクト装置スイッチユニット当たり増設リンクインタフェ

ース数 
16 

ＪＩＦ／ＳＳＷＵ

ｎｉｔ 

架当たり回線数（主配線盤） 150,000 回線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架大） 2,000 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架小１） 128 心線／架 

チャネル切上単位（６Ｍ） 96 ― 

チャネル切上単位（８Ｍ） 120 ― 

チャネル切上単位（52Ｍ） 672 ― 

収容５２Ｍパス数（156Ｍ） ３ ― 

収容５２Ｍパス数（600Ｍ） 12 ― 

収容５２Ｍパス数（2.4Ｇ） 48 ― 

収容５２Ｍパス数（10Ｇ） 192 ― 

インタフェース当たりハイウェイ数（1.5Ｍ） ４ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（６Ｍ） ２ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（２Ｍ） ８ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（８Ｍ） ２ ＨＷ／ＩＦ 

ユニット当たり局間インタフェース数（多重変換装置 52Ｍ） ３ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（多重変換装置 156Ｍ） １ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置 156

Ｍ） 

４ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置 600

Ｍ） 

１ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置 2.4

Ｇ） 

１ システム／ユニッ

ト 

クロスコネクト装置ユニット当たり 52Ｍパス数 18 52Ｍパス／ユニッ

ト 

クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（１架構成） １ ユニット／架 

クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（複数架構成） ２ ユニット／架 

クロスコネクト装置接続架当たり基本架数 ４ 基本架／接続架 

クロスコネクト装置最大接続架数 ２ 架 

クロスコネクト装置ユニット当たり増設リンク数 ６ ＪＩＦ／ユニット 

クロスコネクト装置冗長構成係数 ２ ＪＩＦ／ユニット 

クロスコネクト装置スイッチユニット当たり増設リンクインタフェ

ース数 

16 ＪＩＦ／ＳＳＷＵ

ｎｉｔ 

架当たり回線数（主配線盤） 150,000 回線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架大） 2,000 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架小１） 128 心線／架 
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架当たり心線数（光ケーブル成端架小２） 256 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架中） 389 心線／架 

架当たり台数（電話遠隔収容装置小） １ 台／架 

架当たり台数（電話遠隔収容装置大） 0.5 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置 52Ｍ） 30 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置 156Ｍ） 16 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置 600Ｍ） ８ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置 2.4Ｇ） ４ 台／架 

架当たりユニット数（多重変換装置） ５ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置 156Ｍ） ２ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置 600Ｍ） ３ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ） １ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置 600Ｍ） ４ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ） ２ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置 10Ｇ） ６ ユニット／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置 156Ｍ） 24 52ＭＩＦ／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置 600Ｍ） 36 52ＭＩＦ／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ） 48 52ＭＩＦ／架 

架当たり１５６Ｍインタフェース数（分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ） ４ 156ＭＩＦ／架 

架当たり１５６Ｍインタフェース数（分岐挿入伝送装置 10Ｇ） 384 156ＭＩＦ／架 

局間インタフェース当たり心線数（多重変換装置 52Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（多重変換装置 156Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置 156Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置 600Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

ユニット当たり心線数（電話遠隔収容装置小） ４ 心線／ユニット 

ユニット当たり心線数（電話遠隔収容装置大） ４ 心線／ユニット 

き線点遠隔収容装置当たり心線数 ４ 心線／き線点遠隔

収容装置 

回線当たり心線数（第二種総合デジタル通信サービス） ２ 心線／回線 

回線当たり心線数（高速光専用線） ２ 心線／回線 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置 600Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置 10Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

架当たり心線数（光ケーブル成端架小２） 256 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架中） 389 心線／架 

架当たり台数（電話遠隔収容装置小） １ 台／架 

架当たり台数（電話遠隔収容装置大） 0.5 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置 52Ｍ） 30 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置 156Ｍ） 16 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置 600Ｍ） ８ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置 2.4Ｇ） ４ 台／架 

架当たりユニット数（多重変換装置） ５ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置 156Ｍ） ２ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置 600Ｍ） ３ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ） １ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置 600Ｍ） ４ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ） ２ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置 10Ｇ） ６ ユニット／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置 156Ｍ） 24 52ＭＩＦ／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置 600Ｍ） 36 52ＭＩＦ／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ） 48 52ＭＩＦ／架 

架当たり１５６Ｍインタフェース数（分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ） ４ 156ＭＩＦ／架 

架当たり１５６Ｍインタフェース数（分岐挿入伝送装置 10Ｇ） 384 156ＭＩＦ／架 

局間インタフェース当たり心線数（多重変換装置 52Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（多重変換装置 156Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置 156Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置 600Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

ユニット当たり心線数（電話遠隔収容装置小） ４ 心線／ユニット 

ユニット当たり心線数（電話遠隔収容装置大） ４ 心線／ユニット 

き線点遠隔収容装置当たり心線数 ４ 心線／き線点遠隔

収容装置 

回線当たり心線数（第二種総合デジタル通信サービス） ２ 心線／回線 

回線当たり心線数（高速光専用線） ２ 心線／回線 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置 600Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置 10Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 
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主配線盤回線収容率 0.965 ― 

光ケーブル成端架収容率 0.965 ― 

電話遠隔収容装置回線収容率 0.965 ― 

加入者交換機回線収容率 0.965 ― 

電話遠隔収容装置集線率 ８ ― 

伝送装置収容率 0.8 ― 

伝送装置共用比率（ＡＴＭ系、ＡＤＳＬ地域ＩＰ） １ ― 

伝送装置共用比率（光地域ＩＰ） ０ ― 

中継交換機側架収容率多重変換装置 52Ｍパス単位 0.8 ― 

中継交換機側架収容率システム単位（156Ｍ） 0.8 ― 

中継交換機側架収容率システム単位（600Ｍ） 0.8 ― 

中継交換機側架収容率システム単位（2.4Ｇ） 0.8 ― 

中間中継伝送装置架収容率（52Ｍ） 0.8 ― 

中間中継伝送装置架収容率（156Ｍ） 0.8 ― 

中間中継伝送装置架収容率（600Ｍ） 0.8 ― 

中間中継伝送装置架収容率（2.4Ｇ） 0.8 ― 

中継系光ケーブル規格心数⑴ ８ 心 

中継系光ケーブル規格心数⑵ 16 心 

中継系光ケーブル規格心数⑶ 24 心 

中継系光ケーブル規格心数⑷ 32 心 

中継系光ケーブル規格心数⑸ 40 心 

中継系光ケーブル規格心数⑹ 60 心 

中継系光ケーブル規格心数⑺ 80 心 

中継系光ケーブル規格心数⑻ 100 心 

中継系光ケーブル規格心数⑼ 120 心 

中継系光ケーブル規格心数⑽ 160 心 

中継系光ケーブル規格心数⑾ 200 心 

中継系光ケーブル規格心数⑿ 300 心 

中継系予備心線数 ４ 心 

海底用中間中継伝送装置最大中継距離 130 km 

海底用中間中継伝送装置収容心数 ８ 心 

有中継光ケーブル規格心線数 ８ 心 

有中継光ケーブル最大規格心線数 ８ 心 

無中継光ケーブル最大規格心線数 100 心 

主配線盤回線収容率 0.965 ― 

光ケーブル成端架収容率 0.965 ― 

電話遠隔収容装置回線収容率 0.965 ― 

加入者交換機回線収容率 0.965 ― 

電話遠隔収容装置集線率 ８ ― 

伝送装置収容率 0.8 ― 

伝送装置共用比率（ＡＴＭ系、ＡＤＳＬ地域ＩＰ） １ ― 

伝送装置共用比率（光地域ＩＰ） ０ ― 

中継交換機側架収容率多重変換装置 52Ｍパス単位 0.8 ― 

中継交換機側架収容率システム単位（156Ｍ） 0.8 ― 

中継交換機側架収容率システム単位（600Ｍ） 0.8 ― 

中継交換機側架収容率システム単位（2.4Ｇ） 0.8 ― 

中間中継伝送装置架収容率（52Ｍ） 0.8 ― 

中間中継伝送装置架収容率（156Ｍ） 0.8 ― 

中間中継伝送装置架収容率（600Ｍ） 0.8 ― 

中間中継伝送装置架収容率（2.4Ｇ） 0.8 ― 

中継系光ケーブル規格心数⑴ ８ 心 

中継系光ケーブル規格心数⑵ 16 心 

中継系光ケーブル規格心数⑶ 24 心 

中継系光ケーブル規格心数⑷ 32 心 

中継系光ケーブル規格心数⑸ 40 心 

中継系光ケーブル規格心数⑹ 60 心 

中継系光ケーブル規格心数⑺ 80 心 

中継系光ケーブル規格心数⑻ 100 心 

中継系光ケーブル規格心数⑼ 120 心 

中継系光ケーブル規格心数⑽ 160 心 

中継系光ケーブル規格心数⑾ 200 心 

中継系光ケーブル規格心数⑿ 300 心 

中継系予備心線数 ４ 心 

海底用中間中継伝送装置最大中継距離 130 km 

海底用中間中継伝送装置収容心数 ８ 心 

有中継光ケーブル規格心線数 ８ 心 

有中継光ケーブル最大規格心線数 ８ 心 

無中継光ケーブル最大規格心線数 100 心 
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無中継光ケーブル規格心線数⑴ 16 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑵ 24 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑶ 32 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑷ 40 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑸ 60 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑹ 80 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑺ 100 心 

変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容 52Ｍパス数 
１ 

52Ｍパス／ユニッ

ト 

架当たりユニット数（変復調回線切替装置） ４ ユニット／架 

無線送受信装置ユニット当たり最大収容 52Ｍパス数 
１ 

52Ｍパス／ユニッ

ト 

架当たりユニット数（無線送受信装置） ５ ユニット／架 

クロック供給装置―１Ｓ架収容率（無線単独局） 0.8 ― 

ルート当たりアンテナ数 ３ 個 

最大アンテナ搭載数 12 個 

中継系最大規格心線数 300 心 

混在収容時効率低下係数（遠隔収容装置） １ ― 

混在収容時効率低下係数（加入者交換機） １ ― 

海底用中間中継伝送装置最大規格収容システム数 ４ システム 

海底用中間中継伝送装置規格収容システム数 ４ システム 

トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 149 回線／トランスポ

ンダ 

時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 298 回線／架 

衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 298 回線／架 

加入者交換機最大搭載中継インタフェース数 54 ― 

中継交換機最大搭載中継インタフェース数 165 ― 

電話遠隔収容装置単位電流 28 Ａ 

電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数 2,560 回線 

電話遠隔収容装置基本部面積 4.68 ㎡ 

電話遠隔収容装置単位面積 4.68 ㎡ 

電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数 2,560 回線 

加入者交換機基本部電流 44 Ａ 

加入者交換機収容架回線単位電流 17.6 Ａ 

無中継光ケーブル規格心線数⑴ 16 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑵ 24 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑶ 32 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑷ 40 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑸ 60 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑹ 80 心 

無中継光ケーブル規格心線数⑺ 100 心 

変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容 52Ｍパス数 １ 52Ｍパス／ユニッ

ト 

架当たりユニット数（変復調回線切替装置） ４ ユニット／架 

無線送受信装置ユニット当たり最大収容 52Ｍパス数 １ 52Ｍパス／ユニッ

ト 

架当たりユニット数（無線送受信装置） ５ ユニット／架 

クロック供給装置―１Ｓ架収容率（無線単独局） 0.8 ― 

ルート当たりアンテナ数 ３ 個 

最大アンテナ搭載数 12 個 

中継系最大規格心線数 300 心 

混在収容時効率低下係数（遠隔収容装置） １ ― 

混在収容時効率低下係数（加入者交換機） １ ― 

海底用中間中継伝送装置最大規格収容システム数 ４ システム 

海底用中間中継伝送装置規格収容システム数 ４ システム 

トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 149 回線／トランスポ

ンダ 

時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 298 回線／架 

衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 298 回線／架 

加入者交換機最大搭載中継インタフェース数 54 ― 

中継交換機最大搭載中継インタフェース数 165 ― 

電話遠隔収容装置単位電流 28 Ａ 

電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数 2,560 回線 

電話遠隔収容装置基本部面積 4.68 ㎡ 

電話遠隔収容装置単位面積 4.68 ㎡ 

電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数 2,560 回線 

加入者交換機基本部電流 44 Ａ 

加入者交換機収容架回線単位電流 17.6 Ａ 
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加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数 1,225 回線 

加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流 38.7 Ａ 

加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数 167 ＫＢＨＣＡ 

加入者交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

加入者交換機基本部面積 21.08 ㎡ 

加入者交換機収容架単位面積 2.08 ㎡ 

加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数 1,194 回線 

中継交換機基本部電流 42.5 Ａ／台 

中継交換機収容架単位電流 31.2 Ａ 

中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数 3,250 チャネル 

中継交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

中継交換機基本部面積 14.33 ㎡ 

中継交換機収容架単位面積 1.62 ㎡／架 

中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数 3,250 チャネル 

多重変換装置基本部電流 61.4 Ａ／架 

多重変換装置ユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

多重変換装置架面積 1.92 ㎡／架 

多重変換装置１アイランド最大架数 １ 架 

クロスコネクト装置１基本架電流 40.3 Ａ／架 

クロスコネクト装置１増設架基本部電流 38.2 Ａ／架 

クロスコネクト装置１ユニット電流 7.9 Ａ／ユニット 

クロスコネクト装置１架面積 1.44 ㎡／架 

クロスコネクト装置１ １アイランド最大架数 10 架 

高速終端中継伝送装置 156Ｍ基本部電流 40.5 Ａ／架 

高速終端中継伝送装置 156Ｍユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置 156Ｍ架面積 1.92 ㎡／架 

高速終端中継伝送装置 156Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

高速終端中継伝送装置 600Ｍ基本部電流 47.9 Ａ／架 

高速終端中継伝送装置 600Ｍユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置 600Ｍ架面積 1.92 ㎡／架 

高速終端中継伝送装置 600Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ基本部電流 24.1 Ａ／台 

高速終端中継伝送装置 2.4Ｇユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ架面積 1.92 ㎡／架 

加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数 1,225 回線 

加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流 38.7 Ａ 

加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数 167 ＫＢＨＣＡ 

加入者交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

加入者交換機基本部面積 21.08 ㎡ 

加入者交換機収容架単位面積 2.08 ㎡ 

加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数 1,194 回線 

中継交換機基本部電流 42.5 Ａ／台 

中継交換機収容架単位電流 31.2 Ａ 

中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数 3,250 チャネル 

中継交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

中継交換機基本部面積 14.33 ㎡ 

中継交換機収容架単位面積 1.62 ㎡／架 

中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数 3,250 チャネル 

多重変換装置基本部電流 61.4 Ａ／架 

多重変換装置ユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

多重変換装置架面積 1.92 ㎡／架 

多重変換装置１アイランド最大架数 １ 架 

クロスコネクト装置１基本架電流 40.3 Ａ／架 

クロスコネクト装置１増設架基本部電流 38.2 Ａ／架 

クロスコネクト装置１ユニット電流 7.9 Ａ／ユニット 

クロスコネクト装置１架面積 1.44 ㎡／架 

クロスコネクト装置１ １アイランド最大架数 10 架 

高速終端中継伝送装置 156Ｍ基本部電流 40.5 Ａ／架 

高速終端中継伝送装置 156Ｍユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置 156Ｍ架面積 1.92 ㎡／架 

高速終端中継伝送装置 156Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

高速終端中継伝送装置 600Ｍ基本部電流 47.9 Ａ／架 

高速終端中継伝送装置 600Ｍユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置 600Ｍ架面積 1.92 ㎡／架 

高速終端中継伝送装置 600Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ基本部電流 24.1 Ａ／台 

高速終端中継伝送装置 2.4Ｇユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ架面積 1.92 ㎡／架 
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高速終端中継伝送装置 2.4Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置 600Ｍ基本部電流 １ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置 600Ｍユニット電流 6.1 Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置 600Ｍ架面積 2.5 ㎡／架 

分岐挿入伝送装置 600Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ基本部電流 6.2 Ａ／台 

分岐挿入伝送装置 2.4Ｇユニット電流 ４ Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ架面積 1.08 ㎡／架 

分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置 10Ｇ基本部電流 ０ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置 10Ｇユニット電流 12.1 Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置 10Ｇ架面積 0.954 ㎡／架 

分岐挿入伝送装置 10Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

クロック供給装置１Ｓ架単位電流 ２ Ａ／架 

クロック供給装置１Ｓ架面積 1.44 ㎡／架 

クロック供給装置１Ｇ架単位電流 ４ Ａ／架 

クロック供給装置１Ｇ架面積 1.44 ㎡／架 

中間中継伝送装置（52Ｍ）基本部電流 7.1 Ａ／架 

中間中継伝送装置（156Ｍ）基本部電流 19.6 Ａ／架 

中間中継伝送装置（600Ｍ）基本部電流 30.7 Ａ／架 

中間中継伝送装置（2.4Ｇ）基本部電流 20 Ａ／架 

中間中継伝送装置架面積 1.6 ㎡／架 

信号用中継交換機基本部電流 105 Ａ／台 

信号用中継交換機収容架単位電流 35 Ａ 

信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数（48Ｋ換算） 52 リンク 

信号用中継交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

信号用中継交換機基本部面積 6.3 ㎡／台 

信号用中継交換機収容架単位面積 1.26 ㎡ 

信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数（48Ｋ換算） 52 リンク 

交換機の端子収容率 0.965 ― 

１万端子当たりの必要主配線盤長 2.52 ｍ 

作業スペース込みの主配線盤幅 3.9 ｍ 

加入者系半固定パス伝送装置単位電流 27.12 Ａ 

加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数 14,336 端子 

高速終端中継伝送装置２．４Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置 600Ｍ基本部電流 １ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置 600Ｍユニット電流 6.1 Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置 600Ｍ架面積 2.5 ㎡／架 

分岐挿入伝送装置 600Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ基本部電流 6.2 Ａ／台 

分岐挿入伝送装置 2.4Ｇユニット電流 ４ Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ架面積 1.08 ㎡／架 

分岐挿入伝送装置 2.4Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置 10Ｇ基本部電流 ０ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置 10Ｇユニット電流 12.1 Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置 10Ｇ架面積 0.954 ㎡／架 

分岐挿入伝送装置 10Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

クロック供給装置１Ｓ架単位電流 ２ Ａ／架 

クロック供給装置１Ｓ架面積 1.44 ㎡／架 

クロック供給装置１Ｇ架単位電流 ４ Ａ／架 

クロック供給装置１Ｇ架面積 1.44 ㎡／架 

中間中継伝送装置（52Ｍ）基本部電流 7.1 Ａ／架 

中間中継伝送装置（156Ｍ）基本部電流 19.6 Ａ／架 

中間中継伝送装置（600Ｍ）基本部電流 30.7 Ａ／架 

中間中継伝送装置（2.4Ｇ）基本部電流 20 Ａ／架 

中間中継伝送装置架面積 1.6 ㎡／架 

信号用中継交換機基本部電流 105 Ａ／台 

信号用中継交換機収容架単位電流 35 Ａ 

信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数（48Ｋ換算） 52 リンク 

信号用中継交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

信号用中継交換機基本部面積 6.3 ㎡／台 

信号用中継交換機収容架単位面積 1.26 ㎡ 

信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数（48Ｋ換算） 52 リンク 

交換機の端子収容率 0.965 ― 

１万端子当たりの必要主配線盤長 2.52 ｍ 

作業スペース込みの主配線盤幅 3.9 ｍ 

加入者系半固定パス伝送装置単位電流 27.12 Ａ 

加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数 14,336 端子 
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加入者系半固定パス伝送装置単位面積 1.6 ㎡ 

加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数 14,336 端子 

光ケーブル成端架単位面積（大） 12 ㎡ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（大） 2,000 端子 

光ケーブル成端架単位面積（小１） １ ㎡ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小１） 128 端子 

光ケーブル成端架単位面積（小２） ２ ㎡ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小２） 256 端子 

光ケーブル成端架単位面積（中） ２ ㎡ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（中） 389 端子 

オペレーション設備（総合監視）設置局数 11 局 

オペレーション設備（試験受付）設置局数 47 局 

オペレーション設備（総合監視）単位面積当たりＡＣ電流 0.8 Ａ／㎡ 

オペレーション設備（試験受付）単位面積当たりＡＣ電流 0.8 Ａ／㎡ 

オペレーション設備（総合監視）面積 505 ㎡ 

オペレーション設備（試験受付）面積 432 ㎡ 

海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 0.92 Ａ／台 

海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 1.44 ㎡ 

変復調回線切替装置単位電流 1.7 Ａ／台 

変復調回線切替装置架面積 1.92 ㎡／架 

無線送受信装置単位電流 0.5 Ａ／台 

無線送受信装置架面積 1.44 ㎡／架 

地上鉄塔土地面積 144 ㎡ 

発熱量換算係数 860 kcal／ｋＶＡ 

空調１台当たりの能力⑴ 30,000 kcal／台 

空調１台当たりの能力⑵ 13,050 kcal／台 

空調設備１台当たりの電力容量⑴ 11.55 ｋＶＡ 

空調設備１台当たりの電力容量⑵ 5.4 ｋＶＡ 

空調設備単位面積⑴ ５ ㎡ 

空調設備単位面積⑵ 2.2 ㎡ 

整流器１ユニット当たり最大電流 100 Ａ／ユニット 

整流装置１系統当たり最大電流 800 Ａ／系統 

整流装置基本部収容可能整流器数 ４ 個／架 

整流装置増設架収容可能整流器数 ４ 個／架 

加入者系半固定パス伝送装置単位面積 1.6 ㎡ 

加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数 14,336 端子 

光ケーブル成端架単位面積（大） 12 ㎡ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（大） 2,000 端子 

光ケーブル成端架単位面積（小１） １ ㎡ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小１） 128 端子 

光ケーブル成端架単位面積（小２） ２ ㎡ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小２） 256 端子 

光ケーブル成端架単位面積（中） ２ ㎡ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（中） 389 端子 

オペレーション設備（総合監視）設置局数 11 局 

オペレーション設備（試験受付）設置局数 47 局 

オペレーション設備（総合監視）単位面積当たりＡＣ電流 0.8 Ａ／㎡ 

オペレーション設備（試験受付）単位面積当たりＡＣ電流 0.8 Ａ／㎡ 

オペレーション設備（総合監視）面積 505 ㎡ 

オペレーション設備（試験受付）面積 432 ㎡ 

海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 0.92 Ａ／台 

海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 1.44 ㎡ 

変復調回線切替装置単位電流 1.7 Ａ／台 

変復調回線切替装置架面積 1.92 ㎡／架 

無線送受信装置単位電流 0.5 Ａ／台 

無線送受信装置架面積 1.44 ㎡／架 

地上鉄塔土地面積 144 ㎡ 

発熱量換算係数 860 kcal／ｋＶＡ 

空調１台当たりの能力⑴ 30,000 kcal／台 

空調１台当たりの能力⑵ 13,050 kcal／台 

空調設備１台当たりの電力容量⑴ 11.55 ｋＶＡ 

空調設備１台当たりの電力容量⑵ 5.4 ｋＶＡ 

空調設備単位面積⑴ ５ ㎡ 

空調設備単位面積⑵ 2.2 ㎡ 

整流器１ユニット当たり最大電流 100 Ａ／ユニット 

整流装置１系統当たり最大電流 800 Ａ／系統 

整流装置基本部収容可能整流器数 ４ 個／架 

整流装置増設架収容可能整流器数 ４ 個／架 

82



整流装置総合効率 0.87 ― 

整流装置基本部面積 10 ㎡／架 

整流装置増設架面積 ２ ㎡／架 

直流電圧値 48 Ｖ 

警察消防用回線１回線当たりの消費電流 0.484375 Ａ／回線 

直流変換電源装置１架最大電流 80 Ａ／架 

直流変換電源装置架単位面積 ５ ㎡／架 

入力変換効率 0.85 ― 

交流無停電電源装置規定出力容量⑴ ３ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑵ ５ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑶ ７ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑷ 10 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑸ 15 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑹ 20 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑺ 30 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑻ 50 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑼ 75 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑽ 100 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑾ 200 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑿ 300 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒀ 400 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒁ 600 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒂ 800 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒃ 1,000 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒄ 1,200 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒅ 1,500 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置所要面積⑴ ４ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑵ ４ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑶ ４ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑷ ７ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑸ ７ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑹ ７ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑺ ７ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑻ ８ ㎡ 

整流装置総合効率 0.87 ― 

整流装置基本部面積 10 ㎡／架 

整流装置増設架面積 ２ ㎡／架 

直流電圧値 48 Ｖ 

警察消防用回線１回線当たりの消費電流 0.484375 Ａ／回線 

直流変換電源装置１架最大電流 80 Ａ／架 

直流変換電源装置架単位面積 ５ ㎡／架 

入力変換効率 0.85 ― 

交流無停電電源装置規定出力容量⑴ ３ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑵ ５ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑶ ７ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑷ 10 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑸ 15 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑹ 20 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑺ 30 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑻ 50 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑼ 75 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑽ 100 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑾ 200 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⑿ 300 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒀ 400 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒁ 600 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒂ 800 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒃ 1,000 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒄ 1,200 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量⒅ 1,500 ｋＶＡ 

交流無停電電源装置所要面積⑴ ４ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑵ ４ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑶ ４ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑷ ７ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑸ ７ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑹ ７ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑺ ７ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑻ ８ ㎡ 

83



交流無停電電源装置所要面積⑼ 10 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑽ 10 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑾ 10 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑿ 10 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒀ 30 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒁ 20 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒂ 30 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒃ 50 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒄ 40 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒅ 50 ㎡ 

交流無停電電源装置総合効率 0.88 ― 

交流無停電電源装置（100Ｖ）直流部電圧 0.087 ｋＶ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）直流部電圧 0.176 ｋＶ 

蓄電池容量算出係数（交換機設置局、整流装置用、保持時間：３時

間） 

5.8 ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持

時間：３時間） 

4.2 ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局、保持時間：１０時間） 12.6 ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局、保持時間：

２時間） 

5.0 ＡＨ／Ａ 

整流装置用蓄電池規定容量⑴ 200 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑵ 300 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑶ 500 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑷ 1,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑸ 1,500 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑹ 2,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑺ 3,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑻ 4,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑼ 5,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑽ 6,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池所要面積⑴ ５ ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑵ ６ ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑶ ５ ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑷ ８ ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑼ 10 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑽ 10 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑾ 10 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⑿ 10 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒀ 30 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒁ 20 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒂ 30 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒃ 50 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒄ 40 ㎡ 

交流無停電電源装置所要面積⒅ 50 ㎡ 

交流無停電電源装置総合効率 0.88 ― 

交流無停電電源装置（100Ｖ）直流部電圧 0.087 ｋＶ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）直流部電圧 0.176 ｋＶ 

蓄電池容量算出係数（交換機設置局、整流装置用、保持時間：３時

間） 

5.8 ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持

時間：３時間） 

4.2 ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局、保持時間：１０時間） 

 

 

12.6 ＡＨ／Ａ 

整流装置用蓄電池規定容量⑴ 200 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑵ 300 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑶ 500 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑷ 1,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑸ 1,500 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑹ 2,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑺ 3,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑻ 4,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑼ 5,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量⑽ 6,000 ＡＨ 

整流装置用蓄電池所要面積⑴ ５ ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑵ ６ ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑶ ５ ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑷ ８ ㎡ 
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整流装置用蓄電池所要面積⑸ 11 ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑹ 13 ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑺ 17 ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑻ 18 ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑼ 22 ㎡ 

整流装置用蓄電池取得面積⑽ 23 ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑴ 50 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑵ 100 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑶ 200 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑷ 300 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑸ 500 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑹ 1,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑺ 1,500 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑻ 2,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑼ 3,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑴ ８ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑵ ８ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑶ ８ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑷ ９ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑸ ８ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑹ 13 ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑺ 18 ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑻ 21 ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑼ 27 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑴ 200 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑵ 300 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑶ 500 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑷ 1,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑸ 1,500 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑹ 2,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑺ 3,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑴ 13 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑵ 16 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑶ 22 ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑸ 11 ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑹ 13 ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑺ 17 ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑻ 18 ㎡ 

整流装置用蓄電池所要面積⑼ 22 ㎡ 

整流装置用蓄電池取得面積⑽ 23 ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑴ 50 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑵ 100 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑶ 200 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑷ 300 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑸ 500 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑹ 1,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑺ 1,500 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑻ 2,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池規定容量⑼ 3,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑴ ８ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑵ ８ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑶ ８ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑷ ９ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑸ ８ ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑹ 13 ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑺ 18 ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑻ 21 ㎡ 

交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積⑼ 27 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑴ 200 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑵ 300 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑶ 500 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑷ 1,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑸ 1,500 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑹ 2,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量⑺ 3,000 ＡＨ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑴ 13 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑵ 16 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑶ 22 ㎡ 

85



交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑷ 22 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑸ 31 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑹ 38 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑺ 49 ㎡ 

建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備あり） 0.7 ― 

建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備なし） 0.8 ― 

建物付帯設備面積付加係数（平屋局舎） 0.9 ― 

単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（複数階局舎） 0.01 ｋＶＡ／㎡ 

単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（平屋局舎） 0.01 ｋＶＡ／㎡ 

単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量（交換機設置局） 0.01 ｋＶＡ／㎡ 

受電装置規定容量⑴ 100 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑵ 200 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑶ 300 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑷ 500 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑸ 750 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑹ 1,000 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑺ 1,500 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑻ 2,000 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑼ 4,000 ｋＶＡ 

受電装置所要面積⑴ 30 ㎡ 

受電装置所要面積⑵ 45 ㎡ 

受電装置所要面積⑶ 45 ㎡ 

受電装置所要面積⑷ 50 ㎡ 

受電装置所要面積⑸ 50 ㎡ 

受電装置所要面積⑹ 50 ㎡ 

受電装置所要面積⑺ 50 ㎡ 

受電装置所要面積⑻ 60 ㎡ 

受電装置所要面積⑼ 162 ㎡ 

受電装置更改面積⑴ 15 ㎡ 

受電装置更改面積⑵ 25 ㎡ 

受電装置更改面積⑶ 25 ㎡ 

受電装置更改面積⑷ 32 ㎡ 

受電装置更改面積⑸ 35 ㎡ 

受電装置更改面積⑹ 37 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑷ 22 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑸ 31 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑹ 38 ㎡ 

交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積⑺ 49 ㎡ 

建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備あり） 0.7 ― 

建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備なし） 0.8 ― 

建物付帯設備面積付加係数（平屋局舎） 0.9 ― 

単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（複数階局舎） 0.01 ｋＶＡ／㎡ 

単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（平屋局舎） 0.01 ｋＶＡ／㎡ 

単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量（交換機設置局） 0.01 ｋＶＡ／㎡ 

受電装置規定容量⑴ 100 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑵ 200 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑶ 300 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑷ 500 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑸ 750 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑹ 1,000 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑺ 1,500 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑻ 2,000 ｋＶＡ 

受電装置規定容量⑼ 4,000 ｋＶＡ 

受電装置所要面積⑴ 30 ㎡ 

受電装置所要面積⑵ 45 ㎡ 

受電装置所要面積⑶ 45 ㎡ 

受電装置所要面積⑷ 50 ㎡ 

受電装置所要面積⑸ 50 ㎡ 

受電装置所要面積⑹ 50 ㎡ 

受電装置所要面積⑺ 50 ㎡ 

受電装置所要面積⑻ 60 ㎡ 

受電装置所要面積⑼ 162 ㎡ 

受電装置更改面積⑴ 15 ㎡ 

受電装置更改面積⑵ 25 ㎡ 

受電装置更改面積⑶ 25 ㎡ 

受電装置更改面積⑷ 32 ㎡ 

受電装置更改面積⑸ 35 ㎡ 

受電装置更改面積⑹ 37 ㎡ 
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受電装置更改面積⑺ 52 ㎡ 

受電装置更改面積⑻ 54 ㎡ 

受電装置更改面積⑼ 212 ㎡ 

発電装置規定容量⑴ 10 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑵ 20 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑶ 37.5 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑷ 50 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑸ 75 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑹ 100 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑺ 150 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑻ 200 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑼ 250 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑽ 300 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑾ 375 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑿ 500 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒀ 625 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒁ 750 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒂ 1,000 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒃ 1,500 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒄ 1,750 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒅ 2,000 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒆ 3,125 ｋＶＡ 

発電装置所要面積⑴ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑵ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑶ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑷ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑸ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑹ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑺ 54 ㎡ 

発電装置所要面積⑻ 54 ㎡ 

発電装置所要面積⑼ 54 ㎡ 

発電装置所要面積⑽ 72 ㎡ 

発電装置所要面積⑾ 72 ㎡ 

発電装置所要面積⑿ 72 ㎡ 

受電装置更改面積⑺ 52 ㎡ 

受電装置更改面積⑻ 54 ㎡ 

受電装置更改面積⑼ 212 ㎡ 

発電装置規定容量⑴ 10 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑵ 20 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑶ 37.5 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑷ 50 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑸ 75 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑹ 100 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑺ 150 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑻ 200 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑼ 250 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑽ 300 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑾ 375 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⑿ 500 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒀ 625 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒁ 750 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒂ 1,000 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒃ 1,500 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒄ 1,750 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒅ 2,000 ｋＶＡ 

発電装置規定容量⒆ 3,125 ｋＶＡ 

発電装置所要面積⑴ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑵ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑶ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑷ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑸ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑹ 36 ㎡ 

発電装置所要面積⑺ 54 ㎡ 

発電装置所要面積⑻ 54 ㎡ 

発電装置所要面積⑼ 54 ㎡ 

発電装置所要面積⑽ 72 ㎡ 

発電装置所要面積⑾ 72 ㎡ 

発電装置所要面積⑿ 72 ㎡ 
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発電装置所要面積⒀ 72 ㎡ 

発電装置所要面積⒁ 72 ㎡ 

発電装置所要面積⒂ 108 ㎡ 

発電装置所要面積⒃ 108 ㎡ 

発電装置所要面積⒄ 108 ㎡ 

発電装置所要面積⒅ 108 ㎡ 

発電装置所要面積⒆ 108 ㎡ 

小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（遠隔収容装置設置局） 150 Ａ 

小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ―ＢＯＸ） 100 Ａ 

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（遠隔収容装置設置局） ７ ㎡ 

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ―ＢＯＸ） ９ ㎡ 

可搬型発動発電機規定容量⑴ １ ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑵ ２ ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑶ ３ ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑷ ４ ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑸ ５ ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑹ ６ ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑺ ７ ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑻ ８ ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑼ ９ ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑽ 10 ｋＶＡ 

可搬型発動発電機規定容量⑾ 11 ｋＶＡ 

可搬型発動発電機設置台数⑴ ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数⑵ 29 台 

可搬型発動発電機設置台数⑶ ６ 台 

可搬型発動発電機設置台数⑷ ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数⑸ ２ 台 

可搬型発動発電機設置台数⑹ ２ 台 

可搬型発動発電機設置台数⑺ ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数⑻ ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数⑼ ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数⑽ ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数⑾ １ 台 

複数階局舎容積率 400 ％ 

発電装置所要面積⒀ 72 ㎡ 

発電装置所要面積⒁ 72 ㎡ 

発電装置所要面積⒂ 108 ㎡ 

発電装置所要面積⒃ 108 ㎡ 

発電装置所要面積⒄ 108 ㎡ 

発電装置所要面積⒅ 108 ㎡ 

発電装置所要面積⒆ 108 ㎡ 

小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（遠隔収容装置設置局） 150 Ａ 

小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ―ＢＯＸ） 100 Ａ 

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（遠隔収容装置設置局） ７ ㎡ 

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ―ＢＯＸ） ９ 
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複数階局舎容積率 400 ％ 
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平屋局舎容積率 100 ％ 

駐車スペース等土地面積 90 ㎡ 

ＲＴ―ＢＯＸ土地面積 75 ㎡ 

時分割多元接続装置架単位電流 9.5 Ａ／架 

時分割多元接続装置架単位面積 1.44 ㎡／架 

衛星送受信装置架単位電流 36.7 Ａ／架 

衛星送受信装置架単位面積 1.44 ㎡／架 

衛星回線制御装置架単位電流 210.5 Ａ／架 

衛星回線制御装置架単位面積 16.38 ㎡／架 

土地単価時価補正係数 0.7 ― 

土地単価時点補正係数（北海道） 0.8670 ― 

土地単価時点補正係数（青森県） 0.8378 ― 

土地単価時点補正係数（岩手県） 0.8420 ― 

土地単価時点補正係数（宮城県） 0.8947 ― 

土地単価時点補正係数（秋田県） 0.8391 ― 

土地単価時点補正係数（山形県） 0.8637 ― 

土地単価時点補正係数（福島県） 0.8551 ― 

土地単価時点補正係数（茨城県） 0.8550 ― 

土地単価時点補正係数（栃木県） 0.8670 ― 

土地単価時点補正係数（群馬県） 0.8621 ― 

土地単価時点補正係数（埼玉県） 0.9012 ― 

土地単価時点補正係数（千葉県） 0.9089 ― 

土地単価時点補正係数（東京都） 0.9156 ― 

土地単価時点補正係数（神奈川県） 0.9219 ― 

土地単価時点補正係数（新潟県） 0.8897 ― 

土地単価時点補正係数（富山県） 0.8853 ― 

土地単価時点補正係数（石川県） 0.8622 ― 

土地単価時点補正係数（福井県） 0.8604 ― 

土地単価時点補正係数（山梨県） 0.8858 ― 

土地単価時点補正係数（長野県） 0.8742 ― 

土地単価時点補正係数（岐阜県） 0.8972 ― 

土地単価時点補正係数（静岡県） 0.9128 ― 

土地単価時点補正係数（愛知県） 0.9358 ― 

土地単価時点補正係数（三重県） 0.9030 ― 

平屋局舎容積率 100 ％ 

駐車スペース等土地面積 90 ㎡ 

ＲＴ―ＢＯＸ土地面積 75 ㎡ 

時分割多元接続装置架単位電流 9.5 Ａ／架 

時分割多元接続装置架単位面積 1.44 ㎡／架 

衛星送受信装置架単位電流 36.7 Ａ／架 

衛星送受信装置架単位面積 1.44 ㎡／架 

衛星回線制御装置架単位電流 210.5 Ａ／架 

衛星回線制御装置架単位面積 16.38 ㎡／架 

土地単価時価補正係数 0.7 ― 

土地単価時点補正係数（北海道） 0.9009 ― 

土地単価時点補正係数（青森県） 0.8911 ― 

土地単価時点補正係数（岩手県） 0.8916 ― 

土地単価時点補正係数（宮城県） 0.9104 ― 

土地単価時点補正係数（秋田県） 0.8910 ― 

土地単価時点補正係数（山形県） 0.9029 ― 

土地単価時点補正係数（福島県） 0.9131 ― 

土地単価時点補正係数（茨城県） 0.9033 ― 

土地単価時点補正係数（栃木県） 0.9074 ― 

土地単価時点補正係数（群馬県） 0.9041 ― 

土地単価時点補正係数（埼玉県） 0.9235 ― 

土地単価時点補正係数（千葉県） 0.9288 ― 

土地単価時点補正係数（東京都） 0.9277 ― 

土地単価時点補正係数（神奈川県） 0.9332 ― 

土地単価時点補正係数（新潟県） 0.9171 ― 

土地単価時点補正係数（富山県） 0.9079 ― 

土地単価時点補正係数（石川県） 0.8977 ― 

土地単価時点補正係数（福井県） 0.9014 ― 

土地単価時点補正係数（山梨県） 0.9171 ― 

土地単価時点補正係数（長野県） 0.9074 ― 

土地単価時点補正係数（岐阜県） 0.9209 ― 

土地単価時点補正係数（静岡県） 0.9315 ― 

土地単価時点補正係数（愛知県） 0.9397 ― 

土地単価時点補正係数（三重県） 0.9253 ― 
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土地単価時点補正係数（滋賀県） 0.9113 ― 

土地単価時点補正係数（京都府） 0.9091 ― 

土地単価時点補正係数（大阪府） 0.9017 ― 

土地単価時点補正係数（兵庫県） 0.9113 ― 

土地単価時点補正係数（奈良県） 0.8986 ― 

土地単価時点補正係数（和歌山県） 0.8533 ― 

土地単価時点補正係数（鳥取県） 0.8480 ― 

土地単価時点補正係数（島根県） 0.8763 ― 

土地単価時点補正係数（岡山県） 0.8945 ― 

土地単価時点補正係数（広島県） 0.8817 ― 

土地単価時点補正係数（山口県） 0.8454 ― 

土地単価時点補正係数（徳島県） 0.8038 ― 

土地単価時点補正係数（香川県） 0.8371 ― 

土地単価時点補正係数（愛媛県） 0.8867 ― 

土地単価時点補正係数（高知県） 0.7968 ― 

土地単価時点補正係数（福岡県） 0.8958 ― 

土地単価時点補正係数（佐賀県） 0.8546 ― 

土地単価時点補正係数（長崎県） 0.8724 ― 

土地単価時点補正係数（熊本県） 0.8911 ― 

土地単価時点補正係数（大分県） 0.8729 ― 

土地単価時点補正係数（宮崎県） 0.8968 ― 

土地単価時点補正係数（鹿児島県） 0.8676 ― 

土地単価時点補正係数（沖縄県） 0.9205 ― 

監視設備（総合監視） 対投資額比率 0.001315 ― 

監視設備（加入者交換機） 対投資額比率 0.06569 ― 

監視設備（中継交換機） 対投資額比率 0.07193 ― 

監視設備（市外線路） 対投資額比率 0.03551 ― 

監視設備（市内線路） 対投資額比率 0.01286 ― 

監視設備（伝送無線機械） 対投資額比率 0.08392 ― 

共通用建物 対投資額比率 0.008619 ― 

共通用土地 対投資額比率 0.007509 ― 

共通用土地単価補正係数 １ ― 

構築物 対投資額比率 0.07548 ― 

機械及び装置 対投資額比率 0.0006897 ― 

土地単価時点補正係数（滋賀県） 0.9233 ― 

土地単価時点補正係数（京都府） 0.9239 ― 

土地単価時点補正係数（大阪府） 0.9176 ― 

土地単価時点補正係数（兵庫県） 0.9247 ― 

土地単価時点補正係数（奈良県） 0.9182 ― 

土地単価時点補正係数（和歌山県） 0.8975 ― 

土地単価時点補正係数（鳥取県） 0.8963 ― 

土地単価時点補正係数（島根県） 0.9115 ― 

土地単価時点補正係数（岡山県） 0.9176 ― 

土地単価時点補正係数（広島県） 0.9124 ― 

土地単価時点補正係数（山口県） 0.8905 ― 

土地単価時点補正係数（徳島県） 0.8755 ― 

土地単価時点補正係数（香川県） 0.8885 ― 

土地単価時点補正係数（愛媛県） 0.9153 ― 

土地単価時点補正係数（高知県） 0.8728 ― 

土地単価時点補正係数（福岡県） 0.9174 ― 

土地単価時点補正係数（佐賀県） 0.9014 ― 

土地単価時点補正係数（長崎県） 0.9067 ― 

土地単価時点補正係数（熊本県） 0.9148 ― 

土地単価時点補正係数（大分県） 0.9064 ― 

土地単価時点補正係数（宮崎県） 0.9220 ― 

土地単価時点補正係数（鹿児島県） 0.9049 ― 

土地単価時点補正係数（沖縄県） 0.9315 ― 

監視設備（総合監視） 対投資額比率 0.001319 ― 

監視設備（加入者交換機） 対投資額比率 0.06627 ― 

監視設備（中継交換機） 対投資額比率 0.06552 ― 

監視設備（市外線路） 対投資額比率 0.03509 ― 

監視設備（市内線路） 対投資額比率 0.01307 ― 

監視設備（伝送無線機械） 対投資額比率 0.08513 ― 

共通用建物 対投資額比率 0.009198 ― 

共通用土地 対投資額比率 0.008434 ― 

共通用土地単価補正係数 １ ― 

構築物 対投資額比率 0.07595 ― 

機械及び装置 対投資額比率 0.0006894 ― 
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車両 対投資額比率 0.0001072 ― 

工具、器具及び備品 対投資額比率 0.005016 ― 

無形固定資産（交換機ソフトウェア） 対投資額比率 0.01816 ― 

無形固定資産（その他の無形固定資産） 対投資額比率 0.004161 ― 
 

車両 対投資額比率 0.0001152 ― 

工具、器具及び備品 対投資額比率 0.005638 ― 

無形固定資産（交換機ソフトウェア） 対投資額比率 0.01785 ― 

無形固定資産（その他の無形固定資産） 対投資額比率 0.004204 ― 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
 
別表第３（第６条・第１１条関係）  
様式第１ 固定資産明細表 

 

固
定
資
産
明
細
表
 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ）     

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト ウ ェ ア ）     

工 具 、 器 具 及 び 備 品     

車 両     

機 械 及 び 装 置     

構 築 物     

共 通 用 土 地     

共 通 用 建 物     

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）     

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）     

機 械 室 土 地     

機 械 室 建 物     

電 力 設 備 （ 可 搬 型 発 動 発 電 機 ）   

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）     

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）     

空 調 設 備     

信 号 用 中 継 交 換 機     

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置   

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置   

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通 部   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部   

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線 終 端 装 置     

電 線 共 同 溝     

中 継 系 と う 道     

加 入 系 と う 道     

中 継 系 共 同 溝     

加 入 系 共 同 溝     

中 継 系 中 口 径 管 路     

 
 
別表第３（第６条・第１１条関係）  
様式第１ 固定資産明細表 

 

固
定
資
産
明
細
表
 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ）     

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト ウ ェ ア ）     

工 具 、 器 具 及 び 備 品     

車 両     

機 械 及 び 装 置     

構 築 物     

共 通 用 土 地     

共 通 用 建 物     

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）     

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）     

機 械 室 土 地     

機 械 室 建 物 

 
    

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）     

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）     

空 調 設 備     

信 号 用 中 継 交 換 機     

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置   

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置   
ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通 部   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部   

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線 終 端 装 置     

電 線 共 同 溝     

中 継 系 と う 道     

加 入 系 と う 道     

中 継 系 共 同 溝     

加 入 系 共 同 溝     

中 継 系 中 口 径 管 路     

（傍線部分は改正部分） 
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加 入 系 中 口 径 管 路     

中 継 系 管 路     

加 入 系 管 路     
中 継 系 電 柱     

加 入 系 電 柱     

海 底 光 ケ ー ブ ル     

中 継 系 光 ケ ー ブ ル     

加 入 系 光 ケ ー ブ ル     

メ タ ル ケ ー ブ ル     

ク ロ ッ ク 供 給 装 置     

衛 星 通 信 設 備     

無 線 鉄 塔     

無 線 ア ン テ ナ     

無 線 伝 送 装 置     

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置     

中 間 中 継 伝 送 装 置     

伝 送 装 置     

中 継 交 換 機     

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置     

消 防 警 察 ト ラ ン ク     

光 ケ ー ブ ル 成 端 架     

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置     

主 配 線 盤     

加 入 者 交 換 機     

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置   

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置     

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置     

  

定 額 法 定 率 法 

正 味 固 定 資 産 価 額 

 
 
 
様式第２ 固定資産帰属明細表 

 

固
定
資
産
帰
属
明
細
表

 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形

固 定 資 産 ） 
            

（
記
載
上
の
注
意

） 

 
各
欄
に
は
、
定
額

法
及

び
定
率

法
に
よ
る
も
の
の
別
に
正

味
固
定
資
産
価

額
を
記
載

す
る
こ
と
。

 

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト

ウ ェ ア ） 
            

工 具 、 器 具 及 び 備 品             

車 両             

機 械 及 び 装 置             

構 築 物             

共 通 用 土 地             

共 通 用 建 物             

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）             

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）             

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）             

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）             

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）             

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）             

機 械 室 土 地             

加 入 系 中 口 径 管 路     

中 継 系 管 路     

加 入 系 管 路     

中 継 系 電 柱     

加 入 系 電 柱     

海 底 光 ケ ー ブ ル     

中 継 系 光 ケ ー ブ ル     

加 入 系 光 ケ ー ブ ル     

メ タ ル ケ ー ブ ル     

ク ロ ッ ク 供 給 装 置     

衛 星 通 信 設 備     

無 線 鉄 塔     

無 線 ア ン テ ナ     

無 線 伝 送 装 置     

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置     

中 間 中 継 伝 送 装 置     

伝 送 装 置     

中 継 交 換 機     

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置     

消 防 警 察 ト ラ ン ク     

光 ケ ー ブ ル 成 端 架     

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置     

主 配 線 盤     

加 入 者 交 換 機 

 
    

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置     

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置     

  

定 額 法 定 率 法 

正 味 固 定 資 産 価 額 

 
 
 
様式第２ 固定資産帰属明細表 

 

固
定
資
産
帰
属
明
細
表

 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無

形 固 定 資 産 ） 
            

（
記
載
上
の
注
意

） 

 
各
欄
に
は
、
定
額

法
及

び
定
率

法
に
よ
る
も
の
の
別
に
正

味
固
定
資
産
価

額
を
記
載

す
る
こ
と
。

 

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ

ト ウ ェ ア ） 
            

工 具 、 器 具 及 び 備 品             

車 両             

機 械 及 び 装 置             
構 築 物             

共 通 用 土 地             

共 通 用 建 物             

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）             

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）             

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）             

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）             

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）             

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）             

機 械 室 土 地             
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機 械 室 建 物             

電 力 設 備 （ 可 搬 型 発 動 発 電

機 ） 
      

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装

置 ） 
            

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）             

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）             

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）             

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装

置 ） 
            

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装

置 ） 
            

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）             

空 調 設 備             

信 号 用 中 継 交 換 機             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置       

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置       

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通

部 
      

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置       

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
            

電 線 共 同 溝             

中 継 系 と う 道             

加 入 系 と う 道             

中 継 系 共 同 溝             

加 入 系 共 同 溝             

中 継 系 中 口 径 管 路             

加 入 系 中 口 径 管 路             

中 継 系 管 路             

加 入 系 管 路             

中 継 系 電 柱             

加 入 系 電 柱             

海 底 光 ケ ー ブ ル             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル             

メ タ ル ケ ー ブ ル             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置             

衛 星 通 信 設 備             

無 線 鉄 塔             

無 線 ア ン テ ナ             

無 線 伝 送 装 置             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置             

中 間 中 継 伝 送 装 置             

伝 送 装 置             

中 継 交 換 機             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置             

消 防 警 察 ト ラ ン ク             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
            

機 械 室 建 物 

 

 

            

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源

装 置 ） 
            

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）             

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）             

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）             

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源

装 置 ） 
            

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装

置 ） 
            

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）             

空 調 設 備             

信 号 用 中 継 交 換 機             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置       

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置       

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
      

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置       

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
            

電 線 共 同 溝             

中 継 系 と う 道             

加 入 系 と う 道             

中 継 系 共 同 溝             

加 入 系 共 同 溝             

中 継 系 中 口 径 管 路             

加 入 系 中 口 径 管 路             

中 継 系 管 路             

加 入 系 管 路             

中 継 系 電 柱             

加 入 系 電 柱             

海 底 光 ケ ー ブ ル             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル             

メ タ ル ケ ー ブ ル             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置             

衛 星 通 信 設 備             

無 線 鉄 塔             

無 線 ア ン テ ナ             
無 線 伝 送 装 置             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置             

中 間 中 継 伝 送 装 置             

伝 送 装 置             

中 継 交 換 機             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置             

消 防 警 察 ト ラ ン ク             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
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主 配 線 盤             

加 入 者 交 換 機             

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置       
局 設 置 遠 隔 収 容 装 置             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置             

  

第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機

 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に

係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に

係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の

 

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機

 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
等

で
あ
っ
て
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換

機
と
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の
間

に
設
置
さ
れ
る
も
の
及
び
第
一
種
指
定

中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業

者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ

れ
る
も
の

 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中

継
交
換
機

 

  

 
 

主 配 線 盤             

加 入 者 交 換 機 

 
            

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置             

  

第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機

 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に

係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に

係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の

 

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機

 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
等

で
あ
っ
て
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換

機
と
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の
間

に
設
置
さ
れ
る
も
の
及
び
第
一
種
指
定

中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業

者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ

れ
る
も
の

 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中

継
交
換
機
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第４の１（第６条関係） 費用算定方式 （略） 
 
別表第４の２（第６条関係） 共通費等の配賦基準  
区分 帰属対象設備 配賦基準 
試験研究費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 直接費比 
接続関連事務費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 投資額比 
管理共通費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
監

視

設

備 

総合監視 加入者交換機階梯以上の各設備 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
加入者交

換機 
加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
中継交換

機 
中継交換機、信号用中継交換機 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
伝送無線

機械 
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテ

ナ、衛星通信設備 
（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔

収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、局設置遠

隔収容装置～加入者交換機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝

送、中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間伝送） 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市外線路 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送設備 
（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔

収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、局設置遠

隔収容装置～加入者交換機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送

及び中継交換機間伝送） 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市内線路 メタルケーブル、光ケーブル 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
共通用建物 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
共通用土地 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
構築物 別表第１の１の設備区分に定める各設備 機械室土地建物、

共通用土地建物の

資本コスト＋保守

コストの合計額比 
機械及び装置 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

 
別表第４の１（第６条関係） 費用算定方式 （略） 
 
別表第４の２（第６条関係） 共通費等の配賦基準  
区分 帰属対象設備 配賦基準 
試験研究費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 直接費比 
接続関連事務費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 投資額比 
管理共通費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
監

視

設

備 

総合監視 加入者交換機階梯以上の各設備 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
加入者交

換機 
加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
中継交換

機 
中継交換機、信号用中継交換機 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
伝送無線

機械 
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテ

ナ、衛星通信設備 
（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち遠隔収容装置設

置局～加入者交換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装置～加入者交換

機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送、中継交換機間及び中継

交換機～相互接続点間伝送） 
 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市外線路 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送設備 
（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち遠隔収容装置設

置局～加入者交換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装置～加入者交換

機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送） 
 
 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市内線路 メタルケーブル、光ケーブル 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
共通用建物 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
共通用土地 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
構築物 別表第１の１の設備区分に定める各設備 機械室土地建物、

共通用土地建物の

資本コスト＋保守

コストの合計額比 
機械及び装置 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

（傍線部分は改正部分） 
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事務費の合計額比 
車両 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費比 
工具、器具及び

備品 
別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
無

形

固

定

資

産 

交換機ソ

フトウェ

ア 

加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、

警察消防用回線集約装置 
ネットワーク設備

投資額 

その他の

無形固定

資産 

別表第１の１の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備

投資額 

空調設備 局設置遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、

消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、

中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 

電力容量比 

電

力

設

備 

整流装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

蓄電池 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

交流無停

電電源装

置 

加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 
電流比 

受電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

発電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

小規模局

舎用電源

装置 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
電流比 

小規模局

舎用蓄電

池 

局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置

及び衛星通信設備 

電流比 

可搬型発

動発電機 
局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置

及び衛星通信設備 

電流比 

直流変換

電源装置 
消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 電流比 

機械室建物 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配

線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察ト

ランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、

衛星通信設備及び信号用中継交換機 

面積比 

機械室土地 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配

線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察ト

面積比 

事務費の合計額比 
車両 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費比 
工具、器具及び

備品 
別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
無

形

固

定

資

産 

交換機ソ

フトウェ

ア 

加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、

警察消防用回線集約装置 
ネットワーク設備

投資額 

その他の

無形固定

資産 

別表第１の１の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備

投資額 

空調設備 遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警

察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間

中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び

信号用中継交換機 

電力容量比 

電

力

設

備 

整流装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

蓄電池 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

交流無停

電電源装

置 

加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 
電流比 

受電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

発電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

小規模局

舎用電源

装置 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
電流比 

小規模局

舎用蓄電

池 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
 
 
 
 

電流比 

直流変換

電源装置 
消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 電流比 

機械室建物 遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装

置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、

中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

面積比 

機械室土地 遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装

置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、

面積比 
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ランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、

無線鉄塔、衛星通信設備及び信号用中継交換機 
 
注 資本コスト＝減価償却費＋自己資本費用＋他人資本費用＋利益対応税＋通信設備使用料＋固定資産税 
  保守コスト＝施設保全費＋道路占用料＋撤去費用 
 

中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、無線鉄塔、衛星通信設備及び信号

用中継交換機 
 
注 資本コスト＝減価償却費＋自己資本費用＋他人資本費用＋利益対応税＋通信設備使用料＋固定資産税 
  保守コスト＝施設保全費＋道路占用料＋撤去費用 
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別表第４の３（第６条関係） 費用算定に用いる数値  

 

項目 数値 単位 

加入者交換機施設保全費対投資額比率（二次係数） ―3.514フェムト ― 

加入者交換機施設保全費対投資額比率（一次係数） 0.04496 ― 

加入者交換機加入者回線当たり施設保全費 677 円／回線 

加入者交換機都道府県別施設保全費（北海道） 304,086,009 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（青森県） 281,006,409 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（岩手県） 288,218,784 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（宮城県） 302,643,534 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（秋田県） 291,103,734 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（山形県） 302,643,534 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（福島県） 306,970,959 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（茨城県） 332,935,509 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（栃木県） 328,608,084 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（群馬県） 314,183,334 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（埼玉県） 344,475,309 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（千葉県） 358,900,060 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（東京都） 373,324,810 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（神奈川県） 348,802,734 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（新潟県） 306,970,959 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（富山県） 319,953,234 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（石川県） 321,395,709 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（福井県） 324,280,659 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（山梨県） 353,130,159 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（長野県） 330,050,559 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（岐阜県） 327,165,609 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（静岡県） 335,820,459 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（愛知県） 334,377,984 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（三重県） 327,165,609 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（滋賀県） 327,165,609 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（京都府） 334,377,984 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（大阪府） 347,360,259 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（兵庫県） 331,493,034 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（奈良県） 340,147,884 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（和歌山県） 334,377,984 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（鳥取県） 302,643,534 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（島根県） 301,201,059 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（岡山県） 315,625,809 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（広島県） 304,086,009 円 

 

 

別表第４の３（第６条関係） 費用算定に用いる数値  

 

項目 数値 単位 

加入者交換機施設保全費対投資額比率（二次係数） ―3.916フェムト ― 

加入者交換機施設保全費対投資額比率（一次係数） 0.0454 ― 

加入者交換機加入者回線当たり施設保全費 650 円／回線 

加入者交換機都道府県別施設保全費（北海道） 316,375,638 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（青森県） 291,701,391 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（岩手県） 291,701,391 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（宮城県） 293,152,817 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（秋田県） 291,701,391 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（山形県） 301,861,375 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（福島県） 310,569,933 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（茨城県） 336,695,606 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（栃木県） 332,341,327 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（群馬県） 325,084,195 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（埼玉県） 346,855,590 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（千葉県） 361,369,853 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（東京都） 375,884,116 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（神奈川県） 352,661,295 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（新潟県） 317,827,064 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（富山県） 325,084,195 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（石川県） 323,632,769 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（福井県） 326,535,622 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（山梨県） 362,821,279 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（長野県） 333,792,753 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（岐阜県） 329,438,474 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（静岡県） 348,307,016 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（愛知県） 343,952,737 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（三重県） 339,598,458 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（滋賀県） 335,244,179 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（京都府） 346,855,590 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（大阪府） 359,918,426 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（兵庫県） 343,952,737 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（奈良県） 352,661,295 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（和歌山県） 346,855,590 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（鳥取県） 314,924,211 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（島根県） 313,472,785 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（岡山県） 319,278,490 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（広島県） 312,021,359 円 

（傍線部分は改正部分） 
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加入者交換機都道府県別施設保全費（山口県） 306,970,959 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（徳島県） 312,740,859 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（香川県） 305,528,484 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（愛媛県） 305,528,484 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（高知県） 305,528,484 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（福岡県） 305,528,484 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（佐賀県） 306,970,959 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（長崎県） 295,431,159 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（熊本県） 293,988,684 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（大分県） 289,661,259 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（宮崎県） 285,333,834 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（鹿児島県） 289,661,259 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（沖縄県） 272,351,559 円 

中継交換機施設保全費対投資額比率 0.04795 ― 

伝送装置施設保全費対投資額比率 0.02589 ― 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（北海道） 166,155 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（青森県） 153,682 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（岩手県） 157,580 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（宮城県） 165,376 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（秋田県） 159,139 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（山形県） 165,376 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（福島県） 167,714 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（茨城県） 181,746 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（栃木県） 179,407 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（群馬県） 171,612 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（埼玉県） 187,983 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（千葉県） 195,778 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（東京都） 203,574 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（神奈川県） 190,321 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（新潟県） 167,714 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（富山県） 174,730 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（石川県） 175,510 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（福井県） 177,069 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（山梨県） 192,660 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（長野県） 180,187 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（岐阜県） 178,628 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（静岡県） 183,305 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（愛知県） 182,526 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（三重県） 178,628 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（滋賀県） 178,628 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（京都府） 182,526 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（大阪府） 189,542 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（兵庫県） 180,967 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（奈良県） 185,644 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（和歌山県） 182,526 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（鳥取県） 165,376 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（島根県） 164,596 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（岡山県） 172,392 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（広島県） 166,155 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（山口県） 167,714 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（徳島県） 170,832 円／km 

加入者交換機都道府県別施設保全費（山口県） 319,278,490 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（徳島県） 316,375,638 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（香川県） 316,375,638 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（愛媛県） 317,827,064 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（高知県） 316,375,638 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（福岡県） 317,827,064 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（佐賀県） 310,569,933 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（長崎県） 303,312,801 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（熊本県） 306,215,654 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（大分県） 301,861,375 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（宮崎県） 297,507,096 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（鹿児島県） 301,861,375 円 

加入者交換機都道府県別施設保全費（沖縄県） 280,089,980 円 

中継交換機施設保全費対投資額比率 0.04985 ― 

伝送装置施設保全費対投資額比率 0.02612 ― 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（北海道） 163,681 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（青森県） 151,084 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（岩手県） 151,084 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（宮城県） 151,825 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（秋田県） 151,084 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（山形県） 156,271 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（福島県） 160,717 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（茨城県） 174,055 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（栃木県） 171,832 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（群馬県） 168,127 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（埼玉県） 179,242 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（千葉県） 186,651 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（東京都） 194,061 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（神奈川県） 182,206 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（新潟県） 164,422 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（富山県） 168,127 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（石川県） 167,386 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（福井県） 168,868 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（山梨県） 187,392 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（長野県） 172,573 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（岐阜県） 170,350 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（静岡県） 179,983 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（愛知県） 177,760 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（三重県） 175,537 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（滋賀県） 173,314 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（京都府） 179,242 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（大阪府） 185,911 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（兵庫県） 177,760 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（奈良県） 182,206 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（和歌山県） 179,242 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（鳥取県） 162,940 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（島根県） 162,199 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（岡山県） 165,163 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（広島県） 161,458 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（山口県） 165,163 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（徳島県） 163,681 円／km 
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メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（香川県） 166,935 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（愛媛県） 166,935 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（高知県） 166,935 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（福岡県） 166,935 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（佐賀県） 167,714 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（長崎県） 161,478 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（熊本県） 160,698 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（大分県） 158,360 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（宮崎県） 156,021 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（鹿児島県） 158,360 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（沖縄県） 149,005 円／km 

メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 281 円／回線 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（北海道） 33,541 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（青森県） 31,024 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（岩手県） 31,810 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（宮城県） 33,384 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（秋田県） 32,125 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（山形県） 33,384 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（福島県） 33,856 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（茨城県） 36,689 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（栃木県） 36,217 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（群馬県） 34,643 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（埼玉県） 37,948 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（千葉県） 39,521 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（東京都） 41,095 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（神奈川県） 38,420 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（新潟県） 33,856 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（富山県） 35,272 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（石川県） 35,430 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（福井県） 35,745 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（山梨県） 38,892 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（長野県） 36,374 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（岐阜県） 36,059 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（静岡県） 37,004 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（愛知県） 36,846 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（三重県） 36,059 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（滋賀県） 36,059 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（京都府） 36,846 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（大阪府） 38,262 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（兵庫県） 36,531 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（奈良県） 37,476 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（和歌山県） 36,846 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（鳥取県） 33,384 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（島根県） 33,227 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（岡山県） 34,800 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（広島県） 33,541 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（山口県） 33,856 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（徳島県） 34,486 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（香川県） 33,699 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（愛媛県） 33,699 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（高知県） 33,699 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（香川県） 163,681 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（愛媛県） 164,422 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（高知県） 163,681 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（福岡県） 164,422 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（佐賀県） 160,717 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（長崎県） 157,012 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（熊本県） 158,494 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（大分県） 156,271 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（宮崎県） 154,048 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（鹿児島県） 156,271 円／km 

メタルケーブル延長１km当たり施設保全費（沖縄県） 145,156 円／km 

メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 279 円／回線 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（北海道） 32,591 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（青森県） 30,083 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岩手県） 30,083 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（宮城県） 30,230 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（秋田県） 30,083 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山形県） 31,116 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福島県） 32,001 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（茨城県） 34,657 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（栃木県） 34,214 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（群馬県） 33,476 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（埼玉県） 35,689 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（千葉県） 37,165 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（東京都） 38,640 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（神奈川県） 36,280 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（新潟県） 32,739 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（富山県） 33,476 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（石川県） 33,329 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福井県） 33,624 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山梨県） 37,312 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（長野県） 34,362 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岐阜県） 33,919 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（静岡県） 35,837 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（愛知県） 35,394 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（三重県） 34,952 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（滋賀県） 34,509 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（京都府） 35,689 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（大阪府） 37,017 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（兵庫県） 35,394 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（奈良県） 36,280 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（和歌山県） 35,689 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（鳥取県） 32,444 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（島根県） 32,296 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岡山県） 32,886 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（広島県） 32,148 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山口県） 32,886 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（徳島県） 32,591 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（香川県） 32,591 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（愛媛県） 32,739 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（高知県） 32,591 円／km 
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加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（福岡県） 33,699 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（佐賀県） 33,856 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（長崎県） 32,597 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（熊本県） 32,440 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（大分県） 31,968 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（宮崎県） 31,496 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（鹿児島県） 31,968 円／km 

加入系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（沖縄県） 30,079 円／km 

加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 281 円／回線 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（北海道） 248,168 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（青森県） 229,395 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（岩手県） 235,262 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（宮城県） 246,994 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（秋田県） 237,608 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（山形県） 246,994 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（福島県） 250,514 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（茨城県） 271,633 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（栃木県） 268,114 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（群馬県） 256,381 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（埼玉県） 281,020 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（千葉県） 292,753 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（東京都） 304,485 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（神奈川県） 284,540 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（新潟県） 250,514 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（富山県） 261,074 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（石川県） 262,247 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（福井県） 264,594 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（山梨県） 288,059 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（長野県） 269,287 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（岐阜県） 266,940 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（静岡県） 273,980 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（愛知県） 272,807 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（三重県） 266,940 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（滋賀県） 266,940 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（京都府） 272,807 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（大阪府） 283,366 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（兵庫県） 270,460 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（奈良県） 277,500 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（和歌山県） 272,807 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（鳥取県） 246,994 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（島根県） 245,821 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（岡山県） 257,554 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（広島県） 248,168 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（山口県） 250,514 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（徳島県） 255,207 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（香川県） 249,341 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（愛媛県） 249,341 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（高知県） 249,341 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（福岡県） 249,341 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（佐賀県） 250,514 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（長崎県） 241,128 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福岡県） 32,739 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（佐賀県） 32,001 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（長崎県） 31,263 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（熊本県） 31,558 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（大分県） 31,116 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（宮崎県） 30,673 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（鹿児島県） 31,116 円／km 

加入系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（沖縄県） 28,902 円／km 

加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 279 円／回線 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（北海道） 272,396 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（青森県） 251,226 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岩手県） 251,226 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（宮城県） 252,472 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（秋田県） 251,226 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山形県） 259,943 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福島県） 267,415 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（茨城県） 289,830 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（栃木県） 286,094 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（群馬県） 279,868 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（埼玉県） 298,547 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（千葉県） 310,999 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（東京都） 323,452 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（神奈川県） 303,528 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（新潟県） 273,641 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（富山県） 279,868 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（石川県） 278,622 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福井県） 281,113 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山梨県） 312,245 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（長野県） 287,339 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岐阜県） 283,603 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（静岡県） 299,792 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（愛知県） 296,056 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（三重県） 292,320 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（滋賀県） 288,584 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（京都府） 298,547 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（大阪府） 309,754 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（兵庫県） 296,056 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（奈良県） 303,528 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（和歌山県） 298,547 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（鳥取県） 271,151 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（島根県） 269,905 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岡山県） 274,887 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（広島県） 268,660 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山口県） 274,887 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（徳島県） 272,396 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（香川県） 272,396 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（愛媛県） 273,641 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（高知県） 272,396 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福岡県） 273,641 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（佐賀県） 267,415 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（長崎県） 261,189 円／km 
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中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（熊本県） 239,955 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（大分県） 236,435 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（宮崎県） 232,915 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（鹿児島県） 236,435 円／km 

中継系光ケーブル延長１km 当たり施設保全費（沖縄県） 222,355 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（北海道） 388,136 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（青森県） 357,940 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岩手県） 367,376 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（宮城県） 386,249 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（秋田県） 371,151 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山形県） 386,249 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福島県） 391,910 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（茨城県） 425,881 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（栃木県） 420,219 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（群馬県） 401,347 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（埼玉県） 440,979 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（千葉県） 459,851 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（東京都） 478,724 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（神奈川県） 446,641 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（新潟県） 391,910 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（富山県） 408,896 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（石川県） 410,783 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福井県） 414,557 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山梨県） 452,302 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（長野県） 422,106 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岐阜県） 418,332 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（静岡県） 429,655 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（愛知県） 427,768 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（三重県） 418,332 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（滋賀県） 418,332 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（京都府） 427,768 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（大阪府） 444,753 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（兵庫県） 423,994 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（奈良県） 435,317 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（和歌山県） 427,768 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（鳥取県） 386,249 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（島根県） 384,361 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岡山県） 403,234 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（広島県） 388,136 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山口県） 391,910 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（徳島県） 399,459 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（香川県） 390,023 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（愛媛県） 390,023 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（高知県） 390,023 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福岡県） 390,023 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（佐賀県） 391,910 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（長崎県） 376,812 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（熊本県） 374,925 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（大分県） 369,263 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（宮崎県） 363,602 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（鹿児島県） 369,263 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（熊本県） 263,679 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（大分県） 259,943 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（宮崎県） 256,208 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（鹿児島県） 259,943 円／km 

中継系光ケーブル延長１km当たり施設保全費（沖縄県） 241,264 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（北海道） 380,540 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（青森県） 350,283 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岩手県） 350,283 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（宮城県） 352,063 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（秋田県） 350,283 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山形県） 362,742 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福島県） 373,421 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（茨城県） 405,457 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（栃木県） 400,118 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（群馬県） 391,219 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（埼玉県） 417,916 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（千葉県） 435,714 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（東京都） 453,512 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（神奈川県） 425,035 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（新潟県） 382,320 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（富山県） 391,219 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（石川県） 389,439 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福井県） 392,998 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山梨県） 437,494 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（長野県） 401,897 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岐阜県） 396,558 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（静岡県） 419,696 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（愛知県） 414,356 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（三重県） 409,017 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（滋賀県） 403,677 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（京都府） 417,916 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（大阪府） 433,934 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（兵庫県） 414,356 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（奈良県） 425,035 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（和歌山県） 417,916 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（鳥取県） 378,760 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（島根県） 376,980 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岡山県） 384,099 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（広島県） 375,200 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山口県） 384,099 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（徳島県） 380,540 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（香川県） 380,540 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（愛媛県） 382,320 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（高知県） 380,540 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福岡県） 382,320 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（佐賀県） 373,421 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（長崎県） 364,522 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（熊本県） 368,081 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（大分県） 362,742 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（宮崎県） 357,402 円／km 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（鹿児島県） 362,742 円／km 
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海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（沖縄県） 346,616 円／km 

管路延長 km当たり施設保全費 70,352 円／km 

中口径管路亘長 km当たり施設保全費 70,352 円／km 

とう道亘長 km当たり施設保全費 70,352 円／km 

共同溝亘長 km当たり施設保全費 70,352 円／km 

自治体管路延長 km当たり施設保全費 70,352 円／km 

電線共同溝延長 km当たり施設保全費 70,352 円／km 

電力設備施設保全費対投資額比率 0.05065 ― 

可搬型発動発電機施設保全費対投資額比率 0.05065 ― 

機械室建物施設保全費対投資額比率 0.02068 ― 

監視設備（総合監視）施設保全費対投資額比率 0.1438 ― 

監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率（二次係数） ―3.514フェムト ― 

監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率（一次係数） 0.04496 ― 

監視設備（中継交換機）施設保全費対投資額比率 0.04795 ― 

監視設備（市外線路）市外線路延長 km当たり施設保全費 9,954 円／km 

監視設備（市内線路）市内線路延長 km当たり施設保全費 1,943 円／km 

監視設備（伝送無線機械）施設保全費対投資額比率 0.02589 ― 

共通用建物施設保全費対投資額比率 0.02068 ― 

構築物施設保全費対投資額比率 ０ ― 

機械及び装置施設保全費対投資額比率 ０ ― 

車両施設保全費対投資額比率 0.03591 ― 

工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 0.003579 ― 

無形固定資産（交換機ソフトウェア）施設保全費対投資額比率 ０ ― 

無形固定資産（その他の無形固定資産）施設保全費対投資額比率 ０ ― 

電柱１本当たり道路占用料 422 円／本 

管路１km当たり道路占用料 49,447 円／km 

中口径管路１km当たり道路占用料 493,283 円／km 

とう道１km当たり道路占用料 998,617 円／km 

情報ボックス１km当たり道路占用料 5,256 円／km 

自治体管路１km当たり道路占用料 5,256 円／km 

電線共同溝１km当たり道路占用料 5,256 円／km 

き線点遠隔収容装置１台当たり道路占用料 63 円／台 

主配線盤端末回線側比率 0.5 ― 

光ケーブル成端架端末回線側比率 0.5 ― 

機械設備撤去費用対投資額比率 0.001329 ― 

市外線路撤去費用対投資額比率 0.009416 ― 

市内線路撤去費用対投資額比率 0.002053 ― 

土木設備撤去費用対投資額比率 0.000924 ― 

可搬型発動発電機撤去費用対投資額比率 0.001329 ― 

建物撤去費用対投資額比率 0.001044 ― 

構築物撤去費用対投資額比率 0.001106 ― 

機械及び装置撤去費用対投資額比率 0.000868 ― 

車両撤去費用対投資額比率 ０ ― 

工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 0.0007583 ― 

試験研究費対直接費比率 0.03333 ― 

１回線当たり接続関連事務費 ０ 円／回線 

１回線当たり専用型接続関連事務費 ０ 円／回線 

１回線当たり専用回線管理運営費 4,185 円／回線 

管理共通費比率 0.1532 ― 

専用型速度換算係数 221 ― 

専用型 52Ｍ収容回線数 672 回線 

海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（沖縄県） 336,045 円／km 

管路延長 km当たり施設保全費 76,916 円／km 

中口径管路亘長 km当たり施設保全費 76,916 円／km 

とう道亘長 km当たり施設保全費 76,916 円／km 

共同溝亘長 km当たり施設保全費 76,916 円／km 

自治体管路延長 km当たり施設保全費 76,916 円／km 

電線共同溝延長 km当たり施設保全費 76,916 円／km 

電力設備施設保全費対投資額比率 

 

0.05424 ― 

機械室建物施設保全費対投資額比率 0.02346 ― 

監視設備（総合監視）施設保全費対投資額比率 0.2098 ― 

監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率（二次係数） ―3.916フェムト ― 

監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率（一次係数） 0.0454 ― 

監視設備（中継交換機）施設保全費対投資額比率 0.04985 ― 

監視設備（市外線路）市外線路延長 km当たり施設保全費 11,258 円／km 

監視設備（市内線路）市内線路延長 km当たり施設保全費 2,146 円／km 

監視設備（伝送無線機械）施設保全費対投資額比率 0.02612 ― 

共通用建物施設保全費対投資額比率 0.02346 ― 

構築物施設保全費対投資額比率 ０ ― 

機械及び装置施設保全費対投資額比率 ０ ― 

車両施設保全費対投資額比率 0.03139 ― 

工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 0.003796 ― 

無形固定資産（交換機ソフトウェア）施設保全費対投資額比率 ０ ― 

無形固定資産（その他の無形固定資産）施設保全費対投資額比率 ０ ― 

電柱１本当たり道路占用料 442 円／本 

管路１km当たり道路占用料 50,598 円／km 

中口径管路１km当たり道路占用料 507,788 円／km 

とう道１km当たり道路占用料 1,021,857 円／km 

情報ボックス１km当たり道路占用料 5,378 円／km 

自治体管路１km当たり道路占用料 5,378 円／km 

電線共同溝１km当たり道路占用料 5,378 円／km 

き線点遠隔収容装置１台当たり道路占用料 66 円／台 

主配線盤端末回線側比率 0.5 ― 

光ケーブル成端架端末回線側比率 0.5 ― 

機械設備撤去費用対投資額比率 0.001272 ― 

市外線路撤去費用対投資額比率 0.007846 ― 

市内線路撤去費用対投資額比率 0.002119 ― 

土木設備撤去費用対投資額比率 

 

0.001008 ― 

建物撤去費用対投資額比率 0.001802 ― 

構築物撤去費用対投資額比率 0.002594 ― 

機械及び装置撤去費用対投資額比率 0.001237 ― 

車両撤去費用対投資額比率 ０ ― 

工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 0.0008185 ― 

試験研究費対直接費比率 0.03154 ― 

１回線当たり接続関連事務費 ０ 円／回線 

１回線当たり専用型接続関連事務費 ０ 円／回線 

１回線当たり専用回線管理運営費 4,999 円／回線 

管理共通費比率 0.1518 ― 

専用型速度換算係数 231 ― 

専用型 52Ｍ収容回線数 672 回線 
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端末系交換回数比例比率 0.2106 ― 

中継系交換回数比例比率 0.3661 ― 

経済的耐用年数 交換機 25.7 年 

局設置遠隔収容装置 21.8 年 

局設置簡易遠隔収容装置 13.5 年 

伝送装置 17.9 年 

き線点遠隔収容装置 13.5 年 

無線伝送装置 ９ 年 

通信衛星設備 ９ 年 

架空メタルケーブル 27 年 

地下メタルケーブル 36.2 年 

陸上架空光ケーブル 15.1 年 

陸上地下光ケーブル 21.2 年 

海底光ケーブル 26.5 年 

電柱 21.2 年 

管路 58.8 年 

中口径管路 58.8 年 

とう道 75 年 

共同溝 75 年 

電線共同溝 58.8 年 

無線アンテナ 24.3 年 

無線鉄塔 24.3 年 

空調設備 ９ 年 

電力設備（電源装置） ６ 年 

電力設備（発電装置） 15 年 

電力設備（受電装置） ９ 年 

可搬型発動発電機 15 年 

機械室建物 24.1 年 

監視設備（総合監視） ９ 年 

監視設備（加入者交換機） 10.6 年 

監視設備（中継交換機） 10.5 年 

監視設備（伝送無線機械） 10.8 年 

監視設備（市外線路） 14.1 年 

監視設備（市内線路） 17.4 年 

共通用建物 23.1 年 

構築物 15.8 年 

機械及び装置 10.7 年 

車両 ５ 年 

工具、器具及び備品 5.5 年 

無形固定資産（交換機ソフトウェア） 12.8 年 

無形固定資産（その他の無形固定資産） 5.2 年 

 

 

 

端末系交換回数比例比率 0.2174 ― 

中継系交換回数比例比率 0.4062 ― 

経済的耐用年数 交換機 25 年 

遠隔収容装置 

 

21 年 

伝送装置 16.9 年 

き線点遠隔収容装置 13.5 年 

無線伝送装置 ９ 年 

通信衛星設備 ９ 年 

架空メタルケーブル 26.3 年 

地下メタルケーブル 35.4 年 

陸上架空光ケーブル 15.1 年 

陸上地下光ケーブル 21.2 年 

海底光ケーブル 26.5 年 

電柱 21.2 年 

管路 58.1 年 

中口径管路 58.1 年 

とう道 75 年 

共同溝 75 年 

電線共同溝 58.1 年 

無線アンテナ 24.3 年 

無線鉄塔 24.3 年 

空調設備 ９ 年 

電力設備（電源装置） ６ 年 

電力設備（発電装置） 15 年 

電力設備（受電装置） 

 

９ 年 

機械室建物 24.1 年 

監視設備（総合監視） ９ 年 

監視設備（加入者交換機） 10.6 年 

監視設備（中継交換機） 10.5 年 

監視設備（伝送無線機械） 10.8 年 

監視設備（市外線路） 14.1 年 

監視設備（市内線路） 17.4 年 

共通用建物 23.1 年 

構築物 15.8 年 

機械及び装置 10.7 年 

車両 ５ 年 

工具、器具及び備品 5.5 年 

無形固定資産（交換機ソフトウェア） 11.8 年 

無形固定資産（その他の無形固定資産） 5.2 年 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第５（第６条・第９条関係） 設備区分別費用明細表 
 

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表

 

信 号 用 中 継 交 換 機                             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置                             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置                             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
                            

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

伝 送 装 置                             

中 継 交 換 機                             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置                             

消 防 警 察 ト ラ ン ク                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

 
別表第５（第６条・第９条関係） 設備区分別費用明細表 
 

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表

 

信 号 用 中 継 交 換 機                             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置                             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置                             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
                            

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             
無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

伝 送 装 置                             

中 継 交 換 機                             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置                             

消 防 警 察 ト ラ ン ク                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

（傍線部分は改正部分） 
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主 配 線 盤                             

加 入 者 交 換 機                             
局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置               

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置                             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

 

  設 備 区 分 

 

 

 

 

 

 

         費 用 区 分 

 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
 
別表第６～第８（略） 
 

主 配 線 盤                             

加 入 者 交 換 機 

 
                            

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置                             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

 

  設 備 区 分 

 

 

 

 

 

 

         費 用 区 分 

 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
 
別表第６～第８（略） 
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○
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１
～
５
（
略
）

１
～
５
（
略
）

６

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
に
限
る
。）
の
機
能
の

６

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
に
限
る
。）
の
機
能
の

接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
別
表
第
１
の
１
に
掲
げ
る
第
一
種

接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
別
表
第
１
の
１
に
掲
げ
る
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に

係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
控
除
し
て
算

係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
控
除
し
て
算

定
す
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
、
そ
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和

で
の
間
、
そ
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和

す
る
た
め
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増

す
る
た
め
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増

減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続

減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続

料
の
原
価
の
一
部
を
加
入
者
交
換
機
能
の
接
続
料
の
原
価
に
加
算
す
る
こ
と
が
で

料
の
原
価
の
一
部
を
加
入
者
交
換
機
能
の
接
続
料
の
原
価
に
加
算
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

８

前
項
の
加
算
は
、
次
の
要
件
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
項
の
加
算
は
、
次
の
要
件
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

一

平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

分
の
四
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

分
の
四
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

二

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

二

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
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指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

分
の
三
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

分
の
三
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

三

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

三

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

四

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

四

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

置
す
る
も
の
を
除
く
。）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
一
を

置
す
る
も
の
を
除
く
。）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
一
を

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で
あ

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と

る
こ
と

五

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

五

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
三
を

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
三
を

超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

六

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

六

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
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該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
四
を

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
四
を

超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

七

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

七

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
超
え
な
い
額

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
超
え
な
い
額

を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設

置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及

び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置

す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

９

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
十
二
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合

９

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
十
二
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
原
価
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回

に
は
、
そ
の
原
価
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回

線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関

線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関

す
る
接
続
料
の
原
価
（
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
さ
れ
る
通
信
に
係
る
も
の
に
限
る
。

す
る
接
続
料
の
原
価
（
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
さ
れ
る
通
信
に
係
る
も
の
に
限
る
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

前
項
の
加
算
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を

前
項
の
加
算
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を

10

10

確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

110



一

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

一

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

分
の
三
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

分
の
三
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

二

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

置
す
る
も
の
を
除
く
。）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
四
を

置
す
る
も
の
を
除
く
。）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
四
を

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
分
の
三
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で
あ

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
分
の
三
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

三

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

三

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

四

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、
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そ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

五

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設

置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及

び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置

す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、
加
算
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限

11

11

る
。）
の
機
能
の
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
第
一
種
指
定
加

る
。）
の
機
能
の
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
第
一
種
指
定
加

入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係

入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係

る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
（
基
地
局
設
備
と

る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
（
基
地
局
設
備
と

の
間
を
伝
送
す
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
ア
ナ
ロ
グ
信
号

の
間
を
伝
送
す
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
ア
ナ
ロ
グ
信
号

の
伝
送
に
用
い
ら
れ
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

の
伝
送
に
用
い
ら
れ
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
。）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
加
算
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確

前
項
の
加
算
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確

12

12

保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

一

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
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設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

置
す
る
も
の
を
除
く
。）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
三
分
の
二
を

置
す
る
も
の
を
除
く
。）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
三
分
の
二
を

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
五
分
の
七
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
五
分
の
七
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

二

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

二

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

三

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

そ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

四

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、
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加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設

置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及

び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置

す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、
加
算
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
八
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
附
則
第
十
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

附
則
第
八
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
附
則
第
十
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

13

13

で
及
び
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

で
及
び
前
項
各
号
の
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置

隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て

す
る
も
の
及
び
附
則
第
八
項
第
八
号
、
附
則
第
十
項
第
六
号
及
び
前
項
第
五
号
の

は
、
現
に
事
業
者
が
設
置
す
る
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置

き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容

局
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間

に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機

設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
現
に
事
業
者
が
設
置
す
る
局
設
置
遠

隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
の
変
更
に
際
し
、

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
の
変
更
に
際
し
、

14

14

同
項
の
機
能
（
新
規
則
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機

同
項
の
機
能
（
新
規
則
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機

能
に
限
る
。
）、
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
及
び
ロ
の

能
に
限
る
。
）、
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
及
び
ロ
の

機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
並
び
に
優
先
接
続
機
能
を
除
く
。
）、
四
の
項
、
五
の

機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
並
び
に
優
先
接
続
機
能
を
除
く
。
）、
四
の
項
、
五
の

項
、
六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を

項
、
六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を

除
く
。）
及
び
八
の
項
に
限
る
。）
に
係
る
通
信
量
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八

除
く
。）
及
び
八
の
項
に
限
る
。）
に
係
る
通
信
量
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通
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信
量
等
に
代
え
て
、
当
該
変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
の
下
半
期
と
当
該

信
量
等
に
代
え
て
、
当
該
変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
の
下
半
期
と
当
該

変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
上
半
期
の
通
信
量
等
の
合
算
値
を
用
い
る
こ
と
が
で

変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
上
半
期
の
通
信
量
等
の
合
算
値
を
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

事
業
者
は
、
前
項
の
合
算
値
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
第
十
九
条
の

事
業
者
は
、
前
項
の
合
算
値
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
第
十
九
条
の

15

15

規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
に
代
え
て

規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
に
代
え
て

将
来
の
合
理
的
な
通
信
量
等
の
予
測
値
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

将
来
の
合
理
的
な
通
信
量
等
の
予
測
値
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
予
測
値
を
用
い
る
場
合
に
は
、
事
業
者
は
、
前
項
の
予
測
値
を
得
る
た

前
項
の
予
測
値
を
用
い
る
場
合
に
は
、
事
業
者
は
、
前
項
の
予
測
値
を
得
る
た

16

16

め
に
必
要
な
各
月
の
通
信
量
等
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

め
に
必
要
な
各
月
の
通
信
量
等
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

本
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
信
量
等
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
間

本
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
信
量
等
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
間

は
、
こ
れ
ら
に
代
え
て
、
事
業
者
が
現
に
記
録
し
て
い
る
通
信
量
等
を
用
い
る
こ

は
、
こ
れ
ら
に
代
え
て
、
事
業
者
が
現
に
記
録
し
て
い
る
通
信
量
等
を
用
い
る
こ

と
と
す
る
。

と
と
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
自
ら
が
持
株
会
社
の

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
自
ら
が
持
株
会
社
の

17

17

子
会
社
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
持
株
会
社
の
他
の
子
会
社
と
し
て
他
の
事
業
者

子
会
社
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
持
株
会
社
の
他
の
子
会
社
と
し
て
他
の
事
業
者

が
存
在
す
る
場
合
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
、
三
の
四
の
項
、
四
の
項
、
五
の
項
、

が
存
在
す
る
場
合
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
、
三
の
四
の
項
、
四
の
項
、
五
の
項
、

六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除

六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除

く
。）
及
び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
が
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ

く
。）
及
び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
が
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ

い
て
当
該
他
の
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
と
同
額
と
な
る
よ
う
、
当
該
機
能

い
て
当
該
他
の
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
と
同
額
と
な
る
よ
う
、
当
該
機
能

に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
通
信
量
等
を
当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算
し
て

に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
通
信
量
等
を
当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算
し
て

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

18

19

18

19
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附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。 

 

（
総
務
大
臣
に
よ
る
通
知
） 

２ 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
公
布
後
速
や
か
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
接
続
料
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う

。
）

第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

３ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
新
規
則
の
施
行
の
際
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
新
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
同

項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
は
、
新
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
当
該
申
請
を
認
可
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
認
可
の
処
分
の
日
が
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
後
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
の

施
行
の
際
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
当
該
処
分
の
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す

。 

６ 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
接
続
料
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一
の
一
に
掲
げ
る
加
入
者
交
換
機

及
び
中
継
交
換
機
並
び
に
別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
監
視
設
備
（
加
入
者
交
換
機
及
び
中
継
交
換
機
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

及
び
無

形
固
定
資
産
（
交
換
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
限
る

。
）

（
以
下
「
交
換
機
関
連
設
備
等
」
と
い
う

。
）

の
正
味
固
定
資
産
価
額
及
び
減
価

償
却
費
の
額
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
部
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
項
の
控
除
は
、
次
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。 
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一 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
接
続
料
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産

価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
（
現
に
事
業
者
が
使
用
し
て
い
る
交
換
機
関
連
設
備
等
の
取
得
原
価
の
う
ち
法
定

耐
用
年
数
を
経
過
し
て
使
用
し
て
い
る
設
備
の
取
得
原
価
が
占
め
る
割
合
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
値
で
あ
っ
て
、
新
規
則
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
接
続
料
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産

価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除

す
る
も
の
と
す
る
。 

三 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
接
続
料
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産

価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と

す
る
。 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第５（第 15 条関係）  
第１ 対象設備に係る設備区分  
対象設備 設備区分 

端末系伝送路設備（加入者側終端装置及び

端末系交換等設備との間等に設置される伝

送装置等を除く。） 

主配線盤 端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

メタルケ

ーブル 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は

局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。） 

加入系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の（局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換

機設置局間に設置するものを除く。） 

加入系電

柱 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

 
別表第５（第 15 条関係） 
第１ 対象設備に係る設備区分  
対象設備 設備区分 

端末系伝送路設備（加入者側終端装置及び

端末系交換等設備との間等に設置される伝

送装置等を除く。） 

主配線盤 端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

メタルケ

ーブル 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの（き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限

る。） 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経

由しない場合に限る。） 

加入系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

加入系電

柱 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令案 新旧対照条文 
 
○基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成十四年総務省令第六十四号） 

（傍線部分は改正部分） 
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加入系管

路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

加入系中

口径管路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

加入系共

同溝 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

加入系と

う道 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

電線共同

溝 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

加入系管

路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

 

加入系中

口径管路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

加入系共

同溝 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

加入系と

う道 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

電線共同

溝 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

119



るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

自治体管

路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

情報ボッ

クス 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

総合デジ

タル通信

局内回線

終端装置 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は

局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。） 

加入者交換機（端末系伝送路設備、中継系

伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれ

加入者交

換機 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

自治体管

路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

情報ボッ

クス 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

総合デジ

タル通信

局内回線

終端装置 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの（き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限

る。） 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経

由しない場合に限る。） 

加入者交換機（端末系伝送路設備、中継系

伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれ

加入者交

換機 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者
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ぞれの間に設置される伝送装置等を含み、

手動によるものを除く。） 

加入者交

換回線収

容装置 

交換回線収容装置を除く。 

局設置遠

隔収容装

置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

消防警察

トランク 

 

警察消防

用回線集

約装置 

光ケーブ

ル成端架 

加入者交換機に属する部分のうち、中継系光ケーブル

（局設置遠隔収容装置～加入者交換機間及び加入者

交換機～中継交換機間に設置するもの）を収容するも

の 

伝送装置 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中間中継

伝送装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

クロック

供給装置 

局設置遠隔収容装置 

加入者交換機 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系光

ケーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底光ケ

ーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底中間

中継伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線アン

テナ 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

ぞれの間に設置される伝送装置等を含み、

手動によるものを除く。） 

加入者交

換回線収

容装置 

交換回線収容装置を除く。 

局設置遠

隔収容装

置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

消防警察

トランク 

警察消防

用回線集

約装置 

光ケーブ

ル成端架 

加入者交換機に属する部分のうち、中継系光ケーブル

（局設置遠隔収容装置～加入者交換機間及び加入者

交換機～中継交換機間に設置するもの）を収容するも

の 

伝送装置 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中間中継

伝送装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

クロック

供給装置 

局設置遠隔収容装置 

加入者交換機 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系光

ケーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底光ケ

ーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底中間

中継伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線アン

テナ 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 
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無線鉄塔 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

衛星通信

設備 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系電

柱 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系管

路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系中

口径管路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系共

同溝 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系と

う道 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

 

 

 

加入者交換機に係る設備区分のうち、

回線数の増減に応じて当該設備に係る

費用が増減するもの 

アナログ

局内回線

収容部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は

局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。） 

ア ナ ロ

グ・デジ

タル回線

共通部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は

局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。） 

無線鉄塔 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

衛星通信

設備 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系電

柱 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系管

路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系中

口径管路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系共

同溝 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系と

う道 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

 

 

 

加入者交換機に係る設備区分のうち、

回線数の増減に応じて当該設備に係る

費用が増減するもの 

アナログ

局内回線

収容部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの（き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限

る。） 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経

由しない場合に限る。） 

ア ナ ロ

グ・デジ

タル回線

共通部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの（き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限

る。） 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経

由しない場合に限る。） 
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局設置簡

易遠隔収

容装置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

き線点遠

隔収容装

置 

加入者系

半固定パ

ス伝送装

置 

 

主配線盤 加入者交換機に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル

及び中継系光ケーブル（き線点遠隔収容装置～加入者

交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加

入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局

～加入者交換機設置局間に設置するもの並びに局設

置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

のに限る。）を収容するもの 

中間中継

伝送装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

クロック

供給装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

 

 

 

き線点遠

隔収容装

置 

 

 

 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

加入者系

半固定パ

ス伝送装

置 

主配線盤 加入者交換機に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル

及び中継系光ケーブル（き線点収容装置～加入者交換

機間のうち、遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間に設置するものに限る。）を収容するもの 

 

 

 

中間中継

伝送装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

クロック

供給装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 
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るもの 

海底光ケ

ーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

 

海底中間

中継伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線アン

テナ 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線鉄塔 き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

衛星通信

設備 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

 

海底光ケ

ーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

 

海底中間

中継伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線アン

テナ 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線鉄塔 き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

衛星通信

設備 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 
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間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系電

柱 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系管

路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系中

口径管路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系共

同溝 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系と

う道 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継交換機（中継系伝送路設備等及び信号

用伝送装置とのそれぞれの間に設置される

中継交換

機 

中継交換回線収容装置を除く。 

 

 

 

中継系電

柱 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系管

路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系中

口径管路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系共

同溝 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系と

う道 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継交換機（中継系伝送路設備等及び信号

用伝送装置とのそれぞれの間に設置される

中継交換

機 

中継交換回線収容装置を除く。 
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伝送装置等を含み、手動によるものを除

く。） 

中継交換

回線収容

装置 

 

クロック

供給装置 

中継交換機 

光ケーブ

ル成端架 

中継交換機に属する部分に限る。 

中継系伝送路設備等であって、加入者交換

機と中継交換機との間に設置されるもの

（中継系伝送路設備等の両端に対向して設

置される伝送装置等を含む。）及び加入者交

換機又は中継交換機と他の電気通信事業者

の電気通信設備との間に設置されるもの

（加入者交換機又は中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間に設置さ

れる伝送装置等を含む。） 

伝送装置 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中間中継

伝送装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

クロック

供給装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系光

ケーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底光ケ

ーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底中間

中継伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線アン

テナ 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線鉄塔 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

衛星通信 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

伝送装置等を含み、手動によるものを除

く。） 

中継交換

回線収容

装置 

クロック

供給装置 

中継交換機 

光ケーブ

ル成端架 

中継交換機に属する部分に限る。 

中継系伝送路設備等であって、加入者交換

機と中継交換機との間に設置されるもの

（中継系伝送路設備等の両端に対向して設

置される伝送装置等を含む。）及び加入者交

換機又は中継交換機と他の電気通信事業者

の電気通信設備との間に設置されるもの

（加入者交換機又は中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間に設置さ

れる伝送装置等を含む。） 

伝送装置 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中間中継

伝送装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

クロック

供給装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系光

ケーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底光ケ

ーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底中間

中継伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線アン

テナ 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線鉄塔 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

衛星通信 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

126



設備 中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系電

柱 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系管

路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系中

口径管路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系共

同溝 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系と

う道 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中

継交換機 

  

公衆電話機 公衆電話

機端末 

公衆電話端末に限る。 

 

第２ 附属設備等に係る設備等区分  

附属設備等 設備等区分 

空調設備 空調設備 

電力設備 整流装置 

直流変換電源装置 

交流無停電電源装置 

蓄電池 

受電装置 

発電装置 

小規模局用電源装置 

可搬型発動発電機 

機械室建物 機械室建物 

設備 中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系電

柱 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系管

路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系中

口径管路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系共

同溝 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系と

う道 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中

継交換機 

  

公衆電話機 公衆電話

機端末 

公衆電話端末に限る。 

 

第２ 附属設備等に係る設備等区分  

附属設備等 設備等区分 

空調設備 空調設備 

電力設備 整流装置 

直流変換電源装置 

交流無停電電源装置 

蓄電池 

受電装置 

発電装置 

小規模局用電源装置 

 

機械室建物 機械室建物 
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機械室土地 機械室土地 

監視設備 総合監視 

加入者交換機 

中継交換機 

伝送無線機械 

市外線路 

市内線路 

共通用建物 共通用建物 

共通用土地 共通用土地 

構築物 構築物 

機械及び装置 機械及び装置 

車両 車両 

工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 

無形固定資産 交換機ソフトウェア 

その他の無形固定資産 

 
 
 

機械室土地 機械室土地 

監視設備 総合監視 

加入者交換機 

中継交換機 

伝送無線機械 

市外線路 

市内線路 

共通用建物 共通用建物 

共通用土地 共通用土地 

構築物 構築物 

機械及び装置 機械及び装置 

車両 車両 

工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 

無形固定資産 交換機ソフトウェア 

その他の無形固定資産 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第６ （第 15条関係） 正味固定資産価額算定方法  

定額法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×

（ｎ－１）、最低残存価額｝ 

期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×

ｎ、最低残存価額｝ 

定率法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ―１、投資額×最低残存率｝ 

期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

償却率＝１―（残存率）１÷法定耐用年数 

残存率＝０．１とする。 

なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳの局別総収容回線数（以下「局別

収容回線数」という。）が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ

以外の局には局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。 

⑵ 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収

容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ 局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 

 ⑴ 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収

容回線数の合計が１万２千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機

設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置

 
別表第６ （第 15条関係） 正味固定資産価額算定方法  

定額法正味固定資産価額＝Σ（ｎ＝１～経済的耐用年数）（定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×

（ｎ－１）、最低残存価額｝ 

期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×

ｎ、最低残存価額｝ 

定率法正味固定資産価額＝Σ（ｎ＝１～経済的耐用年数（定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ―１、投資額×最低残存率｝ 

期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

償却率＝１―（残存率）１÷法定耐用年数 

残存率＝０．１とする。 

なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

 ⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳの局別総収容回線数（以下「局別

収容回線数」という。）が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ

以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。 

 ⑵ 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収

容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ 局設置遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 

⑴ 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収

容回線数の合計が１万２千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機

設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。 

（傍線部分は改正部分） 
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を帰属させる。 

⑵ 単位料金区域内に加入者交換機設置局が１局のみの場合、その加入者交換機設置局に

当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属さ

せる。 

⑶ 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置～加入

者交換機間及び局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間の光ケーブルの総心㎞、加入

者交換機～中継交換機間伝送路距離、加入者交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠

隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先を決定する。 

３ 設備量の算定 

加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち

最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

なお、２以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあって

は、以下の⑴から⑷の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが１

であるときは、これを２とみなす。 

⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の発着信呼量に各役務の局別収

容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁

時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。）。 

⑵ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の最繁時呼量を各役務の平均保

留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計

を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で

除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

⑶ 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交

換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数、及び混在収容

時効率低下係数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

⑷ 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設

置遠隔収容装置対向 52Ｍパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数

とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェー

ス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと

加入者交換機投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換

機投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換機投資額 

＝加入者交換機ユニット数 

 

⑵ 単位料金区域内に加入者交換機設置局が１局のみの場合、その加入者交換機設置局に

当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。 

 

⑶ 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置～加入

者交換機間の光ケーブルの総心㎞、加入者交換機～中継交換機間伝送路距離、加入者交

換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔収容装置の帰属先を決定する。 

 

３ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち

最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

 

 

 

 ⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の発着信呼量に各役務の局別収

容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁

時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。）。 

⑵ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の最繁時呼量を各役務の平均保

留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計

を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で

除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

⑶ 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交

換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数、及び混在収容

時効率低下係数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

⑷ 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設

置遠隔収容装置対向 52Ｍパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数

とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェー

ス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと

加入者交換機投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交

換機投資額を算定する。 

局ごと加入者交換機投資額 

＝加入者交換機ユニット数 
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×加入者交換機ユニット当たり単価 

＋回線共通投資額 

＋加入者交換機直収電話端子数 

×加入者交換機直収アナログ電話回線単価 

＋（加入者交換機直収総合デジタル通信端子数 

＋ＰＨＳ端子数） 

×加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価 

＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

＋最繁時呼量投資額 

＋対向局設置遠隔収容装置ユニット数 

×局設置遠隔収容装置対向基本部単価 

＋局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス数 

×局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス単価 

＋加入者交換機中継 52Ｍパス数 

×加入者交換機中継 52Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

 １ 局設置遠隔収容装置の設置基準 

局別収容回線数が１万２千回線を超えない局のうち、次に掲げる条件のいずれにも該当

する局には局設置簡易遠隔収容装置を、それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置す

る。 

ア 局に収容される回線に、メタル電話回線、低速専用線、高速メタル専用線及び光地域

ＩＰ回線（当該光地域ＩＰ回線が当該局～加入者交換機設置局間に設置される伝送装置

をメタル電話回線、低速専用線又は高速メタル専用線と共用しない場合に限る。）以外

の回線を含まないこと。 

イ メタル電話回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容電話回線数に回線収容率を

乗じた値以下であること。 

ウ 低速専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容低速専用回線数に回線収容

率を乗じた値以下であること。 

エ 高速メタル専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容高速メタル専用回線

数に回線収容率を乗じた値以下であること。 

２ 設備量の算定 

局設置遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混

在収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 

３ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置

投資額を求め、全ての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装

×加入者交換機ユニット当たり単価 

＋回線共通投資額 

＋加入者交換機直収電話端子数 

×加入者交換機直収アナログ電話回線単価 

＋（加入者交換機直収総合デジタル通信端子数 

＋ＰＨＳ端子数） 

×加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価 

＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

＋最繁時呼量投資額 

＋対向局設置遠隔収容装置ユニット数 

×局設置遠隔収容装置対向基本部単価 

＋局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス数 

×局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス単価 

＋加入者交換機中継 52Ｍパス数 

×加入者交換機中継 52Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 設備量の算定 

遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容

時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置

投資額を求め、すべての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容

131



置投資額を算定する。 

局ごと局設置遠隔収容装置投資額 

＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額 

＋局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数 

×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価 

＋（局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数） 

×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価 

＋回線収容部投資額 

＋中継インタフェース部投資額 

局設置簡易遠隔

収容装置 

１ 設備量の算定 

局設置簡易遠隔収容装置のユニット数を１とする。 

２ 投資額の算定 

次の⑴及び⑵の算定式により、前項の規定に基づく局ごとのユニット数を用いて求めた

局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局の局設置簡易遠隔収容

装置投資額として、全ての局の局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額を合算し、局設置簡

易遠隔収容装置投資額を算定する。 

 ⑴ 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額 

     ＝（局設置簡易遠隔収容装置ユニット数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価 

＋専用線ユニット単価） 

      ×（局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数 

       ÷（局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数 

        ＋局設置簡易遠隔収容装置収容専用回線数）） 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

      ＋回線収容部投資額 

 ⑵ 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額 

     ＝局設置簡易遠隔収容装置ユニット数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

装置投資額を算定する。 

局ごと局設置遠隔収容装置投資額 

＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額 

＋局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数 

×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価 

＋（局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数） 

×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価 

＋回線収容部投資額 

＋中継インタフェース部投資額 
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      ＋回線収容部投資額 

き線点遠隔収容

装置 

１ 回線数の算定 

国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 

なお、各（県、調査区）につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境

の調査区以外では、自県案分率は１となる。 

  世帯自県案分率（県、調査区）＝世帯数（県、調査区） 

÷総世帯数（調査区） 

  就業者自県案分率（県、調査区）＝就業者数（県、調査区） 

÷総就業者数（調査区） 

⑴ 住宅用加入電話回線数 

＝局ごと住宅用加入電話契約回線数 

÷調査区ごと世帯数の局ごと合計 

×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 

⑵ 事務用加入電話回線数 

＝局ごと事務用加入電話契約回線数 

÷調査区ごと就業者数の局ごと合計 

×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

⑶ 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数 

＝単位料金区域別住宅用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 

÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計 

×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 

事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数 

＝単位料金区域別事務用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

⑷ 第二種総合デジタル通信サービス回線数 

＝単位料金区域別第二種総合デジタル通信サービス契約回線数 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

⑸ 第一種公衆電話回線数 

＝単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数 

÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 

   第一種デジタル公衆電話回線数 

＝単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回線数 

÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 

 

き線点遠隔収容

装置 

１ 回線数の算定 

国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 

なお、各（県、調査区）につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境

の調査区以外では、自県案分率は１となる。 

  世帯自県案分率（県、調査区）＝世帯数（県、調査区） 

÷総世帯数（調査区） 

  就業者自県案分率（県、調査区）＝就業者数（県、調査区） 

÷総就業者数（調査区） 

⑴ 住宅用加入電話回線数 

＝局ごと住宅用加入電話契約回線数 

÷調査区ごと世帯数の局ごと合計 

×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 

⑵ 事務用加入電話回線数 

＝局ごと事務用加入電話契約回線数 

÷調査区ごと就業者数の局ごと合計 

×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

⑶ 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数 

＝単位料金区域別住宅用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 

÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計 

×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 

事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数 

＝単位料金区域別事務用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

⑷ 第二種総合デジタル通信サービス回線数 

＝単位料金区域別第二種総合デジタル通信サービス契約回線数 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

⑸ 第一種公衆電話回線数 

＝単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数 

÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 

   第一種デジタル公衆電話回線数 

＝単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回線数 

÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 
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⑹ 第二種公衆電話回線数 

＝単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

   第二種デジタル公衆電話回線数 

＝単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回線数 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

⑺ 低速専用線二線式回線数 

＝単位料金区域別低速専用線実績回線数 

×（県別低速専用線二線式実績回線数 

÷（県別低速専用線二線式実績回線数 

＋県別低速専用線四線式実績回線数）） 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

低速専用線四線式回線数 

＝単位料金区域別低速専用線実績回線数 

×（県別低速専用線四線式実績回線数 

÷（県別低専用線二線式実績回線数 

＋県別低速専用線四線式実績回線数）） 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

高速メタル専用線回線数 

＝単位料金区域別高速専用線実績回線数 

×（県別高速メタル専用線実績回線数 

÷（県別高速メタル専用線実績回線数 

＋県別高速光専用線実績回線数）） 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

高速光専用線回線数 

＝単位料金区域別高速専用線実績回線数 

×（県別高速光専用線実績回線数 

÷（県別高速メタル専用線実績回線数 

＋県別高速光専用線実績回線数）） 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

⑹ 第二種公衆電話回線数 

＝単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

   第二種デジタル公衆電話回線数 

＝単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回線数 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

⑺ 低速専用線二線式回線数 

＝単位料金区域別低速専用線実績回線数 

×（県別低速専用線二線式実績回線数 

÷（県別低速専用線二線式実績回線数 

＋県別低速専用線四線式実績回線数）） 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

低速専用線四線式回線数 

＝単位料金区域別低速専用線実績回線数 

×（県別低速専用線四線式実績回線数 

÷（県別低専用線二線式実績回線数 

＋県別低速専用線四線式実績回線数）） 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

高速メタル専用線回線数 

＝単位料金区域別高速専用線実績回線数 

×（県別高速メタル専用線実績回線数 

÷（県別高速メタル専用線実績回線数 

＋県別高速光専用線実績回線数）） 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

高速光専用線回線数 

＝単位料金区域別高速専用線実績回線数 

×（県別高速光専用線実績回線数 

÷（県別高速メタル専用線実績回線数 

＋県別高速光専用線実績回線数）） 

÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 
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×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

２ き線点～局間伝送路経路の選択 

局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものと

し、き線点～局間伝送路経路は次の基準により決定する。 

⑴ 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 

⑵ 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。 

⑶ ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定す

る。 

⑷ 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように

敷設する伝送路を設置する。 

⑸ 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を

選択する。 

⑹ 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 

３ 設備構成選択 

き線点～局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費（減価償却費と施設

保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる組合せを選択する。た

だし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 

⑴ 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

⑵ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

⑶ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

⑷ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

４ 設備量の算定 

⑴ き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔

収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット

数とする。 

ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの。 

イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの。 

ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で

除したもの。 

 

⑵ 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、⑴で算定したき線点遠隔収容装置のユニッ

ト数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装置収

容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 

 

５ 投資額の算定 

×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

２ き線点～局間伝送路経路の選択 

  局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものと

し、き線点～局間伝送路経路は次の基準により決定する。 

⑴ 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 

⑵ 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。 

⑶ ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定す

る。 

⑷ 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように

敷設する伝送路を設置する。 

⑸ 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を

選択する。 

⑹ 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 

３ 設備構成選択 

き線点～局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費（減価償却費と施設

保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる組合せを選択する。た

だし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 

⑴ 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

⑵ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

⑶ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

⑷ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

４ 設備量の算定 

⑴ き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔

収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット

数とする。 

ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの。 

イ 低速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除した

もの。 

ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で

除したもの。 

⑵ 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、⑴で算定したき線点遠隔収容装置のユニッ

ト数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装置収

容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 

 

５ 投資額の算定 
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次の算定式（⑴、⑵）により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用

いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収

容装置投資額として全ての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔収

容装置投資額を算定する。 

⑴ 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 

＝（局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 

×き線点遠隔収容装置ユニット単価 

＋局ごと専用線収容装置ユニット数 

×専用線ユニット単価） 

×（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

÷（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

＋局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数）） 

＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

×き線点遠隔収容装置回線単価 

＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

⑵ 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 

＝局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 

×き線点遠隔収容装置ユニット単価 

＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

×き線点遠隔収容装置回線単価 

＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

加入者系半固定

パス伝送装置 

１ 設備量の算定 

⑴ 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置

の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 

  ア 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置数及びき線点遠隔収容装置数を加入者

系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置

局外側インタフェース装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）。 

次の算定式（⑴、⑵）により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用

いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収

容装置投資額としてすべての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔

収容装置投資額を算定する。 

⑴ 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 

＝（局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 

×き線点遠隔収容装置ユニット単価 

＋局ごと専用線収容装置ユニット数 

×専用線ユニット単価） 

×（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

÷（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

＋局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数）） 

＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

×き線点遠隔収容装置回線単価 

＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

⑵ 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 

＝局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 

×き線点遠隔収容装置ユニット単価 

＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 

×き線点遠隔収容装置回線単価 

＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 

×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 

＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 

×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

加入者系半固定

パス伝送装置 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置

の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 

  ア 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側イ

ンタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭

載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 
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  イ 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される

アナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ

最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除した

もの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送

装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。）。 

  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システ

ム数（当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容され

る総合デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当た

り総合デジタル通信サービス最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔

収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当

たり低速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。）及び当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に

収容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり高速専

用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を合計したもの。）を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用

線用装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最

大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑵ ⑴の台数に、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収

容される回線数から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定

パス伝送装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、全ての局の局ご

と加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算

定する。 

  局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額 

＝加入者系半固定パス伝送装置架数 

×加入者系半固定パス伝送装置１架当たり単価 

＋帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数 

×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価 

消防警察トラン

ク 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、当該局が２万回線未満の局別収容回線数を収容する場合

  イ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半

固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置

局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最

大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 

  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システ

ム数（当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス

回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタル通信サービス

最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）、当

該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定

パス伝送装置１システム当たり低速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たな

い端数は、切り上げるものとする。）及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収

容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり高速専用

線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を

合計したもの。）を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線

用装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大

搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 

 ⑵ ⑴の台数に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線から専用役務に

係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。 

 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、すべての局の局

ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を

算定する。 

  局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額 

＝加入者系半固定パス伝送装置架数 

×加入者系半固定パス伝送装置１架当たり単価 

＋帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数 

×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価 

消防警察トラン

ク 

１ 設備量の算定 

⑴ 加入者交換機設置局ごとに、当該局が２万回線未満の局別収容回線数を収容する場合
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は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は２とする。２万回線以上の場合は、当該

回線数から２万を引いた後、１万で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に２を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異

行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を

１ずつ加算するものとする。 

⑵ 局設置遠隔収容装置設置局又は局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トラ

ンクの必要設備量を２とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合に

は、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を１ずつ加算するものとする。 

⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属する

全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の消防警察トラ

ンク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架

最大搭載数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の消

防警察トランク架数とする。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トラ

ンク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局の局ごと消防警察トラ

ンク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 

  局ごと消防警察トランク投資額 

＝消防警察トランク数 

×消防警察トランク単価 

＋消防警察トランク架数 

×消防警察トランク搭載架単価 

警察消防用回線

集約装置 

１ 設備量の算定 

警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下

の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 

 ⑴ 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象とし

て指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処

理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とす

る。 

 ⑵ 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回

線集約装置数を０とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警

察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 

⑶ 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で

は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は２とする。２万回線以上の場合は、当該

回線数から２万を引いた後、１万で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に２を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異

行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を

１ずつ加算するものとする。 

⑵ 遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を２とする。さらに当該

局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必

要数を１ずつ加算するものとする。 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属する

すべての遠隔収容装置設置局の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防

警察トランク数とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架

最大搭載数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の消

防警察トランク架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トラ

ンク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、すべての局の局ごと消防警察ト

ランク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 

  局ごと消防警察トランク投資額 

＝消防警察トランク数 

×消防警察トランク単価 

＋消防警察トランク架数 

×消防警察トランク搭載架単価 

警察消防用回線

集約装置 

１ 設備量の算定 

警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下

の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 

 ⑴ 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象とし

て指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処

理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とす

る。 

 ⑵ 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回

線集約装置数を０とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警

察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 

⑶ 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で
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除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の警察消防用回線

集約装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消

防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全

ての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回

線集約装置投資額を算定する。 

割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額 

＝警察消防用回線集約装置数 

×警察消防用回線集約装置単価 

＋警察消防用回線集約装置架数 

×警察消防用回線集約装置搭載架単価 

主配線盤 １ 設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を主配線盤の端子数とする。 

 ⑵ ⑴の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）を主配線盤の架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線

盤投資額を求め、全ての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 

 

局ごと主配線盤投資額 

＝主配線盤電話架数×主配線盤架当たり単価 

＋主配線盤電話端子数×主配線盤端子当たり単価 

光ケーブル成端

架 

１ 設備量の算定 

⑴ 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線

回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収

容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの、及び中継系電話用心

線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 

 ⑵ ⑴の心線数を光ケーブル成端架（大型）架当たり心線数で除したもの（１に満たない

端数は、切り捨てるものとする。）を光ケーブル成端架（大型）架数とする。光ケーブ

ル成端架（大型）架当たり心線数に光ケーブル成端架（大型）架数を乗じたものを、光

ケーブル成端架（大型）心線数とする。 

 ⑶ ⑴の光ケーブル成端架心線数から⑵で求めた光ケーブル成端架（大型）心線数を引い

たものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架（中型）架

除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の警察消防用回線

集約装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消

防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、す

べての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用

回線集約装置投資額を算定する。 

割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額 

＝警察消防用回線集約装置数 

×警察消防用回線集約装置単価 

＋警察消防用回線集約装置架数 

×警察消防用回線集約装置搭載架単価 

主配線盤 １ 設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を主配線盤の端子数とする。 

 ⑵ ⑴の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）を主配線盤の架数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線

盤投資額を求め、すべての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定す

る。 

局ごと主配線盤投資額 

＝主配線盤電話架数×主配線盤架当たり単価 

＋主配線盤電話端子数×主配線盤端子当たり単価 

光ケーブル成端

架 

１ 設備量の算定 

⑴ 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線

回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収

容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの、及び中継系電話用心

線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 

 ⑵ ⑴の心線数を光ケーブル成端架（大型）架当たり心線数で除したもの（１に満たない

端数は、切り捨てるものとする。）を光ケーブル成端架（大型）架数とする。光ケーブ

ル成端架（大型）架当たり心線数に光ケーブル成端架（大型）架数を乗じたものを、光

ケーブル成端架（大型）心線数とする。 

 ⑶ ⑴の光ケーブル成端架心線数から⑵で求めた光ケーブル成端架（大型）心線数を引い

たものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架（中型）架
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当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架（大型）に収容することとする。光ケーブ

ル成端架（小型２）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（中型）架当たり心線

数以下ならば光ケーブル成端架（中型）に収容することとする。光ケーブル成端架（小

型１）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数以下なら

ば光ケーブル成端架（小型２）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型１）架

当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架（小型１）に収容することとする。 

 ⑷ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（大型）に収容する場合

には、光ケーブル成端架（大型）架数に１を加え、光ケーブル成端架（大型）心線数に

光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 

 ⑸ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（中型）に収容する場合

には、光ケーブル成端架（中型）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケー

ブル成端架（中型）心線数とする。 

 ⑹ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型２）に収容する場

合には、光ケーブル成端架（小型２）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（小型２）心線数とする。 

 ⑺ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型１）に収容する場

合には、光ケーブル成端架（小型１）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（小型１）心線数とする。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケー

ブル成端架投資額を求め、全ての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブ

ル成端架投資額を算定する。 

局ごと光ケーブル成端架投資額 

＝光ケーブル成端架（大型）架数 

×光ケーブル成端架（大型）架当たり単価 

＋光ケーブル成端架（大型）心線数 

×光ケーブル成端架（大型）心線当たり単価 

＋光ケーブル成端架（中型）架数 

×光ケーブル成端架（中型）架当たり単価 

＋光ケーブル成端架（中型）心線数 

×光ケーブル成端架（中型）心線当たり単価 

＋光ケーブル成端架（小型２）架数 

×光ケーブル成端架（小型２）架当たり単価 

＋光ケーブル成端架（小型２）心線数 

×光ケーブル成端架（小型２）心線当たり単価 

当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架（大型）に収容することとする。光ケーブ

ル成端架（小型２）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（中型）架当たり心線

数以下ならば光ケーブル成端架（中型）に収容することとする。光ケーブル成端架（小

型１）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数以下なら

ば光ケーブル成端架（小型２）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型１）架

当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架（小型１）に収容することとする。 

 ⑷ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（大型）に収容する場合

には、光ケーブル成端架（大型）架数に１を加え、光ケーブル成端架（大型）心線数に

光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 

 ⑸ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（中型）に収容する場合

には、光ケーブル成端架（中型）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケー

ブル成端架（中型）心線数とする。 

 ⑹ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型２）に収容する場

合には、光ケーブル成端架（小型２）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（小型２）心線数とする。 

 ⑺ ⑶の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型１）に収容する場

合には、光ケーブル成端架（小型１）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（小型１）心線数とする。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケー

ブル成端架投資額を求め、すべての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケー

ブル成端架投資額を算定する。 

局ごと光ケーブル成端架投資額 

＝光ケーブル成端架（大型）架数 

×光ケーブル成端架（大型）架当たり単価 

＋光ケーブル成端架（大型）心線数 

×光ケーブル成端架（大型）心線当たり単価 

＋光ケーブル成端架（中型）架数 

×光ケーブル成端架（中型）架当たり単価 

＋光ケーブル成端架（中型）心線数 

×光ケーブル成端架（中型）心線当たり単価 

＋光ケーブル成端架（小型２）架数 

×光ケーブル成端架（小型２）架当たり単価 

＋光ケーブル成端架（小型２）心線数 

×光ケーブル成端架（小型２）心線当たり単価 
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＋光ケーブル成端架（小型１）架数 

×光ケーブル成端架（小型１）架当たり単価 

＋光ケーブル成端架（小型１）心線数 

×光ケーブル成端架（小型１）心線当たり単価 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

⑴ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容さ

れる回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位

（1.5Ｍ）で除して、多重変換装置 1.5Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）。 

  イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サー

ビス回線数及びＰＨＳ回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置

収容率及び総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置６

Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信

サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル

通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高

速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び６Ｍパス収容

回線数で除して、６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用６Ｍパス

数とする（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

この場合において、６Ｍパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光

専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。 

  エ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるＡＴＭ専用線回線数、

ＡＴＭデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数をそれぞれ

の回線当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び６Ｍパスあたり速度で除して、それぞ

れの伝送設備共用比率を乗じた上で６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換

装置データ系６Ｍパス数とする（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計並びにアの多重変換装置 1.5Ｍパス数をイ

ンタフェース当たりハイウェイ数で除して、６Ｍインタフェース数及び 1.5Ｍインタ

フェース数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計にチャネル切上単位（６Ｍ）を乗じたもの

及びアの多重変換装置 1.5Ｍパス数にチャネル切上単位（1.5Ｍ）を乗じたものの合計

＋光ケーブル成端架（小型１）架数 

×光ケーブル成端架（小型１）架当たり単価 

＋光ケーブル成端架（小型１）心線数 

×光ケーブル成端架（小型１）心線当たり単価 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

⑴ 遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回

線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位（1.5Ｍ）

で除して、多重変換装置 1.5Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）。 

  イ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回

線数及びＰＨＳ回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率

及び総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置６Ｍパス

数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信

サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル

通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタ

ル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び６Ｍパス収容回線数

で除して、６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用６Ｍパス数とす

る（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

この場合において、６Ｍパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光

専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。 

  エ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるＡＴＭ専用線回線数、ＡＴＭ

データ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数をそれぞれの回線

当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び６Ｍパスあたり速度で除して、それぞれの伝

送設備共用比率を乗じた上で６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置デ

ータ系６Ｍパス数とする（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計並びにアの多重変換装置 1.5Ｍパス数をイ

ンタフェース当たりハイウェイ数で除して、６Ｍインタフェース数及び 1.5Ｍインタ

フェース数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計にチャネル切上単位（６Ｍ）を乗じたもの

及びアの多重変換装置 1.5Ｍパス数にチャネル切上単位（1.5Ｍ）を乗じたものの合計
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をチャネル切上単位（52Ｍ）で除して、多重変換装置 52Ｍパス数を算定する（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  キ カで算定した多重変換装置 52Ｍパス数を３で除して（１に満たない端数は、切り捨

てるものとする。）、多重変換装置 156Ｍインタフェース数を算定する。 

    この際に生じた剰余の数を多重変換装置 52Ｍインタフェース数とする。 

  ク カで算定した多重変換装置 52Ｍパス数を３で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニ

ット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置 156Ｍインタフェース

数及び多重変換装置 52Ｍインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置

156Ｍインタフェース数及び多重変換装置 52Ｍインタフェース数とする。 

  イ 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置 52Ｍパス数の合計を

３で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置ユ

ニット数とする。 

  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置架数とする。 

２ 加入者交換機～中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

  加入者交換機～中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算

定する。 

 ⑴ 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 

  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を

設置する。 

  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置する。 

  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置する。 

  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置する。 

  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局にクロスコネクト装置を設置する。 

  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置し、中継交換機設置

をチャネル切上単位（52Ｍ）で除して、多重変換装置 52Ｍパス数を算定する（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  キ カで算定した多重変換装置 52Ｍパス数を３で除して（１に満たない端数は、切り捨

てるものとする。）、多重変換装置 156Ｍインタフェース数を算定する。 

    この際に生じた剰余の数を多重変換装置 52Ｍインタフェース数とする。 

  ク カで算定した多重変換装置 52Ｍパス数を３で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニ

ット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置 156Ｍインタフェース数及び

多重変換装置 52Ｍインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置 156Ｍイ

ンタフェース数及び多重変換装置 52Ｍインタフェース数とする。 

  イ 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置 52Ｍパス数の合計を３で除

したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット

数とする。 

  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置架数とする。 

２ 加入者交換機～中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

  加入者交換機～中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算

定する。 

 ⑴ 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 

  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を

設置する。 

  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置する。 

  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置する。 

  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置する。 

  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（156Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局にクロスコネクト装置を設置する。 

  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）を設置し、中継交換機設置

局に高速終端中継伝送装置（600Ｍ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）を設置し、中継交換機設置
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局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 

 ⑵ 加入者交換機の設備量から、⑴のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェ

ース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くな

る組合せを選択する。 

 ⑶ 中継交換機が２台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコ

ネクト装置を設置することとし、⑴のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフ

ェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低く

なる組合せを選択する。 

 ⑷ ⑵及び⑶で選択された組合せと⑴のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択す

る。 

３ １及び２の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等（低速

専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ＡＴＭ専用線回線数、Ａ

ＴＭデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数）に係る設備量を、

それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて

伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと伝送装置投資額 

＝多重変換装置投資額 

      ＋高速終端中継伝送装置投資額 

      ＋クロスコネクト装置投資額 

      ＋分岐挿入伝送装置投資額 

  局ごと多重変換装置投資額 

     ＝多重変換装置架数 

       ×多重変換装置架・共通部当たり単価 

      ＋多重変換装置ユニット数 

       ×多重変換装置ユニット当たり単価 

      ＋多重変換装置 1.5Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置 1.5Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置２Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置２Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置６Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置６Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置８Ｍインタフェース数 

局に高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 

 ⑵ 加入者交換機の設備量から、⑴のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェ

ース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くな

る組合せを選択する。 

 ⑶ 中継交換機が２台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコ

ネクト装置を設置することとし、⑴のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフ

ェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低く

なる組合せを選択する。 

 ⑷ ⑵及び⑶で選択された組合せと⑴のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択す

る。 

３ １及び２の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等（低速

専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ＡＴＭ専用線回線数、Ａ

ＴＭデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数）に係る設備量を、

それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて

伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと伝送装置投資額 

＝多重変換装置投資額 

      ＋高速終端中継伝送装置投資額 

      ＋クロスコネクト装置投資額 

      ＋分岐挿入伝送装置投資額 

  局ごと多重変換装置投資額 

     ＝多重変換装置架数 

       ×多重変換装置架・共通部当たり単価 

      ＋多重変換装置ユニット数 

       ×多重変換装置ユニット当たり単価 

      ＋多重変換装置 1.5Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置 1.5Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置２Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置２Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置６Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置６Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置８Ｍインタフェース数 
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       ×多重変換装置８Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置 52Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置 52Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置 156Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置 156Ｍインタフェース当たり単価 

  局ごと高速終端中継伝送装置投資額 

     ＝高速終端中継伝送装置架数 

       ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 

      ＋高速終端中継伝送装置ユニット数 

       ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 

      ＋高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 

       ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 

      ＋高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 

       ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価 

  局ごとクロスコネクト装置投資額 

     ＝クロスコネクト装置基本架数 

       ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 

      ＋クロスコネクト装置接続架数 

       ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 

      ＋クロスコネクト装置増設リンク数 

       ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 

      ＋クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 

        ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 

      ＋クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局外インタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置ユニット数 

        ×クロスコネクト装置ユニット単価 

  局ごと分岐挿入伝送装置投資額 

    ＝分岐挿入伝送装置システム数 

      ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 

     ＋分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 

       ×多重変換装置８Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置 52Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置 52Ｍインタフェース当たり単価 

      ＋多重変換装置 156Ｍインタフェース数 

       ×多重変換装置 156Ｍインタフェース当たり単価 

  局ごと高速終端中継伝送装置投資額 

     ＝高速終端中継伝送装置架数 

       ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 

      ＋高速終端中継伝送装置ユニット数 

       ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 

      ＋高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 

       ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 

      ＋高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 

       ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価 

  局ごとクロスコネクト装置投資額 

     ＝クロスコネクト装置基本架数 

       ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 

      ＋クロスコネクト装置接続架数 

       ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 

      ＋クロスコネクト装置増設リンク数 

       ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 

      ＋クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 

        ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 

      ＋クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局外インタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置ユニット数 

        ×クロスコネクト装置ユニット単価 

  局ごと分岐挿入伝送装置投資額 

    ＝分岐挿入伝送装置システム数 

      ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 

     ＋分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 
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      ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価 

中間中継伝送装

置 

１ 局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置

の設備量の算定 

  局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たな

い端数は、切り上げるものとする。）に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数と当該

局に設置される局設置簡易遠隔収容装置数の合計を乗じたものを、当該局の中間中継伝送

装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除した

ものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設

備量の算定 

  局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の⑴及び⑵の手順で求めた中間中継伝送装置数及

び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架

数とする。 

 ⑴ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、多重変換装置（52Ｍ）及び多重変換装置（156Ｍ）

につき、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平

均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）に、当該局に設置する多重変換装置インタフェース数を乗じたものを当該局の中

間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収

容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

 ⑵ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を乗じた

ものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中

間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

３ 加入者交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算

定 

  加入者交換機設置局ごとに、次の⑴及び⑵の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間

中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とす

る。 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置（52Ｍ）及び多重変換装置（156Ｍ）につ

き、多重変換装置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中

継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものを中間中継伝送装置数

とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したもの

      ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価 

中間中継伝送装

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の

算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間里程を中間

中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。）に、当該局に帰属する局設置遠隔収容装置数を乗じたものを、当該

局の中間中継伝送装置数とする。 

 

 

 

 

 

 ⑵ ⑴の中間中継伝送装置数を、中間中継伝送装置架当たり台数及び中間中継伝送装置架

収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

 

 

 

２ 加入者交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算

定 

加入者交換機設置局ごとに、次の⑴及び⑵の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間

中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とす

る。 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置（52Ｍ）及び多重変換装置（156Ｍ）につ

き、多重変換装置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中

継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものを中間中継伝送装置数

とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したもの
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を、中間中継伝送装置架数とする。 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置（156Ｍ）、高速終端中継伝送装

置（600Ｍ）及び高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間イ

ンタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中継交換機設置局間里程を

中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送

装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装

置架数とする。 

４ 中継交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 

中継交換機設置局（当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。）ごとに、

高速終端中継伝送装置（156Ｍ）、高速終端中継伝送装置（600Ｍ）及び高速終端中継伝送

装置（2.4Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を２で除したものに、

中継交換機設置局～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したもの

から２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものの合

計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継

伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

５ 投資額の算定 

  次の算定式により、前４項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝

送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと中間中継伝

送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 

局ごと中間中継伝送装置投資額 

＝中間中継伝送装置架数 

×中間中継伝送装置架・共通部当たり単価 

＋中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価 

クロック供給装

置 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に設

置される無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに

衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数

を合計したもの）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、ク

ロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 

 ⑵ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（局設置遠隔収容

装置の台数、多重変換装置の架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無

線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及

び衛星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロック

分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架

を、中間中継伝送装置架数とする。 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置（156Ｍ）、高速終端中継伝送装

置（600Ｍ）及び高速終端中継伝送装置（2.4Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間イ

ンタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中継交換機設置局間里程を

中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送

装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装

置架数とする。 

３ 中継交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 

中継交換機設置局（当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。）ごとに、

高速終端中継伝送装置（156Ｍ）、高速終端中継伝送装置（600Ｍ）及び高速終端中継伝送

装置（2.4Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を２で除したものに、

中継交換機設置局～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したもの

から２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものの合

計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継

伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

４ 投資額の算定 

  次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝

送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと中間中継

伝送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 

局ごと中間中継伝送装置投資額 

＝中間中継伝送装置架数 

×中間中継伝送装置架・共通部当たり単価 

＋中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価 

クロック供給装

置 

１ 設備量の算定 

 

 

 

 

 

 ⑴ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（局設置遠隔収容装置の

台数及び多重変換装置の架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロ

ック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装

置架数とする。 
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数とする。 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に帰属する局設

置遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送

装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の

架数及び加入者交換機のユニット数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び

無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数

及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロッ

ク分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置

架数とする。 

 ⑷ 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（多重変換装置の架数、高

速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロ

スコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数、無線伝送装置のうち変復調

回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架

数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給

装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除した

ものをクロック供給装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用い

て局ごとクロック供給装置投資額を求め、全ての局の局ごとクロック供給装置投資額を合

算し、クロック供給装置投資額を算定する。 

局ごとクロック供給装置投資額 

＝クロック供給装置架数 

×クロック供給装置架・共通部単価 

＋クロック供給装置被クロック供給装置数÷４ 

×クロック供給装置供給クロック単価 

メタルケーブル １ 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 ⑴ き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ

準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長

㎞を算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブ

ル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長㎞、対㎞を算定する。 

⑵ 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長㎞、対㎞は、加入者交換機、局設

置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下

 

 ⑵ 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に帰属する遠隔

収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の

架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及

び加入者交換機のユニット数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロ

ック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装

置架数とする。 

 

 

 ⑶ 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（多重変換装置の架数、高

速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロ

スコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数を合計したもの。）をクロッ

ク供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で

除したものをクロック供給装置架数とする。 

 

 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用い

て局ごとクロック供給装置投資額を求め、すべての局の局ごとクロック供給装置投資額を

合算し、クロック供給装置投資額を算定する。 

局ごとクロック供給装置投資額 

＝クロック供給装置架数 

×クロック供給装置架・共通部単価 

＋クロック供給装置被クロック供給装置数÷４ 

×クロック供給装置供給クロック単価 

メタルケーブル １ 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 ⑴ き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ

準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長

㎞を算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブ

ル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長㎞、対㎞を算定する。 

⑵ 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長㎞、対㎞は、加入者交換機または

遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、２
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比率を基に算定する。ただし、２⑶において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局

ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

 ⑶ ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 

２ き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき

線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長㎞

を算定する。 

 ⑵ ⑴によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費

（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる

組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可

能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。

置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容

装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとす

る。 

 ⑷ ⑶により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当

該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低

くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 

 ⑸ 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブ

ル延長㎞、対㎞の算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとにメタル

ケーブル対㎞及びメタルケーブル延長㎞の合計を求め、次の算定式により、局ごとのメタ

ルケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタル

ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

局ごと種別ごとメタルケーブル投資額 

＝当該種別架空メタルケーブル対㎞ 

×当該種別架空メタルケーブル対㎞単価 

＋当該種別架空メタルケーブル延長㎞ 

×当該種別架空メタルケーブル延長㎞単価 

＋当該種別地下メタルケーブル対㎞ 

⑶においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達し

ない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

 ⑶ ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 

２ き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定

に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長㎞を算定する。 

 

 ⑵ ⑴によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費

（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる

組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可

能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。

置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いもので

あり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。 

 

 ⑷ ⑶により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当

該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低

くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 

 ⑸ 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブ

ル延長㎞、対㎞の算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとにメタ

ルケーブル対㎞及びメタルケーブル延長㎞の合計を求め、次の算定式により、局ごとのメ

タルケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メ

タルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

局ごと種別ごとメタルケーブル投資額 

＝当該種別架空メタルケーブル対㎞ 

×当該種別架空メタルケーブル対㎞単価 

＋当該種別架空メタルケーブル延長㎞ 

×当該種別架空メタルケーブル延長㎞単価 

＋当該種別地下メタルケーブル対㎞ 
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×当該種別地下メタルケーブル対㎞単価 

＋当該種別地下メタルケーブル延長㎞ 

×当該種別地下メタルケーブル延長㎞単価 

加入系光ケーブ

ル 

１ 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 ⑴ き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを

適用し、配線光ケーブルの亘長㎞を算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を

勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長㎞、心㎞を算

定する。 

 ⑵ 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長㎞は、加入者交換機、局設置遠隔収容装置

又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定

する。ただし、２⑶において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地

中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

２ き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき

線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長㎞

を算定する。 

 ⑵ ⑴によりき線亘長㎞が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営

費（減価償却費と施設保全費の合計。以下この項において同じ。）が最も低くなる組み

合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能

なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。

置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容

装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとす

る。 

 ⑷ ⑶により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当

該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比

較し、より安価なものを選択することとする。 

 ⑸ 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延

長㎞、心㎞の算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとに光ケー

×当該種別地下メタルケーブル対㎞単価 

＋当該種別地下メタルケーブル延長㎞ 

×当該種別地下メタルケーブル延長㎞単価 

加入系光ケーブ

ル 

１ 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 ⑴ き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを

適用し、配線光ケーブルの亘長㎞を算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を

勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長㎞、心㎞を算

定する。 

 ⑵ 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長㎞は、加入者交換機又は遠隔収容装置を設

置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、２⑶においてすべて

のき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架

空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

２ き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定

に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長㎞を算定する。 

 

 ⑵ ⑴によりき線亘長㎞が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営

費（減価償却費と施設保全費の合計。以下この項において同じ。）が最も低くなる組み

合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能

なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 ⑶ 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える置

換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いものであ

り、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。 

 

 ⑷ ⑶により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当

該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比

較し、より安価なものを選択することとする。 

 ⑸ 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延

長㎞、心㎞の算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとに光ケ
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ブル心㎞及び光ケーブル延長㎞の合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル投

資額を算定し、全ての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定す

る。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

局ごと光ケーブル投資額 

＝加入系架空光ケーブル心㎞ 

×加入系架空光ケーブル心㎞単価 

＋加入系架空光ケーブル延長㎞ 

×加入系架空光ケーブル延長㎞単価 

＋加入系地下光ケーブル心㎞ 

×加入系地下光ケーブル心㎞単価 

＋加入系地下光ケーブル延長㎞ 

×加入系地下光ケーブル延長㎞単価 

中継系光ケーブ

ル 

１ 局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量

の算定 

  局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット

数及び当該局に設置する局設置簡易遠隔収容装置ユニット数を勘案し、必要な光ケーブル

設備量を算定する。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算

定 

局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及

び当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 

３ 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

  網構成（交換機設置局間の伝送路の構成）ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、

必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量

を帰属する。 

４ 投資額の算定 

前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心㎞及び光ケーブル延

長㎞の合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局

ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 

  局ごと光ケーブル投資額 

＝中継系架空光ケーブル心㎞ 

×中継系架空光ケーブル心㎞単価 

＋中継系架空光ケーブル延長㎞ 

×中継系架空光ケーブル延長ｋｍ単価 

＋中継系地下光ケーブル心㎞ 

ーブル心㎞及び光ケーブル延長㎞の合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル

投資額を算定し、すべての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算

定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

局ごと光ケーブル投資額 

＝加入系架空光ケーブル心㎞ 

×加入系架空光ケーブル心㎞単価 

＋加入系架空光ケーブル延長㎞ 

×加入系架空光ケーブル延長㎞単価 

＋加入系地下光ケーブル心㎞ 

×加入系地下光ケーブル心㎞単価 

＋加入系地下光ケーブル延長㎞ 

×加入系地下光ケーブル延長㎞単価 

中継系光ケーブ

ル 

 

 

 

 

 

１ 遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

 

  遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該

局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 

２ 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

  網構成（交換機設置局間の伝送路の構成）ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、

必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量

を帰属する。 

３ 投資額の算定 

前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心㎞及び光ケーブル延

長㎞の合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、すべての局の

局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 

  局ごと光ケーブル投資額 

＝中継系架空光ケーブル心㎞ 

×中継系架空光ケーブル心㎞単価 

＋中継系架空光ケーブル延長㎞ 

×中継系架空光ケーブル延長ｋｍ単価 

＋中継系地下光ケーブル心㎞ 
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×中継系地下光ケーブル心㎞単価 

＋中継系地下光ケーブル延長㎞ 

×中継系地下光ケーブル延長㎞単価 

海底光ケーブル １ 設備量の算定 

  区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間の海底光ケーブル設備量を以下

の手順で算定する。 

 

 ⑴ 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継

海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数

を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海

底光ケーブル条数より１を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じ

たものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を

乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心㎞とする。また、必要心線数から有

中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中

継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケ

ーブル残り心線心㎞とする。 

⑵ 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海

底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を

無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底

光ケーブル条数より１を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じた

ものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を

乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心㎞とする。また、必要心線数から無

中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中

継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケ

ーブル残り心線心㎞とする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で二分の一ず

つに案分する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心㎞及び無中継海底光ケ

ーブル心㎞をそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資

額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、全ての局の局ごと有中継海底光ケ

ーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定す

る。 

×中継系地下光ケーブル心㎞単価 

＋中継系地下光ケーブル延長㎞ 

×中継系地下光ケーブル延長㎞単価 

海底光ケーブル １ 設備量の算定 

  区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置

設置局～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間の海底光

ケーブル設備量を以下の手順で算定する。 

 ⑴ 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継

海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数

を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げ

るものとする。）を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海

底光ケーブル条数より１を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じ

たものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を

乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心㎞とする。また、必要心線数から有

中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中

継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケ

ーブル残り心線心㎞とする。 

⑵ 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海

底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を

無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底

光ケーブル条数より１を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じた

ものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を

乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心㎞とする。また、必要心線数から無

中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中

継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケ

ーブル残り心線心㎞とする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で二分の一ず

つに案分する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心㎞及び無中継海底光ケ

ーブル心㎞をそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資

額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、すべての局の局ごと有中継海底光

ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定

する。 
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  局ごと有中継海底光ケーブル投資額 

＝有中継海底光ケーブル心㎞ 

×有中継海底光ケーブル心㎞単価 

＋有中継海底光ケーブル延長㎞ 

×有中継海底光ケーブル延長㎞単価 

  局ごと無中継海底光ケーブル投資額 

＝無中継海底光ケーブル心㎞ 

×無中継海底光ケーブル心㎞単価 

＋無中継海底光ケーブル延長㎞ 

×無中継海底光ケーブル延長㎞単価 

海底中間中継伝

送装置 

１ 設備量の算定 

区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間で有中継海底光ケーブルを使用

する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの（１に満たない端

数は、切り捨てるものとする。）を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数

を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 

 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ご

との海底中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額

を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと海底中間中継伝送装置投資額 

＝海底中間中継伝送装置数 

×海底中間中継伝送装置単価 

＋海底中間中継伝送装置用給電装置数 

×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 

無線伝送装置 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置設備量を

以下の手順で算定する。 

 

 ⑴ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数を変復調回線切替装置ユニット

当たり最大収容 52Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 

 ⑵ ⑴で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニッ

ト数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、変復調回線切

替装置架数とする。 

  局ごと有中継海底光ケーブル投資額 

＝有中継海底光ケーブル心㎞ 

×有中継海底光ケーブル心㎞単価 

＋有中継海底光ケーブル延長㎞ 

×有中継海底光ケーブル延長㎞単価 

  局ごと無中継海底光ケーブル投資額 

＝無中継海底光ケーブル心㎞ 

×無中継海底光ケーブル心㎞単価 

＋無中継海底光ケーブル延長㎞ 

×無中継海底光ケーブル延長㎞単価 

海底中間中継伝

送装置 

１ 設備量の算定 

  区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置

設置局～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間で有中継

海底光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除した

もの（１に満たない端数は、切り捨てるものとする。）を区間中継数とする。これに有中

継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ご

との海底中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資

額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと海底中間中継伝送装置投資額 

＝海底中間中継伝送装置数 

×海底中間中継伝送装置単価 

＋海底中間中継伝送装置用給電装置数 

×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 

無線伝送設備 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局～

加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間ごとに、無線伝送設備

設備量を以下の手順で算定する。 

 ⑴ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数を変復調回線切替装置ユニット

当たり最大収容 52Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 

 ⑵ ⑴で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニッ

ト数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、変復調回線切

替装置架数とする。 
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 ⑶ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数を無線送受信装置ユニット当た

り最大収容 52Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、無線送受信装置ユニット数とする。 

 ⑷ ⑶で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除

したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、無線送受信装置架数と

する。 

 ⑸ ⑴～⑷で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り

付けるものとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の

算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、全ての局の局ごと無線伝送装置投資

額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと無線伝送装置投資額 

＝変復調回線切替装置ユニット数 

×変復調回線切替装置ユニット単価 

＋変復調回線切替装置架数 

×変復調回線切替装置架・共通部単価 

＋無線送受信装置ユニット数 

×無線送受信装置ユニット単価 

＋無線送受信装置架数 

×無線送受信装置架単価 

無線アンテナ １ 設備量の算定 

  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線通信が指定され

ている経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とす

る。 

２ 投資額の算定 

局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごと

アンテナ投資額を算定し、全ての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資

額を算定する。 

  局ごとアンテナ投資額＝アンテナ数×アンテナ単価 

無線鉄塔 １ 設備量の算定 

  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局が無線単独局

に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該

当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り

 ⑶ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数を無線送受信装置ユニット当た

り最大収容 52Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、無線送受信装置ユニット数とする。 

 ⑷ ⑶で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除

したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、無線送受信装置架数と

する。 

 ⑸ ⑴～⑷で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り

付けるものとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の

算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、すべての局の局ごと無線伝送装置投

資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと無線伝送装置投資額 

＝変復調回線切替装置ユニット数 

×変復調回線切替装置ユニット単価 

＋変復調回線切替装置架数 

×変復調回線切替装置架・共通部単価 

＋無線送受信装置ユニット数 

×無線送受信装置ユニット単価 

＋無線送受信装置架数 

×無線送受信装置架単価 

無線アンテナ １ 設備量の算定 

  区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交

換機設置局及び中継交換機設置局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路

当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。 

２ 投資額の算定 

局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごと

アンテナ投資額を算定し、すべての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投

資額を算定する。 

  局ごとアンテナ投資額＝アンテナ数×アンテナ単価 

無線鉄塔 １ 設備量の算定 

区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交

換機設置局及び中継交換機設置局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ

数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を
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上げるものとする。）を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 

 

２ 投資額の算定 

局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔

投資額を算定し、全ての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 

  局ごと鉄塔投資額 

＝屋上設置用鉄塔数 

×屋上設置用鉄塔単価 

＋地上設置用鉄塔数 

×地上設置用鉄塔単価 

衛星通信設備 １ 設備量の算定 

  区間設備として衛星通信が指定されている区間の両端の局ごとに、衛星通信設備設備量

を以下の手順で算定する。 

 

 ⑴ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数にチャネル切上単位（52Ｍ）を乗

じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を１トランスポンダ

当たり最大接続可能回線数で除して２を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 

 ⑵ 地球局必要回線数をＴＤＭＡ装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、ＴＤＭＡ装置架数とする。 

 ⑶ 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 

 ⑷ 地球局１局ごとに、アンテナ数は２とする。 

 ⑸ 本土側地球局１局ごとに、衛星回線制御装置架数は１組とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式によ

り、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、全ての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、

衛星通信設備投資額を算定する。 

  局ごと衛星通信設備投資額 

＝トランスポンダ数 

×トランスポンダ単価 

＋ＴＤＭＡ装置架数 

×ＴＤＭＡ装置架単価 

＋衛星送受信装置架数 

×衛星送受信装置架単価 

＋衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価 

最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、

当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 

２ 投資額の算定 

局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔

投資額を算定し、すべての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 

  局ごと鉄塔投資額 

＝屋上設置用鉄塔数 

×屋上設置用鉄塔単価 

＋地上設置用鉄塔数 

×地上設置用鉄塔単価 

衛星通信設備 １ 設備量の算定 

区間設備として衛星通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局

～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間ごとに、衛星通信

設備設備量を以下の手順で算定する。 

 ⑴ 当該局間の通信量を勘案して求められた 52Ｍパス数にチャネル切上単位（52Ｍ）を乗

じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を１トランスポンダ

当たり最大接続可能回線数で除して２を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 

 ⑵ 地球局必要回線数をＴＤＭＡ装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、ＴＤＭＡ装置架数とする。 

 ⑶ 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 

 ⑷ 地球局１局ごとに、アンテナ数は２とする。 

 ⑸ 本土側地球局１局ごとに、衛星回線制御装置架数は１組とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式によ

り、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、すべての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算

し、衛星通信設備投資額を算定する。 

  局ごと衛星通信設備投資額 

＝トランスポンダ数 

×トランスポンダ単価 

＋ＴＤＭＡ装置架数 

×ＴＤＭＡ装置架単価 

＋衛星送受信装置架数 

×衛星送受信装置架単価 

＋衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価 
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＋衛星回線制御装置架数 

×衛星回線制御装置架単価 

加入系電柱 １ 設備量の算定 

局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で

除したものを、当該局の電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都

道府県の単価、及び共架率を使用する。 

  局ごと加入系電柱投資額 

＝加入系電柱本数 

×加入系電柱単価 

×電柱共架率 

中継系電柱 １ 設備量の算定 

  局ごとに、中継系管路亘長㎞に中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、当

該局に帰属する中継系電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都

道府県の電柱共架率を使用する。 

  局ごと中継系電柱投資額 

＝中継系電柱本数 

×中継系電柱単価 

×電柱共架率 

加入系管路 １ 設備量の算定 

  局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管

路亘長㎞とする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケ

ーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷

設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設

区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当

該敷設区間の管路条㎞及びインナーパイプ延長㎞とし、局ごとに合算したものを当該局の

管路条㎞及びインナーパイプ延長㎞とする。なお、管路亘長㎞、管路条㎞からは、中口径

管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除す

る。 

２ 投資額の算定 

＋衛星回線制御装置架数 

×衛星回線制御装置架単価 

加入系電柱 １ 設備量の算定 

局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で

除したものを、当該局の電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する

都道府県の単価、及び共架率を使用する。 

  局ごと加入系電柱投資額 

＝加入系電柱本数 

×加入系電柱単価 

×電柱共架率 

中継系電柱 １ 設備量の算定 

  局ごとに、中継系管路亘長㎞に中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、当

該局に帰属する中継系電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する

都道府県の電柱共架率を使用する。 

  局ごと中継系電柱投資額 

＝中継系電柱本数 

×中継系電柱単価 

×電柱共架率 

加入系管路 １ 設備量の算定 

  局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管

路亘長㎞とする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケ

ーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷

設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設

区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当

該敷設区間の管路条㎞及びインナーパイプ延長㎞とし、局ごとに合算したものを当該局の

管路条㎞及びインナーパイプ延長㎞とする。なお、管路亘長㎞、管路条㎞からは、中口径

管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除す

る。 

２ 投資額の算定 
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  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長㎞及び管路条㎞を用い局ごと

管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この

場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額 

＝加入系管路条㎞ 

×加入系管路条㎞当たり単価 

＋加入系管路亘長㎞ 

×加入系管路亘長㎞当たり単価 

＋インナーパイプ延長㎞ 

×インナーパイプ延長㎞当たり単価 

中継系管路 １ 設備量の算定 

  都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長㎞と

する。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管

路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程

に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条㎞とし、都道府県ごとに合算した

ものを当該局の管路条㎞とする。なお、管路亘長㎞、管路条㎞からは、中口径管路、共同

溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長㎞、管

路条㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長㎞及び管路条㎞を用い局ごと

管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この

場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額 

＝中継系管路条㎞ 

×中継系管路条㎞当たり単価 

＋中継系管路亘長㎞ 

×中継系管路亘長㎞当たり単価 

加入系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長㎞にき線中口径管路適用率を乗じたものを

き線中口径管路亘長㎞とする。 

 ⑵ 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中

口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 

 ⑶ 中口径管路亘長㎞から、中継系中口径管路亘長㎞を控除して、加入系中口径管路亘長

㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長㎞及び管路条㎞を用い局ごと

管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。こ

の場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額 

＝加入系管路条㎞ 

×加入系管路条㎞当たり単価 

＋加入系管路亘長㎞ 

×加入系管路亘長㎞当たり単価 

＋インナーパイプ延長㎞ 

×インナーパイプ延長㎞当たり単価 

中継系管路 １ 設備量の算定 

  都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長㎞と

する。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管

路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程

に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条㎞とし、都道府県ごとに合算した

ものを当該局の管路条㎞とする。なお、管路亘長㎞、管路条㎞からは、中口径管路、共同

溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長㎞、管

路条㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長㎞及び管路条㎞を用い局ごと

管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。こ

の場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額 

＝中継系管路条㎞ 

×中継系管路条㎞当たり単価 

＋中継系管路亘長㎞ 

×中継系管路亘長㎞当たり単価 

加入系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長㎞にき線中口径管路適用率を乗じたものを

き線中口径管路亘長㎞とする。 

 ⑵ 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中

口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 

 ⑶ 中口径管路亘長㎞から、中継系中口径管路亘長㎞を控除して、加入系中口径管路亘長

㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 
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  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長㎞を用い、次の算定式に

より、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系中口径管路投資

額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと加入系中口径管路投資額 

＝加入系中口径管路亘長㎞ 

×中口径管路亘長㎞当たり単価 

中継系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

  中口径管路亘長㎞に、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長㎞を算定す

る。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長㎞を用い、次の算定式に

より、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系中口径管路投資

額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと中継系中口径管路投資額 

＝中継系中口径管路亘長㎞ 

×中口径管路亘長㎞当たり単価 

加入系共同溝 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長㎞にき線共同溝適用率を乗じたものをき線

共同溝亘長㎞とする。 

 ⑵ 共同溝亘長㎞から、中継系共同溝亘長㎞を控除して、加入系共同溝亘長㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長㎞を用い、次の算定式により、

局ごと加入系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、加

入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 

  局ごと加入系共同溝投資額 

＝加入系共同溝亘長㎞ 

×共同溝亘長㎞当たり単価 

中継系共同溝 １ 設備量の算定 

  共同溝亘長㎞に、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長㎞を用い、次の算定式により、

局ごと中継系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、中

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長㎞を用い、次の算定式に

より、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系中口径管路投

資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単

価を使用する。 

  局ごと加入系中口径管路投資額 

＝加入系中口径管路亘長㎞ 

×中口径管路亘長㎞当たり単価 

中継系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

  中口径管路亘長㎞に、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長㎞を算定す

る。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長㎞を用い、次の算定式に

より、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系中口径管路投

資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単

価を使用する。 

  局ごと中継系中口径管路投資額 

＝中継系中口径管路亘長㎞ 

×中口径管路亘長㎞当たり単価 

加入系共同溝 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長㎞にき線共同溝適用率を乗じたものをき線

共同溝亘長㎞とする。 

 ⑵ 共同溝亘長㎞から、中継系共同溝亘長㎞を控除して、加入系共同溝亘長㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長㎞を用い、次の算定式により、

局ごと加入系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、

加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用す

る。 

  局ごと加入系共同溝投資額 

＝加入系共同溝亘長㎞ 

×共同溝亘長㎞当たり単価 

中継系共同溝 １ 設備量の算定 

  共同溝亘長㎞に、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長㎞を用い、次の算定式により、

局ごと中継系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、
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継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系共同溝投資額 

＝中継系共同溝亘長㎞ 

×共同溝亘長㎞当たり単価 

加入系とう道 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長㎞にき線とう道適用率を乗じたものをき線

とう道亘長㎞とする。 

 ⑵ とう道亘長㎞から、中継系とう道亘長㎞を控除して、加入系とう道亘長㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長㎞を用い、次の算定式により、

局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加

入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系とう道投資額 

＝加入系とう道亘長㎞ 

×とう道亘長㎞当たり単価 

中継系とう道 １ 設備量の算定 

  とう道亘長㎞に、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長㎞を用い、次の算定式により、

局ごと中継系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、中

継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系とう道投資額 

＝中継系とう道亘長㎞ 

×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

電線共同溝 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長㎞にき線電線共同溝適用率を乗じたものを

き線電線共同溝延長㎞とする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長㎞に配線電線共同溝適用率を乗じたものを

配線電線共同溝延長㎞とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長㎞及び配線電線共同溝延長

㎞を合算したものを当該局の電線共同溝延長㎞とし、次の算定式により、局別電線共同溝

投資額を算定し、全ての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定

する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと電線共同溝投資額 

中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系共同溝投資額 

＝中継系共同溝亘長㎞ 

×共同溝亘長㎞当たり単価 

加入系とう道 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長㎞にき線とう道適用率を乗じたものをき線

とう道亘長㎞とする。 

 ⑵ とう道亘長㎞から、中継系とう道亘長㎞を控除して、加入系とう道亘長㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長㎞を用い、次の算定式により、

局ごと加入系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、

加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系とう道投資額 

＝加入系とう道亘長㎞ 

×とう道亘長㎞当たり単価 

中継系とう道 １ 設備量の算定 

  とう道亘長㎞に、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長㎞を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長㎞を用い、次の算定式により、

局ごと中継系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、

中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系とう道投資額 

＝中継系とう道亘長㎞ 

×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

電線共同溝 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長㎞にき線電線共同溝適用率を乗じたものを

き線電線共同溝延長㎞とする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長㎞に配線電線共同溝適用率を乗じたものを

配線電線共同溝延長㎞とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長㎞及び配線電線共同溝延長

㎞を合算したものを当該局の電線共同溝延長㎞とし、次の算定式により、局別電線共同溝

投資額を算定し、すべての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算

定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと電線共同溝投資額 
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＝電線共同溝延長㎞ 

×電線共同溝延長㎞当たり単価 

自治体管路 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長㎞にき線自治体管路適用率を乗じたものを

き線自治体管路延長㎞とする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長㎞に配線自治体管路適用率を乗じたものを

配線自治体管路延長㎞とする。 

２ 投資額の算定 

  自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 

情報ボックス １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長㎞にき線情報ボックス適用率を乗じたもの

をき線情報ボックス延長㎞とする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長㎞に配線情報ボックス適用率を乗じたもの

を配線情報ボックス延長㎞とする。 

２ 投資額の算定 

  情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を

当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 

 ⑵ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容

装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

 ⑶ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収

容する第一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタ

ル通信局内回線終端装置数とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種

総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回

線終端装置数、局設置簡易遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置

遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル

通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終

端装置投資額を算定し、全ての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合

算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容

＝電線共同溝延長㎞ 

×電線共同溝延長㎞当たり単価 

自治体管路 １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長㎞にき線自治体管路適用率を乗じたものを

き線自治体管路延長㎞とする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長㎞に配線自治体管路適用率を乗じたものを

配線自治体管路延長㎞とする。 

２ 投資額の算定 

  自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 

情報ボックス １ 設備量の算定 

 ⑴ 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長㎞にき線情報ボックス適用率を乗じたもの

をき線情報ボックス延長㎞とする。 

 ⑵ 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長㎞に配線情報ボックス適用率を乗じたもの

を配線情報ボックス延長㎞とする。 

２ 投資額の算定 

  情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を

当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 

 

 

 

 ⑵ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容する第一種

総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種

総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

２ 投資額の算定 

局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回

線終端装置数、遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、又は加入者交換機

の総合デジタル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル

通信局内回線終端装置投資額を算定し、すべての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終

端装置投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、

き線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については局が属する都道府
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装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については局が属する都道府県の単価を使用

する。 

  局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

アナログ局内回

線収容部 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置

のアナログ局内回線収容部数とする。 

 ⑵ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容

装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 ⑶ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収

容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナロ

グ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置

簡易遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置遠隔収容装置のアナログ局内回線

収容部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局

ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ局内回線収容部

投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容

装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ局内回線収容部投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

       ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

      ＋局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

       ×局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

      ＋加入者交換機アナログ局内回線収容部数 

県の単価を使用する。 

 

  局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

 

 

      ＋遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

アナログ局内回

線収容部 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置

のアナログ局内回線収容部数とする。 

 

 

 ⑵ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するアナロ

グ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナロ

グ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、遠隔収

容装置のアナログ局内回線収容部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用

い、次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、すべての局の局

ごとアナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定す

る。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道

府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ局内回線収容部投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

       ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

      ＋遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

       ×遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

      ＋加入者交換機アナログ局内回線収容部数 

       ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価 
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       ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価 

アナログ・デジ

タル回線共通部 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数

を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 ⑵ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容

装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線

共通部数とする。 

 ⑶ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収

容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数

とする。 

 ⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナロ

グ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、

局設置簡易遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置遠隔収容装置のアナ

ログ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用

い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、全ての局

の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部

投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部につ

いては局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

       ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

      ＋局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

       ×局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

      ＋加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 

       ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価 

加入者交換回線

収容装置 

１ 設備量の算定 

  加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合

計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額

を求め、全ての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容

 

アナログ・デジ

タル回線共通部 

１ 設備量の算定 

 ⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数

を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 

 

 

 ⑵ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するアナロ

グ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 

 ⑶ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナロ

グ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

２ 投資額の算定 

  前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、

遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタ

ル回線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額

を算定し、すべての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・

デジタル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジ

タル回線共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。 

 

  局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

       ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

 

 

      ＋遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

       ×遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

      ＋加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 

       ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価 

加入者交換回線

収容装置 

１ 設備量の算定 

  加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合

計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額

を求め、すべての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収
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装置投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換回線収容装置投資額 

     ＝加入者交換機中継インタフェース数 

       ×加入者交換機中継インタフェース単価 

      ＋加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換回線収

容装置 

１ 設備量の算定 

  中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の

中継交換機向けパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数（他

中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの）及び中継交換機接続呼中継パ

ス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を

求め、全ての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投

資額を算定する。 

  局ごと中継交換回線収容装置投資額 

     ＝中継交換機中継インタフェース数 

       ×中継交換機中継インタフェース単価 

      ＋中継交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換機 １ 設備量の算定 

  中継交換機設置局ごとに、⑴から⑷までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最

大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 

 ⑴ 県間最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を２で除し

たものをいう。）、県内最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局

外呼量の合計を４で除したものをいう。）、中継交換機渡り県間最繁時呼量（同一中継

区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継

交換機渡り回線透過率を乗じて２で除したものをいう。）及び中継交換機渡り県内自局

外呼量（同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を４で除

したものをいう。）の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大

処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑵ 県間最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を２で除

したもの。）、県内最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外

呼数の合計を４で除したもの。）、中継交換機渡り県間最繁時総呼数（同一中継区域内

の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機

渡り回線透過率を乗じて２で除したもの。）及び中継交換機渡り県内自局外呼数（同一

中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を４で除した

容装置投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換回線収容装置投資額 

     ＝加入者交換機中継インタフェース数 

       ×加入者交換機中継インタフェース単価 

      ＋加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換回線収

容装置 

１ 設備量の算定 

  中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の

中継交換機向けパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数（他

中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの）及び中継交換機接続呼中継パ

ス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を

求め、すべての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置

投資額を算定する。 

  局ごと中継交換回線収容装置投資額 

     ＝中継交換機中継インタフェース数 

       ×中継交換機中継インタフェース単価 

      ＋中継交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換機 １ 設備量の算定 

  中継交換機設置局ごとに、⑴から⑷までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最

大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 

 ⑴ 県間最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を２で除し

たものをいう。）、県内最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局

外呼量の合計を４で除したものをいう。）、中継交換機渡り県間最繁時呼量（同一中継

区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継

交換機渡り回線透過率を乗じて２で除したものをいう。）及び中継交換機渡り県内自局

外呼量（同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を４で除

したものをいう。）の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大

処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑵ 県間最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を２で除

したもの。）、県内最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外

呼数の合計を４で除したもの。）、中継交換機渡り県間最繁時総呼数（同一中継区域内

の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機

渡り回線透過率を乗じて２で除したもの。）及び中継交換機渡り県内自局外呼数（同一

中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を４で除した
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もの。）の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最

繁時総呼数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑶ 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継 1.5Ｍパス数（当該局に帰属する加入者交

換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中

継交換機対向 1.5Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計

したもの）、および中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向 1.5Ｍパス数（当該局

の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向 1.5Ｍパス数に合計したもの）の合計を 52Ｍ

パス単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数と

し、中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものする。）。 

 ⑷ 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継 1.5Ｍパス数（当該局に帰属する加入者交

換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中

継交換機対向 1.5Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計

したもの）、および中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向 1.5Ｍパス数（当該局

の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向 1.5Ｍパス数に合計したもの）を合計し 52Ｍ

パス単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総

中継インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換

機投資額を求め、全ての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換

機投資額を算定する。 

  局ごと中継交換機投資額 

＝中継交換機ユニット数 

×中継交換機ユニット当たり単価 

＋中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価 

＋中継交換機 52Ｍパス数×中継交換機 52Ｍパス単価 

＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

＋最繁時呼量×最繁時呼量単価 

信号用中継交換

機 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に１呼

当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除し

たものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに 3,600で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局

の信号リンク数とする。 

もの。）の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最

繁時総呼数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑶ 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継 1.5Ｍパス数（当該局に帰属する加入者交

換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中

継交換機対向 1.5Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計

したもの）、および中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向 1.5Ｍパス数（当該局

の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向 1.5Ｍパス数に合計したもの）の合計を 52Ｍ

パス単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数と

し、中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものする。）。 

 ⑷ 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継 1.5Ｍパス数（当該局に帰属する加入者交

換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中

継交換機対向 1.5Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け 1.5Ｍパス数を合計

したもの）、および中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向 1.5Ｍパス数（当該局

の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向 1.5Ｍパス数に合計したもの）を合計し 52Ｍ

パス単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総

中継インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換

機投資額を求め、すべての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交

換機投資額を算定する。 

  局ごと中継交換機投資額 

＝中継交換機ユニット数 

×中継交換機ユニット当たり単価 

＋中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価 

＋中継交換機 52Ｍパス数×中継交換機 52Ｍパス単価 

＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

＋最繁時呼量×最繁時呼量単価 

信号用中継交換

機 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に１呼

当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除し

たものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに 3,600で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局

の信号リンク数とする。 
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 ⑵ 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の

和に１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号

数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに 3,600で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当

該局の信号リンク数とする。 

 ⑶ サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に１呼当た

り信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したも

のを、3,600 で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該

局の信号リンク数とする。 

 ⑷ 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち

最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 

  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数（⑴、⑵及び⑶で算定した信号リンク数の合計

に信号区域間リンク数（中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に１呼当たり信号

数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分

散数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に、信号区域間

リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合

には、信号区域間リンク数実績を用いる。）を加えたもの。以下同じ。）を、信号用

中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じ

たもので除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  イ ⑴、⑵及び⑶で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除

したものを、3,600で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑸ 信号用渡りリンク数（⑷で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機

対当たり渡りリンク数を乗じたもの。）及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計

を信号用中継交換機リンク数とする。 

 ⑹ ⑴、⑵及び⑶で算定した信号リンク数の合計に２を乗じたもの及び信号用渡りリンク

数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、

信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第４の１における通信設備使

用料の算定に用いる。 

２ 投資額の算定 

信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク

数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、全ての信号区域の信号区域ごと

信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 

  信号区域ごと信号用中継交換機投資額 

＝信号用中継交換機ユニット数 

×信号用中継交換機ユニット当たり単価 

 ⑵ 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の

和に１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号

数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに 3,600で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当

該局の信号リンク数とする。 

 ⑶ サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に１呼当た

り信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したも

のを、3,600で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該

局の信号リンク数とする。 

 ⑷ 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち

最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 

  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数（⑴、⑵及び⑶で算定した信号リンク数の合計

に信号区域間リンク数（中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に１呼当たり信号

数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分

散数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に、信号区域間

リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合

には、信号区域間リンク数実績を用いる。）を加えたもの。以下同じ。）を、信号用

中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じ

たもので除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  イ ⑴、⑵及び⑶で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除

したものを、3,600で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 ⑸ 信号用渡りリンク数（⑷で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機

対当たり渡りリンク数を乗じたもの。）及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計

を信号用中継交換機リンク数とする。 

 ⑹ ⑴、⑵及び⑶で算定した信号リンク数の合計に２を乗じたもの及び信号用渡りリンク

数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、

信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第４の１における通信設備使

用料の算定に用いる。 

２ 投資額の算定 

信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク

数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、すべての信号区域の信号区域ご

と信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 

  信号区域ごと信号用中継交換機投資額 

＝信号用中継交換機ユニット数 

×信号用中継交換機ユニット当たり単価 
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＋信号用中継交換機リンク数 

×信号用中継交換機リンク当たり単価 

公衆電話機端末 公衆電話機端末投資額 

     ＝アナログ公衆電話機 

       ×アナログ公衆電話機単価 

      ＋デジタル公衆電話機端末数 

       ×デジタル公衆電話機単価 

空調設備 １ 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 

局ごとに次の⑴から⑷までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台

数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を

選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 

 ⑴ 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消

防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に

電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当た

りの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えた

もの。 

 ⑵ 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び

中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗

じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。）に１を加えたもの。 

 ⑶ 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流

値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台

当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加

えたもの。 

 ⑷ 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の

合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局（ＲＴ―ＢＯＸの場合を除く。）の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発

熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数と

する。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設

備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を

＋信号用中継交換機リンク数 

×信号用中継交換機リンク当たり単価 

公衆電話機端末 公衆電話機端末投資額 

     ＝アナログ公衆電話機 

       ×アナログ公衆電話機単価 

      ＋デジタル公衆電話機端末数 

       ×デジタル公衆電話機単価 

空調設備 １ 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 

局ごとに次の⑴から⑷までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台

数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を

選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 

 ⑴ 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消

防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に

電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当た

りの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えた

もの。 

 ⑵ 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び

中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗

じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。）に１を加えたもの。 

 ⑶ 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流

値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台

当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加

えたもの。 

 ⑷ 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の

合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの。 

２ 遠隔収容装置設置局（ＲＴ―ＢＯＸの場合を除く。）の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発

熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数と

する。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設

備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、すべての局の空調設備投資額
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合算し、空調設備投資額を算定する。 

  種別ごと空調設備投資額 

＝当該種別空調設備設置台数 

×当該種別空調設備１台当たり単価 

電力設備（整流

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計

を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設

置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備（中継交換機、信号用

中継交換機、伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、無線伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、衛星通信設備（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、中間中継伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に

係るもの）及びクロック供給装置（中継交換機、加入者交換機～中継交換機間伝送及び

中継交換機間伝送に係るもの））の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備（整流

装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの）の所要電流値の合計を算定

し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局のそれぞれの整流装置系統数と

する。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計

を、⑴で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器１ユニット当たり最大電流値

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、

当該局の整流器１系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置

される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、

中継交換機関連設備用それぞれの整流器１系統当たりユニット数を上記の方法により

算定する。 

 ⑶ ⑵で算定した整流装置１系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器

数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）を、当該局の整流装置１系統当たり増設架数とする。こ

の場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設

置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置１系統当

たり増設架数を上記の方法により算定する。 

 ⑷ ⑴で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、⑵で算定した整流装

置１系統当たりユニット数に⑴で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整

流装置ユニット数とし、⑶で算定した整流装置１系統当たり増設架数に⑴で算定した整

を合算し、空調設備投資額を算定する。 

  種別ごと空調設備投資額 

＝当該種別空調設備設置台数 

×当該種別空調設備１台当たり単価 

電力設備（整流

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計

を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設

置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備（中継交換機、信号用

中継交換機、伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、無線伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、衛星通信設備（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係る

もの）、中間中継伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に

係るもの）及びクロック供給装置（中継交換機、加入者交換機～中継交換機間伝送及び

中継交換機間伝送に係るもの））の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備（整流

装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの）の所要電流値の合計を算定

し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局のそれぞれの整流装置系統数と

する。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計

を、⑴で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器１ユニット当たり最大電流値

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、

当該局の整流器１系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置

される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、

中継交換機関連設備用それぞれの整流器１系統当たりユニット数を上記の方法により

算定する。 

 ⑶ ⑵で算定した整流装置１系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器

数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）を、当該局の整流装置１系統当たり増設架数とする。こ

の場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設

置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置１系統当

たり増設架数を上記の方法により算定する。 

 ⑷ ⑴で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、⑵で算定した整流装

置１系統当たりユニット数に⑴で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整

流装置ユニット数とし、⑶で算定した整流装置１系統当たり増設架数に⑴で算定した整
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流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、

中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交

換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニ

ット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、

整流装置投資額を算定する。 

  局ごと整流装置投資額 

＝整流装置基本部数 

×整流装置基本部単価 

＋整流装置増設架数 

×整流装置増設架単価 

＋整流器ユニット数 

×整流器ユニット単価 

電力設備（直流

変換電源装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線１回線当たりの消

費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回

線所要電流とする。 

 ⑵ ⑴で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置１架最大電流で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の直流変換電源装置架

数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電

源装置投資額を求め、全ての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源

装置投資額を算定する。 

  局ごと直流変換電源装置投資額 

＝直流変換電源装置架数 

×直流変換電源装置架当たり単価 

電力設備（交流

無停電電源装

置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流 100ボルトを要する設備（加入者交

換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置）の交流 100ボルト

所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧 0.1キロボルトを乗じたものを、当該局

の交流 100ボルト所要容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流 200ボルトを要する設備（監視装置（総

流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、

中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交

換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニ

ット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、すべての局の局ごと整流装置投資額を合算

し、整流装置投資額を算定する。 

  局ごと整流装置投資額 

＝整流装置基本部数 

×整流装置基本部単価 

＋整流装置増設架数 

×整流装置増設架単価 

＋整流器ユニット数 

×整流器ユニット単価 

電力設備（直流

変換電源装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線１回線当たりの消

費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回

線所要電流とする。 

 ⑵ ⑴で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置１架最大電流で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の直流変換電源装置架

数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電

源装置投資額を求め、すべての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電

源装置投資額を算定する。 

  局ごと直流変換電源装置投資額 

＝直流変換電源装置架数 

×直流変換電源装置架当たり単価 

電力設備（交流

無停電電源装

置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流 100ボルトを要する設備（加入者交

換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置）の交流 100ボルト

所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧 0.1キロボルトを乗じたものを、当該局

の交流 100ボルト所要容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流 200ボルトを要する設備（監視装置（総
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合監視））の交流 200ボルト所要電流の合計に３の平方根及び交流無停電電源装置出力

電圧 0.2 キロボルトを乗じたものを、当該局の交流 200ボルト所要容量とする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容

量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を交流無停電電源装

置（100Ｖ）台数及び交流無停電電源装置（200Ｖ）台数とする。この場合において、投

資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無

停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、全ての

局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 

  種別ごと交流無停電電源装置投資額 

＝当該種別交流無停電電源装置台数 

×当該種別交流無停電電源装置単価 

電力設備（蓄電

池） 

１ 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装

置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この

場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装

置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 

 ⑵ 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要電流値の合計に、

交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流

無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置

（200Ｖ）の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出

係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池容量とする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場

合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、局設置遠隔収容装

置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄

電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池

の種別を選択する。 

３ 局設置簡易遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容

装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものに、局設置簡易遠隔収容装置の所要電流値

合監視））の交流 200ボルト所要電流の合計に３の平方根及び交流無停電電源装置出力

電圧 0.2キロボルトを乗じたものを、当該局の交流 200ボルト所要容量とする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容

量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を交流無停電電源装

置（100Ｖ）台数及び交流無停電電源装置（200Ｖ）台数とする。この場合において、投

資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無

停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、すべて

の局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 

  種別ごと交流無停電電源装置投資額 

＝当該種別交流無停電電源装置台数 

×当該種別交流無停電電源装置単価 

電力設備（蓄電

池） 

１ 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 

 ⑴ 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装

置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この

場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装

置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 

 ⑵ 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要電流値の合計に、

交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流

無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置

（200Ｖ）の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出

係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池容量とする。 

 ⑶ ⑴及び⑵で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場

合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

２ 遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、遠隔収容装置設置

局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容

量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当

該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種

別を選択する。 
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に局設置簡易遠隔収容装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを加えた値を当該局の整

流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）を当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投

資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

４ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池

投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、

蓄電池投資額を算定する。 

  種別ごと蓄電池投資額 

＝当該種別蓄電池組数 

×当該種別蓄電池取得単価 

電力設備（受電

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置

電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要容量

及び交流無停電電源装置（200Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率

で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 ⑶ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当

該局の空調設備容量とする。 

 ⑷ 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受

電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 

 ⑸ ⑴、⑵、⑶及び⑷で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を受電装置数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格

容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資

額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、

受電装置投資額を算定する。 

  局ごと受電装置投資額 

＝受電装置所要容量 

×受電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（発電

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器１

ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、

 

 

 

 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池

投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、すべての局の蓄電池投資額を合算

し、蓄電池投資額を算定する。 

  種別ごと蓄電池投資額 

＝当該種別蓄電池組数 

×当該種別蓄電池取得単価 

電力設備（受電

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置

電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要容量

及び交流無停電電源装置（200Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率

で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 ⑶ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当

該局の空調設備容量とする。 

 ⑷ 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受

電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 

 ⑸ ⑴、⑵、⑶及び⑷で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を受電装置数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格

容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資

額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、すべての局の受電装置投資額を合算

し、受電装置投資額を算定する。 

  局ごと受電装置投資額 

＝受電装置所要容量 

×受電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（発電

装置） 

１ 設備量の算定 

 ⑴ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器１

ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、
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当該局の整流装置発電容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要容量

及び交流無停電電源装置（200Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率

で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 ⑶ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当

該局の空調設備容量とする。 

 ⑷ 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備

発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 

 ⑸ ⑴、⑵、⑶及び⑷で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を発電装置数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格

容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装

置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投

資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 

  局ごと発電装置投資額 

＝発電装置所要容量 

×発電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（小規

模局用電源装

置） 

１ 設備量の算定 

  局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置さ

れる設備（局設置簡易遠隔収容装置を除く。）の所要電流値の合計を、小規模局用電源装

置１台当たりの最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用

電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局

用電源装置投資額を算定する。 

  局ごと小規模局用電源装置投資額 

＝小規模局用電源装置台数 

×小規模局用電源装置単価 

電力設備（可搬

型発動発電機） 

１ 設備量の算定 

 全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局を所要電流値ご

とに分類した局数を全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置

局数でそれぞれ除した値を可搬型発動発電機の所要電流別配置比率として、その比率に応

当該局の整流装置発電容量とする。 

 ⑵ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（100Ｖ）の所要容量

及び交流無停電電源装置（200Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率

で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 ⑶ 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当

該局の空調設備容量とする。 

 ⑷ 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備

発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 

 ⑸ ⑴、⑵、⑶及び⑷で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を発電装置数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格

容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装

置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、すべての局の局ごと発電装置

投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 

  局ごと発電装置投資額 

＝発電装置所要容量 

×発電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（小規

模局用電源装

置） 

１ 設備量の算定 

  遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局

用電源装置１台当たりの最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。 

 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用

電源装置投資額を求め、すべての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模

局用電源装置投資額を算定する。 

  局ごと小規模局用電源装置投資額 

＝小規模局用電源装置台数 

×小規模局用電源装置単価 
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じて総設置数を割り当てることにより、所要電流別可搬型発動発電機設置台数を算出す

る。 

２ 投資額の算定 

 ⑴ 所要電流別可搬型発動発電機設置台数に、可搬型発動発電機規定容量を乗じ、所要電

流別可搬型発動発電機容量を算出する。 

 ⑵ ⑴で求めた値に、所要電流に応じた可搬型発動発電機単価を乗じた値を算出し、これ

らを合算した値を投資額とする。 

機械室建物 １ ＲＴ―ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 

⑴ 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面

積とする。 

  ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置１台当たり収容回線数を局

設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、

局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの。 

  イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機１台当たり収容回線数を加入者交換機収

容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者

交換機台数を乗じたもの。 

  ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機１台当たり収容回線数を中継交換機収容架単

位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じた

もの。 

  エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを

算定し、全種別の面積を合計したもの。 

  オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたも

のに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの 

  カ 衛星通信設備のＴＤＭＡ装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの

架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの 

  キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの。 

  ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの。 

  ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり

面積を乗じたもの。 

  コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機１台当たり収容リンク数を信号

用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを

 

 

 

 

 

 

 

機械室建物 １ ＲＴ―ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 

⑴ 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面

積とする。 

  ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置１台当たり収容回線数を局

設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、

局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの。 

  イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機１台当たり収容回線数を加入者交換機収

容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者

交換機台数を乗じたもの。 

  ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機１台当たり収容回線数を中継交換機収容架単

位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じた

もの。 

  エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを

算定し、全種別の面積を合計したもの。 

  オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたも

のに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの 

  カ 衛星通信設備のＴＤＭＡ装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの

架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの 

  キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの。 

  ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの。 

  ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり

面積を乗じたもの。 

  コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機１台当たり収容リンク数を信号

用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを
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加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの。 

  サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に 10,000端子当たり必要主配線

盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの。 

  シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数（当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設

置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。）にき線点遠隔収容装置当たり心線数

を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に加入者系半固定パス伝送

装置単位面積を乗じたもの。 

  ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に光ケーブル成端架

単位面積を乗じたもの。 

  セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの。 

  ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの。 

  タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計。 

  チ 次の (ア）から(エ)までの中で最大のもの（更改のための面積を確保）。 

   (ア) 局設置遠隔収容装置１台当たり所要面積 

   (イ) 加入者交換機１台当たり所要面積 

   (ウ) 中継交換機１台当たり所要面積 

   (エ) 信号用中継交換機１台当たり所要面積 

  ツ 伝送装置の種類別の１アイランド当たり所要面積の中で最大のもの。 

 ⑵ 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積と

する。 

  ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流

装置増設架面積を乗じたものの合計。 

  イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの。 

  ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所

要面積を乗じたものの合計。 

  エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計。 

  オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計。 

  カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計。 

  キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計。 

  ク 整流装置１台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置１台分の面積、１系

統に蓄電池が１組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄

電池１組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたもの

加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの。 

  サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に 10,000端子当たり必要主配線

盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの。 

  シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数（当該局に帰属する遠隔収容装置設置局に

帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。）にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じ

たものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に加入者系半固定パス伝送装置単

位面積を乗じたもの。 

  ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に光ケーブル成端架

単位面積を乗じたもの。 

  セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの。 

  ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの。 

  タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計。 

  チ 次の (ア）から(エ)までの中で最大のもの（更改のための面積を確保）。 

   (ア) 局設置遠隔収容装置１台当たり所要面積 

   (イ) 加入者交換機１台当たり所要面積 

   (ウ) 中継交換機１台当たり所要面積 

   (エ) 信号用中継交換機１台当たり所要面積 

  ツ 伝送装置の種類別の１アイランド当たり所要面積の中で最大のもの。 

 ⑵ 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積と

する。 

  ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流

装置増設架面積を乗じたものの合計。 

  イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの。 

  ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所

要面積を乗じたものの合計。 

  エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計。 

  オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計。 

  カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計。 

  キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計。 

  ク 整流装置１台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置１台分の面積、１系

統に蓄電池が１組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄

電池１組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたもの
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の合計、又は小規模局用電源装置１台分の面積の合計（更改のための面積を確保）。 

 ⑶ 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該

局の空調設備面積とする。 

 ⑷ 局ごとに、⑴サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 

 ⑸ 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積

の合計に、１から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数

で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 

 ⑹ ⑴から⑸までで算定した、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケ

ーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 

２ ＲＴ―ＢＯＸの機械室建物の設備量の算定 

  ＲＴ―ＢＯＸ数を１とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積、又はＲＴ―ＢＯＸ単

価を用い局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、

機械室建物投資額を算定する。 

  局ごと機械室建物投資額 

＝機械室建物面積 

×機械室建物建設単価 

    又は、 

  局ごと機械室建物投資額＝ＲＴ―ＢＯＸ単価 

機械室土地 １ 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 

  局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積

とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積

率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量

の算定 

  局ごとに、次の手順で算定を行う。 

 ⑴ 当該局がＲＴ―ＢＯＸ、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次

の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかに

ついては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト（減価償却費、自己資本

費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税）及び保守コスト（施

設保全費、道路占用料、撤去費用）の合計を比較し決定する。 

  ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該

局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室

建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

の合計、又は小規模局用電源装置１台分の面積の合計（更改のための面積を確保）。 

 ⑶ 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該

局の空調設備面積とする。 

 ⑷ 局ごとに、⑴サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 

 ⑸ 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積

の合計に、１から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数

で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 

 ⑹ ⑴から⑸までで算定した、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケ

ーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 

２ ＲＴ―ＢＯＸの機械室建物の設備量の算定 

  ＲＴ―ＢＯＸ数を１とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積、又はＲＴ―ＢＯＸ単

価を用い局ごと機械室建物投資額を求め、すべての局の局ごと機械室建物投資額を合算

し、機械室建物投資額を算定する。 

  局ごと機械室建物投資額 

＝機械室建物面積 

×機械室建物建設単価 

    又は、 

  局ごと機械室建物投資額＝ＲＴ―ＢＯＸ単価 

機械室土地 １ 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 

  局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積

とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積

率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

２ 遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定 

 

  局ごとに、次の手順で算定を行う。 

 ⑴ 当該局がＲＴ―ＢＯＸ、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次

の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかに

ついては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト（減価償却費、自己資本

費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税）及び保守コスト（施

設保全費、道路占用料、撤去費用）の合計を比較し決定する。 

  ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該

局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室

建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 
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  イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペ

ース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。 

 ⑵ 当該局がＲＴ―ＢＯＸの場合、ＲＴ―ＢＯＸ土地面積を、当該局の機械室土地面積と

する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土

地投資額を求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定

する。 

  局ごと機械室土地投資額 

＝機械室土地面積 

×（固定資産評価額÷土地単価時価補正係数） 

×土地単価時点補正係数 

監視設備（総合

監視） 

 監視設備（総合監視）投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×監視設備（総合監視）対投資額比率 

（ネットワーク設備とは、別表第１の１に規定する設備区分に係る設備並びに別表第１の２

に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区

分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。） 

監視設備（加入

者交換機） 

 監視設備（加入者交換機）投資額 

＝（加入者交換機投資額 

＋消防警察トランク投資額 

＋警察消防用回線集約装置投資額） 

×監視設備（加入者交換機）対投資額比率 

監視設備（中継

交換機） 

 監視設備（中継交換機）投資額 

＝中継交換機投資額 

×監視設備（中継交換機）対投資額比率 

監視設備（伝送

無線機械） 

 監視設備（伝送無線機械）投資額 

＝（伝送装置投資額 

＋中間中継伝送装置投資額 

＋無線伝送装置投資額 

＋無線アンテナ投資額 

＋無線鉄塔投資額 

＋衛星通信設備投資額） 

×監視設備（伝送無線機械）対投資額比率 

監視設備（市外  監視設備（市外線路）投資額 

  イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペ

ース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。 

 ⑵ 当該局がＲＴ―ＢＯＸの場合、ＲＴ―ＢＯＸ土地面積を、当該局の機械室土地面積と

する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土

地投資額を求め、すべての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算

定する。 

  局ごと機械室建物投資額 

＝機械室土地面積 

×（固定資産評価額÷土地単価時価補正係数） 

×土地単価時点補正係数 

監視設備（総合

監視） 

 監視設備（総合監視）投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×監視設備（総合監視）対投資額比率 

（ネットワーク設備とは、別表第１の１に規定する設備区分に係る設備並びに別表第１の２

に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区

分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。） 

監視設備（加入

者交換機） 

 監視設備（加入者交換機）投資額 

＝（加入者交換機投資額 

＋消防警察トランク投資額 

＋警察消防用回線集約装置投資額） 

×監視設備（加入者交換機）対投資額比率 

監視設備（中継

交換機） 

 監視設備（中継交換機）投資額 

＝中継交換機投資額 

×監視設備（中継交換機）対投資額比率 

監視設備（伝送

無線機械） 

 監視設備（伝送無線機械）投資額 

＝（伝送装置投資額 

＋中間中継伝送装置投資額 

＋無線伝送装置投資額 

＋無線アンテナ投資額 

＋無線鉄塔投資額 

＋衛星通信設備投資額） 

×監視設備（伝送無線機械）対投資額比率 

監視設備（市外  監視設備（市外線路）投資額 
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線路） ＝市外線路投資額（中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置

及び中継系電柱の投資額の合計） 

×監視設備（市外線路）対投資額比率 

監視設備（市内

線路） 

 監視設備（市内線路）投資額 

＝市内線路投資額（加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額

の合計） 

×監視設備（市内線路）対投資額比率 

共通用建物  共通用建物投資額 

＝機械室建物投資額 

×共通用建物対投資額比率 

共通用土地  共通用土地投資額 

＝機械室土地投資額 

×共通用土地対投資額比率 

構築物  構築物投資額 

＝（機械室建物投資額 

＋共通用建物投資額） 

×構築物対投資額比率 

機械及び装置  機械及び装置投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×機械及び装置対投資額比率 

車両  車両投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×車両対投資額比率 

工具、器具及び

備品 

 工具、器具及び備品投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×工具、器具及び備品対投資額比率 

無形固定資産

（交換機ソフト

ウェア） 

 無形固定資産（交換機ソフトウェア）投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×無形固定資産（交換機ソフトウェア）対投資額比率 

無形固定資産

（その他の無形

固定資産） 

 無形固定資産（その他の無形固定資産）投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×無形固定資産（その他の無形固定資産）対投資額比率 

 
 
 

線路） ＝市外線路投資額（中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置

及び中継系電柱の投資額の合計） 

×監視設備（市外線路）対投資額比率 

監視設備（市内

線路） 

 監視設備（市内線路）投資額 

＝市内線路投資額（加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額

の合計） 

×監視設備（市内線路）対投資額比率 

共通用建物  共通用建物投資額 

＝機械室建物投資額 

×共通用建物対投資額比率 

共通用土地  共通用土地投資額 

＝機械室土地投資額 

×共通用土地対投資額比率 

構築物  構築物投資額 

＝（機械室建物投資額 

＋共通用建物投資額） 

×構築物対投資額比率 

機械及び装置  機械及び装置投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×機械及び装置対投資額比率 

車両  車両投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×車両対投資額比率 

工具、器具及び

備品 

 工具、器具及び備品投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×工具、器具及び備品対投資額比率 

無形固定資産

（交換機ソフト

ウェア） 

 無形固定資産（交換機ソフトウェア）投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×無形固定資産（交換機ソフトウェア）対投資額比率 

無形固定資産

（その他の無形

固定資産） 

 無形固定資産（その他の無形固定資産）投資額 

＝ネットワーク設備投資額合計 

×無形固定資産（その他の無形固定資産）対投資額比率 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
 
別表第７（第 15 条関係）  

第１ 
 

固
定
資
産
明
細
表
 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ）     

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト ウ ェ ア ）     

工 具 、 器 具 及 び 備 品     

車 両     

機 械 及 び 装 置     

構 築 物     

共 通 用 土 地     

共 通 用 建 物     

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）     

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）     

機 械 室 土 地     

機 械 室 建 物     

電 力 設 備 （ 可 搬 型 発 動 発 電 機 ）   

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）     

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）     

空 調 設 備     

信 号 用 中 継 交 換 機     

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置   

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置   

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通 部   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部   

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線 終 端 装 置     

電 線 共 同 溝     

中 継 系 と う 道     

加 入 系 と う 道     

中 継 系 共 同 溝     

加 入 系 共 同 溝     

中 継 系 中 口 径 管 路     

 
 
別表第７（第 15 条関係）  

第１ 
 

固
定
資
産
明
細
表
 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ）     

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト ウ ェ ア ）     

工 具 、 器 具 及 び 備 品     

車 両     

機 械 及 び 装 置     

構 築 物     

共 通 用 土 地     

共 通 用 建 物     

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）     

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）     

機 械 室 土 地     

機 械 室 建 物 

 
    

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）     

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）     

空 調 設 備     

信 号 用 中 継 交 換 機     

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置   

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置   
ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通 部   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部   

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線 終 端 装 置     

電 線 共 同 溝     

中 継 系 と う 道     

加 入 系 と う 道     

中 継 系 共 同 溝     

加 入 系 共 同 溝     

中 継 系 中 口 径 管 路     

（傍線部分は改正部分） 
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加 入 系 中 口 径 管 路     

中 継 系 管 路     

加 入 系 管 路     
中 継 系 電 柱     

加 入 系 電 柱     

海 底 光 ケ ー ブ ル     

中 継 系 光 ケ ー ブ ル     

加 入 系 光 ケ ー ブ ル     

メ タ ル ケ ー ブ ル     

ク ロ ッ ク 供 給 装 置     

衛 星 通 信 設 備     

無 線 鉄 塔     

無 線 ア ン テ ナ     

無 線 伝 送 装 置     

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置     

中 間 中 継 伝 送 装 置     

伝 送 装 置     

中 継 交 換 機     

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置     

消 防 警 察 ト ラ ン ク     

光 ケ ー ブ ル 成 端 架     

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置     

主 配 線 盤     

加 入 者 交 換 機     

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置   

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置     

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置     

  

定 額 法 定 率 法 

正 味 固 定 資 産 価 額 

 
第２ 

 

固
定
資
産
帰
属
明
細
表

 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無

形 固 定 資 産 ） 
  

  
  

 
    

 
     

 

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ

ト ウ ェ ア ） 
  

  
  

 
    

 
 

   

工 具 、 器 具 及 び 備 品       
 

    
 

    

車 両       
 

    
 

    

機 械 及 び 装 置       
 

    
 

    

構 築 物       
 

    
 

    

共 通 用 土 地       
 

    
 

    

共 通 用 建 物       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）       
 

    
 

    

機 械 室 土 地       
 

    
 

    

機 械 室 建 物       
 

    
 

    

電 力 設 備 （ 可 搬 型 発 動 発 電              

加 入 系 中 口 径 管 路     

中 継 系 管 路     

加 入 系 管 路     

中 継 系 電 柱     

加 入 系 電 柱     

海 底 光 ケ ー ブ ル     

中 継 系 光 ケ ー ブ ル     

加 入 系 光 ケ ー ブ ル     

メ タ ル ケ ー ブ ル     

ク ロ ッ ク 供 給 装 置     

衛 星 通 信 設 備     

無 線 鉄 塔     

無 線 ア ン テ ナ     

無 線 伝 送 装 置     

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置     

中 間 中 継 伝 送 装 置     

伝 送 装 置     

中 継 交 換 機     

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置     

消 防 警 察 ト ラ ン ク     

光 ケ ー ブ ル 成 端 架     

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置     

主 配 線 盤     

加 入 者 交 換 機 

 
    

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置     

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置     

  

定 額 法 定 率 法 

正 味 固 定 資 産 価 額 

 
第２ 

 

固
定
資
産
帰
属
明
細
表

 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無

形 固 定 資 産 ） 
  

  
  

 
    

 
    

 

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ

ト ウ ェ ア ） 
  

  
  

 
    

 
 

  

工 具 、 器 具 及 び 備 品       
 

    
 

   

車 両       
 

    
 

   

機 械 及 び 装 置       
 

    
 

   

構 築 物       
 

    
 

   

共 通 用 土 地       
 

    
 

   

共 通 用 建 物       
 

    
 

   
監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）       

 
    

 
   

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）       
 

    
 

   

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）       
 

    
 

   

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）       
 

    
 

   

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）       
 

    
 

   

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）       
 

    
 

   

機 械 室 土 地       
 

    
 

   

機 械 室 建 物 
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機 ） 

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源

装 置 ）  

  

  
    

 
  

   

 

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）       
 

    
 

    
電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）       

 
    

 
    

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）       
 

    
 

    

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源

装 置 ） 
  

  
  

 
    

 
 

   

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装

置 ） 
  

  
  

 
    

 
 

   

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）       
 

    
 

    

空 調 設 備       
 

    
 

    

公 衆 電 話 機 端 末              

信 号 用 中 継 交 換 機       
 

    
 

    

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置              

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置              

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
 

  
       

   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部              

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
  

  
  

 
    

 
 

   

電 線 共 同 溝       
 

    
 

    

中 継 系 と う 道       
 

    
 

    

加 入 系 と う 道       
 

    
 

    

中 継 系 共 同 溝       
 

    
 

    

加 入 系 共 同 溝       
 

    
 

    

中 継 系 中 口 径 管 路       
 

    
 

    

加 入 系 中 口 径 管 路       
 

    
 

    

中 継 系 管 路       
 

    
 

    

加 入 系 管 路       
 

    
 

    

中 継 系 電 柱       
 

    
 

    

加 入 系 電 柱       
 

    
 

    

海 底 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

    

中 継 系 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

    

加 入 系 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

    

メ タ ル ケ ー ブ ル       
 

    
 

    

ク ロ ッ ク 供 給 装 置       
 

    
 

    

衛 星 通 信 設 備       
 

    
 

    

無 線 鉄 塔       
 

    
 

    

無 線 ア ン テ ナ       
 

    
 

    

無 線 伝 送 装 置       
 

    
 

    

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置       
 

    
 

    

中 間 中 継 伝 送 装 置       
 

    
 

    

伝 送 装 置       
 

    
 

    

中 継 交 換 機       
 

    
 

    

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置       
 

    
 

    

消 防 警 察 ト ラ ン ク       
 

    
 

    

光 ケ ー ブ ル 成 端 架       
 

    
 

    

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
  

  
  

 
    

 
 

   

主 配 線 盤       
 

    
 

    

 

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源

装 置 ） 
  

  
  

 
        

  

 

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）       
 

    
 

   

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）       
 

    
 

   

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）       
 

    
 

   

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源

装 置 ） 
  

  
  

 
    

 
 

  

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装

置 ） 
  

  
  

 
    

 
 

  

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）       
 

    
 

   

空 調 設 備       
 

    
 

   

公 衆 電 話 機 端 末             

信 号 用 中 継 交 換 機       
 

    
 

   

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
 

  
       

  

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
  

  
  

 
    

 
 

  

電 線 共 同 溝       
 

    
 

   

中 継 系 と う 道       
 

    
 

   

加 入 系 と う 道       
 

    
 

   

中 継 系 共 同 溝       
 

    
 

   

加 入 系 共 同 溝       
 

    
 

   

中 継 系 中 口 径 管 路       
 

    
 

   

加 入 系 中 口 径 管 路       
 

    
 

   

中 継 系 管 路       
 

    
 

   

加 入 系 管 路       
 

    
 

   

中 継 系 電 柱       
 

    
 

   

加 入 系 電 柱       
 

    
 

   

海 底 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

   

中 継 系 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

   

加 入 系 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

   

メ タ ル ケ ー ブ ル       
 

    
 

   

ク ロ ッ ク 供 給 装 置       
 

    
 

   

衛 星 通 信 設 備       
 

    
 

   

無 線 鉄 塔       
 

    
 

   

無 線 ア ン テ ナ       
 

    
 

   

無 線 伝 送 装 置       
 

    
 

   
海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置       

 
    

 
   

中 間 中 継 伝 送 装 置       
 

    
 

   

伝 送 装 置       
 

    
 

   

中 継 交 換 機       
 

    
 

   

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置       
 

    
 

   

消 防 警 察 ト ラ ン ク       
 

    
 

   

光 ケ ー ブ ル 成 端 架       
 

    
 

   

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
  

  
  

 
    

 
 

  

主 配 線 盤             
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加 入 者 交 換 機       
 

    
 

    

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置              

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置       
 

    
 

    
き 線 点 遠 隔 収 容 装 置       

 
    

 
    

  

端
末
系
伝
送
路
設
備

 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設

備
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（第

一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

加
入
者
交
換
機

 加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設

備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の

 

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設

備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設

備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（第

一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

中
継
交
換
機

 

中
継
系
伝
送
路
設
備
等
で
あ
っ
て
、
加
入
者
交
換
機
と
中
継
交
換
機
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の

及
び
中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の

 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中
継
交
換
機

 

公
衆
電
話
機

 

（
記
載
上
の
注
意
） 

各
欄
に
は
、
定
額
法
及
び
定
率
法
に
よ
る
も
の
の
別
に
正
味
固
定
資
産
価
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 

  

 

 
 

加 入 者 交 換 機 

 
  

  
  

 
    

 
 

  

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置       
 

    
 

   

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置       
 

    
 

   
 

  

端
末
系
伝
送
路
設
備

 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設

備
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（第

一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

加
入
者
交
換
機

 加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備

に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の

 

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備

に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（ア

ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備

に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（第

一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

中
継
交
換
機

 

中
継
系
伝
送
路
設
備
等
で
あ
っ
て
、
加
入
者
交
換
機
と
中
継
交
換
機
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の

及
び
中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の

 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中
継
交
換
機

 

公
衆
電
話
機

 

（
記
載
上
の
注
意
） 

 
各
欄
に
は
、
定
額
法
及
び
定
率
法
に
よ
る
も
の
の
別
に
正
味
固
定
資
産
価
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第８（第 15 条関係） 
第１ 費用算定方式 （略） 

 
第２ 共通費等の配賦基準  
区分 帰属対象設備 配賦基準 
試験研究費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 直接費比 
接続関連事務費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 投資額比 
管理共通費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
監

視

設

備 

総合監視 加入者交換機階梯以上の各設備 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
加入者交

換機 
加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
中継交換

機 
中継交換機、信号用中継交換機 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
伝送無線

機械 
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテ

ナ、衛星通信設備 
（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち、局設置簡易遠隔

収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、局設置遠

隔収容装置～加入者交換機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝

送、中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間伝送に係るものに限

る。） 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市外線路 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送設備 
（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔

収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、局設置遠

隔収容装置～加入者交換機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送

及び中継交換機間伝送に係るものに限る。） 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市内線路 メタルケーブル、光ケーブル 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
共通用建物 別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
共通用土地 別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
構築物 別表第５第１の設備区分に定める各設備 機械室土地建物、

共通用土地建物の

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

 
別表第８（第 15 条関係） 
第１ 費用算定方式 （略） 

 
第２ 共通費等の配賦基準  
区分 帰属対象設備 配賦基準 
試験研究費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 直接費比 
接続関連事務費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 投資額比 
管理共通費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
監

視

設

備 

総合監視 加入者交換機階梯以上の各設備 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
加入者交

換機 
加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
中継交換

機 
中継交換機、信号用中継交換機 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
伝送無線

機械 
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテ

ナ、衛星通信設備 
（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち、遠隔収容装置設

置局架～加入者交換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装置～加入者交

換機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送、中継交換機間及び中

継交換機～相互接続点間伝送に係るものに限る。） 
 
 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市外線路 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送設備 
（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち遠隔収容装置設

置局～加入者交換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装置～加入者交換

機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に

係るものに限る。） 
 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市内線路 メタルケーブル、光ケーブル 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
共通用建物 別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
共通用土地 別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
構築物 別表第５第１の設備区分に定める各設備 機械室土地建物、

共通用土地建物の

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

（傍線部分は改正部分） 
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機械及び装置 別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
車両 別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費比 
工具、器具及び

備品 
別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
無

形

固

定

資

産 

交換機ソ

フトウェ

ア 

加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、

警察消防用回線集約装置 
ネットワーク設備

投資額 

その他の

無形固定

資産 

別表第５第１の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備

投資額 

空調設備 局設置遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、

消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、

中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 

電力容量比 

電

力

設

備 

整流装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

蓄電池 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

交流無停

電電源装

置 

加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 
電流比 

受電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

発電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

小規模局

舎用電源

装置 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
電流比 

小規模局

舎用蓄電

池 

局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置

及び衛星通信設備 

電流比 

可搬型発

動発電機 
局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置

及び衛星通信設備 

電流比 

直流変換

電源装置 
消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 電流比 

機械室建物 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配

線盤、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察ト

ランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、

衛星通信設備及び信号用中継交換機 

面積比 

機械及び装置 別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
車両 別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費比 
工具、器具及び

備品 
別表第５第１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
無

形

固

定

資

産 

交換機ソ

フトウェ

ア 

加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、

警察消防用回線集約装置 
ネットワーク設備

投資額 

その他の

無形固定

資産 

別表第５第１の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備

投資額 

空調設備 遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警

察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間

中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び

信号用中継交換機 

電力容量比 

電

力

設

備 

整流装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

蓄電池 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

交流無停

電電源装

置 

加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 
電流比 

受電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

発電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

小規模局

舎用電源

装置 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
電流比 

小規模局

舎用蓄電

池 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
 
 
 
 

電流比 

直流変換

電源装置 
消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 電流比 

機械室建物 遠隔収容装置、加入者交換機、主配線盤、加入者系半固定パス伝送装

置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、

中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

面積比 
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機械室土地 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配

線盤、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察ト

ランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、

無線鉄塔、衛星通信設備及び信号用中継交換機 

面積比 

 
注 資本コスト＝減価償却費＋自己資本費用＋他人資本費用＋利益対応税＋通信設備使用料＋固定資産税 
  保守コスト＝施設保全費＋道路占用料＋撤去費用 
 
 
 

機械室土地 遠隔収容装置、加入者交換機、主配線盤、加入者系半固定パス伝送装

置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、

中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、無線鉄塔、衛星通信設備及び信号

用中継交換機 

面積比 

 
注 資本コスト＝減価償却費＋自己資本費用＋他人資本費用＋利益対応税＋通信設備使用料＋固定資産税 
  保守コスト＝施設保全費＋道路占用料＋撤去費用 
 
 
 

 

182



 
 
 
 
 
 

 
 

改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第９ （第 15 条関係） 

第１ 
 

 公 衆 電 話 機 端 末               

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表

 

信 号 用 中 継 交 換 機                             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置                             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置                             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
                            

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

伝 送 装 置                             

中 継 交 換 機                             

緊 急 通 報 用 総 合 デ ジ タ ル 通

信 サ ー ビ ス 
              

緊 急 通 報 用 専 用 線               

 
別表第９ （第 15 条関係） 

第１ 
 

 公 衆 電 話 機 端 末               

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表

 

信 号 用 中 継 交 換 機                             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置                             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置                             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
                            

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             
無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

伝 送 装 置                             

中 継 交 換 機                             

緊 急 通 報 用 総 合 デ ジ タ ル 通

信 サ ー ビ ス 
              

緊 急 通 報 用 専 用 線               

（傍線部分は改正部分） 
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警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置                             

消 防 警 察 ト ラ ン ク                             
光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤                             

加 入 者 交 換 機                             

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置               

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置                             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                   

 

 

 費 用 区 分 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
第２ 

 

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
） 

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

 

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置                             

消 防 警 察 ト ラ ン ク                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤                             

加 入 者 交 換 機 

 
                            

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置                             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                   

 

 

       費 用 区 分 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
第２ 

 

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
） 

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

 

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             
加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             
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中 間 中 継 伝 送 装 置                             

注
 
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

 

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             
加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤                             

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置               

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                   

 

 

       費 用 区 分 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費
 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料
 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税
 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費
 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料
 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用
 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費
 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税
 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
第３ 

 

 公 衆 電 話 機 端 末                

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
（第

一
種
公
衆
電
話
機
） 

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

 

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
              

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

注
 
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

 

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤 

 
                            

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                   

 

 

       費 用 区 分 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費
 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料
 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税
 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費
 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料
 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用
 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費
 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税
 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
第３ 

 

 公 衆 電 話 機 端 末                

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
（第

一
種
公
衆
電
話
機
） 

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

 

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
              

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             
加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             
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海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

注
 
第
一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

 

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             
加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤                             

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置               

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                   

 

 

       費 用 区 分 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費
 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料
 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税
 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費
 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料
 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用
 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費
 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税
 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

注
 
第
一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

 

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤 

 
                            

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                   

 

 

       費 用 区 分 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費
 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料
 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税
 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費
 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料
 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用
 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費
 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税
 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計
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附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
六
年
度
の
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
五
第
一
に
掲
げ
る
加

入
者
交
換
機
及
び
中
継
交
換
機
並
び
に
別
表
第
五
第
二
に
掲
げ
る
監
視
設
備
（
加
入
者
交
換
機
及
び
中
継
交
換
機
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

及
び
無
形
固
定
資
産
（
交
換
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
限
る

。
）

（
以
下
「
交
換
機
関
連
設
備
等
」
と
い
う

。
）

の
正
味
固
定
資
産
価

額
及
び
減
価
償
却
費
の
額
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う

。
）

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
部
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
控
除
は
、
次
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正

味
固
定
資
産
価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
（
現
に
事
業
者
が
使
用
し
て
い
る
交
換
機
関
連
設
備
等
の
取
得
原
価

の
う
ち
法
定
耐
用
年
数
を
経
過
し
て
使
用
し
て
い
る
設
備
の
取
得
原
価
が
占
め
る
割
合
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
値
で
あ
っ
て
、
新
規

則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
控
除
し
た
率
を

乗
じ
て
得
た
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正

味
固
定
資
産
価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
そ

れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

三 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正

味
固
定
資
産
価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除

す
る
も
の
と
す
る
。 
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「接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

案」及び「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の

一部を改正する省令案」に対する意見提出者の一覧 

 
（受付順、敬称略） 

意見提出者（計３件） 

受付 意見受付日 意見提出者 代表者氏名等 

１ H24 年 11 月 26 日 
フュージョン・コミュニケーションズ

株式会社 
代表取締役社長 相木 孝仁 

２ H24 年 11 月 26 日 

ソフトバンクＢＢ株式会社 

代表取締役社長兼 CEO 孫 正義 ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

３ H24 年 11 月 26 日 ＫＤＤＩ株式会社 代表取締役社長 田中 孝司 

 

参考資料 





 

意見書 

 

平成 24年 11月 26日 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会長 殿 

 

郵便番号 102－0074 

（ ふ り が な ） とうきょうとちよだく くだんみなみ ちょうめ ばん ごう 

住   所 東京都千代田区九段南二丁目３番１号 

（ ふ り が な ）  ふゅーじょん   こみゅにけーしょんず   かぶしきがいしゃ 

氏   名 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 

 だいひょうとりしまりやく   あいき  たかひと 

 代表取締役社長   相木 孝仁 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

電子メールアドレス  

 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第4条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定によ

り、平成24年10月26日付け情郵審で公告された省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。



（別紙） 

 

この度は「接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」につき意見募

集の機会を頂き、厚く御礼申し上げます。 

下記のとおり弊社意見を提出させて頂きますので、御取り計らいの程何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

＜弊社意見＞ 

平成 25年度の接続料算定に用いる入力値更新については適当と考えます。 

最新の入力値へ更新すること、加えて長期増分費用モデルの一部変更を行うことによって、接続料原価

の低減化が図られるものと窺えますが、平成 24年 9月 25日付け｢長期増分費用方式に基づく接続料の

平成25年度以降の算定の在り方｣答申によりますと、接続料の水準は依然上昇傾向にあることは変わり

ありません。 

NTT東西殿のPSTNマイグレーション／廃止時期が明らかとなり、IP網への一層の需要移行が見込まれ、

PSTN を取り巻く市場環境が大きく変化しようとしておりますので、長期増分費用モデルの抜本的見直し

は避けられないものと考えております。今後鋭意ご検討いただけることを要望いたします。 

 

以上 



意見書 

 

平成 24年 11月 26日 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会長 殿 

 

郵便番号 105-7304 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う とみな と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9番 1号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ソフトバンクＢＢ
びーびー

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号 105-7316 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う とみな と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9番 1号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ソフトバンクテレコム株式
かぶしき

会社
がいしゃ
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だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号 105-7317 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う とみな と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9番 1号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ソフトバンクモバイル株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第 4 条及び接続に関する議事手続規則第 2 条の規

定により、平成 24年 10月 26日付け情郵審で公告された省令案に関し、別紙のとおり意見を提出

します。 
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このたびは、「接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」

及び「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令

案」に対する意見募集に関し、意見提出の機会を設けて頂いたことにつきまして、御礼申し上げま

す。 

以下のとおり弊社共の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らいの程、お願い申し上

げます。 

 

PSTN接続料については、本年 9月 25日に、「長期増分費用方式に基づく接続料の平成 25年

度以降の算定の在り方」答申（以下、「答申」という。）が取りまとめられ、PSTNから IP網への移行

の進展を考慮した補正措置が導入されることが示されました。本補正措置については、PSTN か

ら IP 網への移行による影響をコスト算定に反映するという点において、一定の効果があるものと

考えます。 

しかしながら、本補正措置はあくまで暫定的な措置であり、改良モデルの適用期間中にも接続

料がさらに大幅に上昇する可能性も想定されます。答申においても、「適用期間内に算定方式の

前提としている事項が大きく変化することが明確になった場合には、今後の環境変化に適切に対

応した接続料算定方式となるよう、速やかな見直しに向けた検討を行うことが適当」と示されてい

るため、PSTNから IP網への進展を踏まえた本格的な対応について、早期に検討着手し、環境変

化が生じた場合にも適切に対応できるよう、次期モデルの構築を含め事前に準備しておくことが

必要と考えます。 

 

以上 

別紙 



 

意 見 書 

 

 

平成２４年１１月２６日 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会長殿 

 

郵便番号 163-8003 

住  所  
と う き ょ う と し ん じ ゅ く く に し し ん じ ゅ く に ち ょ う め さ ん ば ん に ご う

東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 

氏  名   ＫＤＤＩ
かぶしきがいしゃ

株式会社 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 田中
た な か

 孝司
た か し

 

連 絡 先    

 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

 

 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規定に

より、平成２４年１０月２６日付け情郵審で公告された省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
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（別 紙） 

 

 今回の省令改正によって、ＬＲＩＣモデルの改修に伴うＰＳＴＮに係る接続料算定方法の変更、最新の入力値への更

新及び基礎的電気通信役務原価の算定方法の変更を行うことについては、適切であると考えます。 

 

しかしながら、ＰＳＴＮに係る接続料は、ＰＳＴＮからＩＰ網への急速なマイグレーションの進展等によってＰＳＴＮのトラフ

ィックが大きく減少し続けていることから、このまま従来通りの算定方式に基づいて接続料算定を続けた場合、今後も水

準が上昇し続けることが想定されます。このような接続料の上昇は、競争事業者がユーザー料金の値上げや電話サー

ビス提供からの撤退を余儀なくされ、ユーザー利便の低下を招くおそれがあることから、ＰＳＴＮユーザーが不利益を被る

ことなく競争を維持しながら円滑にマイグレーションを進めるためにも水準の抑制を図ることが必要不可欠です。 

このような市場環境の中、今回、平成２５年度以降のＰＳＴＮの接続料算定方法に、ＬＲＩＣの改良モデルを適用し、

併せて、ＰＳＴＮからＩＰ網へのマイグレーションの進展を踏まえ、実際のネットワークとＬＲＩＣモデルで想定されるネットワー

クにおける償却済み比率に差異があることに着目した補正措置を講じることは、有効であると考えます。 

ただし、今回の補正は、あくまで一時的に接続料水準の上昇を抑制する措置であり、現行のＬＲＩＣモデルを使い続

ける限り、接続料水準の上昇傾向が続くことには変わりがないため、今回のＬＲＩＣ改良モデルの適用期間中にＰＳＴＮ

のトラフィックが急激に減少した場合には、接続料水準が想定以上に急上昇し、ユーザー利便が大きく損なわれてしま

う可能性があります。 

そのため、「ＩＰ網への移行の進展等により、電気通信分野を取り巻く環境は今後急速に変化していくことも見込まれ

るため、適用期間内に算定方式の前提としている事項が大きく変化することが明確になった場合には、今後の環境変

化に引き続き適切に対応した接続料算定となるよう、速やかな見直しに向けた検討を行うことが適当である」としている

情報通信審議会答申（平成２４年９月２５日）のとおり、今回のＬＲＩＣ改良モデルの適用期間内であっても、接続料水

準が急激に上昇することが見込まれる場合には、速やかに追加的な補正措置を講じるなどして水準の抑制を図る必

要があると考えます。 

また、平行して、次期のＰＳＴＮ接続料の算定方法の抜本的な見直しに向けた検討も速やかに開始すべきです。そ

の際には、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が今後更に進展し、数年の内にＰＳＴＮと０ＡＢＪ－ＩＰ電話の契約者数が逆転す

ると思われることを踏まえ、次期モデルにはＩＰ－ＬＲＩＣモデルを含む何らかのＩＰ化要素を取り込んだ算定方法を適用す

ることを前提として検討を進めるべきです。 

 

 

以 上 


	（印刷用）00 表紙
	（印刷用）01-1_報告書案（LRIC・ユニバ）
	（印刷用）01-2 接続料規則等の一部改正案に対する意見及び考え方（案）rev5課長確認済み
	（印刷用）02 改正概要rev5
	（印刷用）03-1 新旧対照表（接続）
	20 新旧対照表（接続料規則）
	01【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表１の１、別表１の２】ver24
	02【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の１】ver22
	03【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の２】ver23
	04【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表３】ver22
	05【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の１、４の２】ver20
	06【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の３】ver20
	07【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表５、６～８】ver9

	21【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則の一部を改正する省令　附則】ver23
	22 新旧対照表（算定規則等）2
	09【ＬＲＩＣ】附則
	10 【ユニバ】別表第５第１第２　121107ver9 
	11 【ユニバ】別表第６　121204ver10
	12 【ユニバ】別表第７第１第２　121107ver6
	13 【ユニバ】別表第８第２　121107ver9
	14 【ユニバ】別表第９第１第２第３　121107ver4
	15 【ユニバ】★附則　121017　新旧ver3


	（印刷用）03-2 新旧対照表（接続附則）
	20 新旧対照表（接続料規則）
	01【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表１の１、別表１の２】ver24
	02【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の１】ver22
	03【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の２】ver23
	04【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表３】ver22
	05【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の１、４の２】ver20
	06【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の３】ver20
	07【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表５、６～８】ver9

	21【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則の一部を改正する省令　附則】ver23
	22 新旧対照表（算定規則等）2
	09【ＬＲＩＣ】附則
	10 【ユニバ】別表第５第１第２　121107ver9 
	11 【ユニバ】別表第６　121204ver10
	12 【ユニバ】別表第７第１第２　121107ver6
	13 【ユニバ】別表第８第２　121107ver9
	14 【ユニバ】別表第９第１第２第３　121107ver4
	15 【ユニバ】★附則　121017　新旧ver3


	（印刷用）03-3 新旧対照表（接続附則２）
	20 新旧対照表（接続料規則）
	01【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表１の１、別表１の２】ver24
	02【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の１】ver22
	03【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の２】ver23
	04【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表３】ver22
	05【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の１、４の２】ver20
	06【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の３】ver20
	07【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表５、６～８】ver9

	21【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則の一部を改正する省令　附則】ver23
	22 新旧対照表（算定規則等）2
	09【ＬＲＩＣ】附則
	10 【ユニバ】別表第５第１第２　121107ver9 
	11 【ユニバ】別表第６　121204ver10
	12 【ユニバ】別表第７第１第２　121107ver6
	13 【ユニバ】別表第８第２　121107ver9
	14 【ユニバ】別表第９第１第２第３　121107ver4
	15 【ユニバ】★附則　121017　新旧ver3


	（印刷用）03-4 新旧対照表（算定）
	20 新旧対照表（接続料規則）
	01【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表１の１、別表１の２】ver24
	02【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の１】ver22
	03【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の２】ver23
	04【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表３】ver22
	05【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の１、４の２】ver20
	06【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の３】ver20
	07【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表５、６～８】ver9

	21【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則の一部を改正する省令　附則】ver23
	22 新旧対照表（算定規則等）2
	09【ＬＲＩＣ】附則
	10 【ユニバ】別表第５第１第２　121107ver9 
	11 【ユニバ】別表第６　121204ver10
	12 【ユニバ】別表第７第１第２　121107ver6
	13 【ユニバ】別表第８第２　121107ver9
	14 【ユニバ】別表第９第１第２第３　121107ver4
	15 【ユニバ】★附則　121017　新旧ver3


	（印刷用）03-5 新旧対照表（算定附則）
	20 新旧対照表（接続料規則）
	01【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表１の１、別表１の２】ver24
	02【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の１】ver22
	03【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表２の２】ver23
	04【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表３】ver22
	05【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の１、４の２】ver20
	06【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表４の３】ver20
	07【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則　別表５、６～８】ver9

	21【ＬＲＩＣ】新旧対照文【接続料規則の一部を改正する省令　附則】ver23
	22 新旧対照表（算定規則等）2
	09【ＬＲＩＣ】附則
	10 【ユニバ】別表第５第１第２　121107ver9 
	11 【ユニバ】別表第６　121204ver10
	12 【ユニバ】別表第７第１第２　121107ver6
	13 【ユニバ】別表第８第２　121107ver9
	14 【ユニバ】別表第９第１第２第３　121107ver4
	15 【ユニバ】★附則　121017　新旧ver3


	（印刷用）04 【参考】意見提出者
	04-0 【参考】意見提出者
	04-1 意見書(フュージョン･コミュニケーションズ)
	04-2 意見書(SB)
	04-3 意見書(KDDI)
	空白ページ




